
初
期
イ
ス
ラ
ー
ム
時
代
の
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る

土
地
所
有
に
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い
て

初期イスラーム隠代のエジプトにおける土地所有について（森本）

森

本

公

誠

【
要
約
】
　
初
期
イ
ス
ラ
ー
ム
史
に
お
け
る
土
地
制
度
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
概
し
て
地
域
や
時
代
の
変
化
を
無
視
し
て
、
い
わ
ゆ
る
イ
ス
ラ
ー
ム

法
学
者
の
い
う
土
地
制
度
の
こ
と
が
志
向
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
実
は
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
土
地
制
度
」
そ
の
も
の
も
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
お
け
る
他
の
分

野
の
法
理
論
と
同
様
、
一
つ
の
歴
史
的
な
産
物
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
過
程
が
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
意
味
を
な
さ
な
い
。
し
か
も
そ
の
過
程
は

西
ア
ジ
ア
の
諸
地
域
で
当
然
異
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
ア
ラ
ブ
が
、
サ
サ
ソ
朝
や
ビ
ザ
ソ
ツ
の
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
土
地
制
度
を
も
つ
支
配
地

域
を
受
け
継
い
だ
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
点
に
留
意
し
な
が
ら
、
地
域
を
エ
ジ
プ
ト
に
限
り
、
ア
ラ
ブ
征
服
期
か
ら
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
に
か
け
て
の

土
地
制
度
の
展
開
を
検
討
し
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
五
四
巻
一
号
　
一
九
七
【
年
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
初
期
イ
ス
ラ
ー
ム
時
代
、
す
な
わ
ち
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
成
立
か
ら

ア
ッ
バ
ー
ス
朝
国
家
が
崩
壊
す
る
一
〇
世
紀
半
ば
ま
で
の
西
ア
ジ
ア

の
土
地
制
度
に
関
し
て
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
ま
だ
本
格
的
な
研
究
が

な
さ
れ
た
と
い
え
る
よ
う
な
状
態
に
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
地

域
や
時
代
の
変
化
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
っ
た
り
、
い
わ
ゆ
る
イ
ス

ラ
ー
ム
法
上
の
土
地
制
度
論
の
段
階
を
あ
ま
り
出
て
い
な
い
も
の
で

あ
っ
た
り
、
ま
た
部
分
的
に
論
じ
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
り

し
て
、
そ
こ
に
、
系
統
的
か
つ
体
系
的
な
土
地
制
度
論
を
見
よ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

期
待
す
る
こ
と
は
と
う
て
い
無
理
で
あ
る
。
現
在
の
研
究
段
階
が
こ

の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
わ
け
は
、
一
つ
に
は
方
法
論
上
の
問
題
と
、

ま
た
一
つ
に
は
資
料
上
の
制
約
と
が
原
因
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
後
者
で
い
え
ば
、
実
際
は
我
女
の
手
に
し
て
い
る
資
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料
も
十
分
に
生
か
さ
れ
て
い
な
い
の
が
実
状
で
あ
る
、
ま
た
前
者
に

関
連
し
て
い
え
ば
、
こ
の
時
代
の
土
地
制
度
を
論
ず
る
に
当
た
っ
て

の
前
提
条
件
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
第
一
は
、
土
地
制
度
を
ア
ラ
ブ
当
局
側
の
観
点
か
ら
眺
め
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
一
初
期
イ
ス
ラ
ー
ム
の
大
帝

国
は
ア
ラ
ブ
ー
ム
ス
リ
ム
軍
の
大
征
服
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で

あ
る
。
し
か
も
ア
ラ
ブ
は
、
最
初
土
地
に
対
す
る
認
識
に
乏
し
く
、

征
服
の
過
程
や
支
配
権
の
強
化
の
過
程
に
お
い
て
、
問
題
の
起
こ
る

た
び
ご
と
に
解
決
策
を
講
じ
て
き
た
。
要
す
る
に
ア
ラ
ブ
当
局
は
、

土
地
に
対
し
て
終
始
一
貫
し
た
態
度
を
取
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
、

し
た
が
っ
て
固
定
的
な
土
地
所
有
形
態
と
い
っ
た
も
の
を
予
想
し
て

も
意
味
を
な
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、

ア
ラ
ブ
当
局
が
取
っ
て
き
た
政
策
の
プ
μ
セ
ス
を
把
握
す
る
こ
と
こ

そ
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
第
二
は
、
サ
サ
ソ
朝
な
り
ビ
ザ
ソ
ツ
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た

性
格
を
も
つ
イ
ス
ラ
ー
ム
以
前
の
土
地
制
度
を
、
ア
ラ
ブ
当
局
は
ど

の
よ
う
に
し
て
継
承
し
、
あ
る
い
は
継
承
し
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い

は
ま
た
い
か
な
る
形
態
に
変
容
し
た
か
と
い
う
点
で
あ
っ
て
、
こ
れ

に
は
当
然
農
民
側
の
反
応
の
仕
方
も
あ
わ
せ
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。　

次
に
第
三
は
、
ア
ラ
ブ
帝
国
内
の
地
域
差
に
よ
る
土
地
制
度
の
違

い
を
、
ア
ラ
ブ
当
局
は
統
一
化
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
持
っ
て
い
た

か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
さ
ら
に
進
め
て
い
え
ば
、
土

地
制
度
の
ど
こ
ま
で
を
統
一
化
し
、
ど
の
部
分
を
地
方
的
特
色
と
し

て
温
存
し
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
は
こ
の
点
を
考
慮
し
な
け

れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
土
地
制
度
」
な
る
も
の
は
導
き

出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
な
諸
点
を
踏
ま
え
た
う
え
で
の
土
地
制
度
史
の
研
究

と
い
う
こ
と
で
、
本
稿
で
は
エ
ジ
プ
ト
の
場
合
を
と
り
あ
げ
た
い
。

そ
れ
は
、
筆
者
が
土
地
制
度
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
当
時
の
エ
ジ

プ
ト
の
税
制
に
つ
い
て
、
こ
こ
し
ば
ら
く
研
究
を
続
け
て
き
た
と
い

う
事
情
に
も
よ
る
が
、
む
し
ろ
資
料
の
点
で
、
エ
ジ
プ
ト
が
他
の
地

域
に
較
べ
て
豊
富
で
あ
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
点
は
、
い
ま

述
べ
た
第
三
の
前
提
条
件
に
関
連
し
て
重
要
な
示
唆
を
も
た
ら
す
も

の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
か
ら
取
り
あ
げ
る
問
題
の

性
質
上
、
資
料
な
ど
の
点
に
つ
い
て
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
発
表
し
て

き
た
諸
論
と
一
部
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
論
旨
を
明
確
に
す
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．

　
さ
て
、
ア
ラ
ブ
ー
ム
ス
リ
ム
軍
の
大
征
服
か
ら
ウ
マ
ル
ニ
世
．
（
在

位
七
　
七
－
七
二
〇
年
）
に
至
る
ま
で
の
主
要
な
土
地
問
題
と
し
て
、

全
般
的
に
一
そ
の
実
は
イ
ラ
ー
ク
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

一
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
綜
合
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
一
、
征
服
が
始
ま
っ
た
当
初
、
ア
ラ
ブ
戦
士
た
ち
は
、
征
服
地
の

　
　
土
地
お
よ
び
農
民
を
動
産
と
同
じ
よ
う
に
戦
利
品
フ
ァ
イ
と
み

　
　
な
し
て
、
そ
の
五
分
の
四
を
彼
ら
の
あ
い
だ
で
分
配
し
た
こ
と
。

　
二
、
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
二
〇
年
（
六
四
〇
）
カ
リ
フ
ー
ウ
マ
ル
一
世
（
在
位

　
　
六
三
四
一
六
四
四
年
）
が
従
来
の
方
針
を
変
更
し
て
、
征
服
軍
に

　
　
よ
る
土
地
の
分
配
を
中
止
し
、
土
地
は
原
住
民
の
手
に
そ
の
ま

　
ま
と
ど
め
て
、
そ
の
代
わ
り
に
ほ
ぼ
前
代
通
り
の
租
税
を
徴
収

　
し
、
そ
の
一
部
を
ア
ラ
ブ
戦
士
た
ち
に
支
給
す
る
と
い
う
政
策

　
を
打
ち
出
し
た
こ
と
。

三
、
す
で
に
分
配
さ
れ
て
い
た
土
地
の
回
収
は
、
ウ
マ
ル
一
世
自

　
身
に
よ
る
も
の
も
考
え
ら
れ
る
が
、
実
際
的
に
は
、
ウ
マ
イ
ヤ

　
朝
の
ム
ア
ー
ム
イ
ヤ
｝
世
（
在
位
六
六
一
一
六
八
○
年
）
に
よ
る
強

　
力
な
回
収
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
圃
臨
地
が
カ
リ
フ
の
私

　
有
地
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
国
有
地
に
入
れ
ら

　
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
あ
る
。

四
、
第
三
と
同
様
、
第
二
の
ウ
マ
ル
一
世
の
決
定
に
関
連
す
る
も
．

　
の
で
、
原
住
民
が
租
税
を
納
め
て
い
る
土
地
1
の
ち
に
「
バ

　
ラ
ー
ジ
ュ
地
」
と
称
さ
れ
る
一
の
ア
ラ
ブ
ー
ム
ス
リ
ム
に
よ

　
る
所
有
の
禁
止
。

五
、
や
は
リ
ウ
マ
ル
一
世
の
決
定
に
よ
り
、
も
と
の
サ
サ
ン
朝
の

　
王
領
地
や
政
府
高
官
ら
の
私
有
地
、
お
よ
び
征
服
の
さ
い
所
有

　
者
が
逃
亡
ま
た
は
死
亡
し
て
し
ま
っ
た
無
主
地
を
没
収
し
て
サ

　
ワ
；
フ
ィ
ー
郭
タ
．
9
1
ゆ
を
形
成
し
、
カ
リ
フ
は
こ
の
土
地
の
一

　
部
を
カ
テ
ィ
ー
ア
ゆ
㊤
嘗
、
ρ
と
し
て
功
臣
な
ど
に
譲
渡
し
た
こ
と
。

六
、
ウ
マ
ル
ニ
世
に
よ
る
国
家
的
土
地
所
有
理
論
の
成
立
で
、
こ
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れ
ば
改
宗
ム
ス
リ
ム
の
所
有
地
に
対
す
る
租
税
徴
収
を
正
当
化

　
　
し
ょ
う
と
す
る
も
の
。
た
だ
し
、
こ
の
理
論
が
完
成
す
る
の
は

　
　
ア
ッ
パ
！
ス
朝
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
諸
点
が
果
た
し

て
エ
ジ
プ
ト
の
場
合
に
も
当
て
は
ま
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
こ
で
ム
ス
リ
ム
側
の
史
書
や
被
征
服
民
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
側

の
史
書
な
ど
に
よ
っ
て
こ
れ
を
検
討
し
て
み
る
と
、
エ
ジ
プ
ト
征
服

は
ち
ょ
う
ど
ウ
マ
ル
一
世
の
政
策
転
換
、
す
な
わ
ち
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

○
年
前
後
に
行
な
わ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
ま
ず
第
一
の
点
で
は
、

征
服
軍
の
あ
い
だ
に
土
地
分
配
の
要
求
は
あ
っ
た
が
、
分
配
は
認
め

ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
督
冨
ヨ
零
鐸
。
。
・
、
あ
料
、
。
。
刈
－

④
。。

B
。
）
。
事
実
、
年
代
的
に
は
も
っ
と
も
近
い
史
料
で
、
し
か
も
被
征
服

民
の
側
か
ら
書
か
れ
て
い
る
ヨ
ハ
ネ
ス
の
年
代
記
で
は
、
ア
ラ
ブ
軍

が
動
産
を
戦
利
品
と
し
て
分
配
し
た
こ
と
は
見
え
て
も
、
土
地
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

い
て
は
語
ら
れ
て
い
な
い
（
｝
O
げ
口
　
目
o
o
亦
⊃
、
　
一
Q
Q
G
Q
）
。

　
要
す
る
に
エ
ジ
プ
ト
で
は
、
第
二
点
の
ウ
マ
ル
一
世
の
政
策
転
換

以
後
の
方
針
が
当
初
か
ら
守
ら
れ
た
わ
け
で
、
原
住
民
に
よ
る
土
地

保
有
そ
の
も
の
は
、
征
服
の
さ
い
に
結
ば
れ
た
征
服
軍
と
エ
ジ
プ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
各
共
同
体
と
の
あ
い
だ
の
和
約
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
。
し
た
が

ワ
て
当
然
．
第
三
の
概
分
配
地
の
回
収
は
エ
ジ
プ
ト
で
は
問
題
に
な

っ
て
い
な
い
。
ア
ラ
ブ
は
も
っ
ぱ
ら
フ
ス
タ
ー
ト
や
ア
レ
ク
サ
ン
ド

リ
ア
の
よ
う
な
軍
事
都
市
ヨ
尻
目
に
住
み
、
農
村
地
帯
に
住
む
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
マ
ム
ル
ー
ク
朝
時
代
の
歴
史
家
一
、
ク
リ
ー

ズ
ィ
ー
は
そ
の
著
書
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
エ
ジ
プ
ト
征
服
の
当
時
、
マ
ホ
メ
ヅ
ト
の
教
友
だ
ち
や
次

の
世
代
の
人
々
は
フ
ス
タ
ー
ト
や
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
定
住
し
、

農
村
地
帯
帥
7
二
野
に
住
む
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
　
エ
ジ
プ
ト
全

土
の
村
々
は
南
も
北
も
コ
プ
ト
人
や
ロ
ー
マ
人
で
満
た
さ
れ
て
い
た
。

エ
ジ
プ
ト
の
諸
村
に
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
広
が
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
一
世
紀
後
の
こ
と
で
あ
る
（
¢
膏
二
H
』
畢
・
。
8
。

　
こ
れ
は
ア
ラ
ブ
当
局
に
よ
る
征
服
地
の
統
治
政
策
の
一
つ
、
す
な

わ
ち
、
ム
ス
リ
ム
戦
士
と
し
て
の
ア
ラ
ブ
遊
牧
民
を
軍
事
都
市
に
集

中
居
住
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
府
の
統
制
下
に
置
く
と
同
時
に
、

彼
ら
を
原
住
罠
か
ら
隔
離
し
、
原
住
民
の
安
全
を
保
障
す
る
と
い
う

　
⑦

政
策
が
エ
ジ
プ
ト
で
も
強
力
に
推
進
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

事
実
ア
ラ
ブ
戦
士
た
ち
が
農
村
地
帯
へ
出
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
春
に
軍
馬
を
放
牧
す
る
と
き
だ
け
で
あ
っ
た
。

　
『
エ
ジ
。
フ
ト
征
服
史
』
を
書
い
た
イ
ブ
ン
聾
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ー
ー
バ
カ
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ム
は
こ
の
こ
と
を
か
な
り
詳
し
く
伝
え
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
、
征

服
軍
の
将
軍
で
初
代
総
督
の
ア
ム
ル
．
》
三
目
げ
・
巴
㌧
》
。
・
は
フ
ス
タ

ー
ト
に
居
住
し
て
い
る
ア
ラ
ブ
軍
に
対
し
、
春
に
農
村
地
帯
に
出
か

け
て
軍
馬
を
放
牧
し
、
夏
近
く
な
れ
ば
戻
っ
て
フ
ス
タ
ー
ト
で
ま
た

生
活
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
。
そ
の
さ
い
、
む
ろ
ん
原
住
民
で
あ
る

コ
プ
ト
人
と
は
紛
争
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
命
じ
た
。
そ
れ
以
後
春
に

な
る
と
、
ア
ラ
ブ
の
各
部
族
に
農
村
地
帯
へ
出
か
け
る
よ
う
通
達
が

出
さ
れ
た
。
彼
ら
が
出
か
け
た
主
な
下
々
は
マ
ヌ
ー
フ
鼠
ρ
昌
｛
、
デ

ィ
ス
パ
ン
デ
ィ
ス
U
勝
ぴ
p
鵠
α
富
（
い
ず
れ
も
デ
ル
タ
南
部
）
、
ア
フ
ナ
ー

ス
》
げ
裁
ω
（
中
エ
ジ
プ
ト
）
、
　
タ
ハ
一
月
菩
帥
（
上
エ
ジ
プ
ト
）
で
あ
る

と
い
う
。
そ
し
て
ア
ラ
ブ
の
各
部
族
が
放
牧
に
出
か
け
た
付
近
の
町

や
村
の
名
前
を
列
記
し
て
い
て
、
そ
れ
は
ほ
ぼ
エ
ジ
プ
ト
全
土
に
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

た
っ
て
い
る
（
朝
㊤
冨
ヨ
お
？
置
ω
”
。
h
．
督
貯
ρ
二
囲
層
ま
。
山
曾
）
。

　
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
部
族
名
お
よ
町
村
名
に
多
少
の
異
同
の
可

能
性
は
あ
ろ
う
が
、
毎
春
彼
ら
が
農
村
地
帯
へ
放
牧
に
出
か
け
る
と

い
う
こ
と
は
か
な
り
習
慣
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
イ
ブ
ソ
ー
ア

ブ
ド
ゥ
ル
ー
バ
カ
ム
は
「
こ
れ
ら
の
諸
部
族
の
う
ち
、
時
と
し
て
春

に
な
っ
て
も
農
村
地
帯
へ
出
か
け
な
い
も
の
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ

う
な
こ
と
を
知
ら
な
い
も
の
は
誰
も
な
く
、
大
部
分
の
部
族
は
す
で

に
述
べ
た
よ
う
な
地
方
へ
出
か
け
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

こ
の
習
慣
が
一
体
い
つ
ご
ろ
ま
で
続
い
た
か
は
不
明
で
、
な
か
に
は

長
く
続
か
な
か
っ
た
部
族
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
征
服
軍
当
局
者
に
よ
る
ア
ラ
ブ
軍
の
統
制
は
か
な
り
き

び
し
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
イ
ブ
ソ
畦
ア
ブ
ド
ゥ
ル
睡
バ
カ
ム
に
は
、

こ
れ
と
平
行
し
て
ウ
マ
ル
一
世
が
、
ア
ラ
ブ
軍
隊
に
対
し
て
農
耕
の

禁
止
を
命
じ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
．
諺
び
α
と
団
ロ

げ
．
頃
自
び
㊤
鴇
ρ
↓
ゆ
麟
吋
同
げ
㌧
》
臼
門
↓
掴
p
団
ミ
ρ
げ
・
ω
癖
ρ
団
ザ
↓

H
喜
≦
鋳
び
↓
一
》
9
9
7
罎
9
】
騨
び
●
鼠
霧
智
欝
餌
の
伝
承
系
譜
に

よ
る
も
の
で
、
内
容
は
カ
リ
フ
ー
ウ
マ
ル
が
伝
令
官
に
「
軍
隊
の
総

督
た
ち
の
と
こ
ろ
へ
出
か
け
て
、
総
督
が
臣
下
に
対
し
、
彼
ら
の
俸

給
．
ρ
萄
．
は
安
定
し
、
家
族
の
現
物
給
付
H
詳
ρ
は
滞
る
こ
と
な
く

支
給
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
農
耕
を
し
た
り
（
　
　
　
　
N
9
目
ρ
9
）
、
農
地
を
小

作
さ
せ
た
り
（
N
碧
ρ
、
ρ
）
し
な
い
よ
う
命
令
す
る
よ
う
に
」
と
命
じ

た
、
　
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
綴
生
内
p
西
目
①
・
。
…
9
偲
冨
叶
H
H
層
b
。
＄
）
。
、
諺
σ
α

と
賦
げ
び
●
国
賃
げ
ρ
胃
帥
は
伝
承
家
で
、
生
披
年
は
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
四
〇

　
　
　
　
⑨

一
一
二
六
年
、
ゆ
ρ
ξ
げ
㌧
》
薄
目
は
生
残
年
は
不
明
だ
が
、
　
カ
リ

フ
ー
マ
ソ
ス
ー
ル
（
在
位
七
五
四
－
七
七
五
年
）
時
代
に
フ
ス
タ
ー
ト
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
く

壬
ス
ク
の
導
師
を
し
た
人
物
。
掴
ρ
層
≦
ρ
σ
・
ω
貰
ρ
砧
骨
の
残
年
は
一
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初期イスラーム時代のエジプトにおける土地所有について（森本）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

五
八
年
遅
、
有
名
な
法
理
論
家
。
目
げ
月
華
跨
ぴ
は
有
名
な
学
者
で
伝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

承
家
、
生
残
年
は
一
二
五
…
一
九
七
年
で
あ
る
。
こ
の
伝
承
系
譜
に

は
さ
ほ
ど
問
題
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
伝
承
に
も
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ウ
マ
ル
一
世
が
創
設
し

た
デ
ィ
ー
ワ
ー
ソ
制
度
の
主
旨
か
ら
い
っ
て
も
、
ア
ラ
ブ
の
農
地
へ

の
定
着
化
の
禁
止
は
当
然
の
結
果
で
、
そ
れ
は
単
に
農
耕
の
禁
止
に

と
ど
ま
ら
ず
、
小
作
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
農
地
所
有
の
禁
止

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

を
も
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
さ
き
に
掲
げ
た
第
四
の
事
項

に
ま
っ
た
く
一
致
す
る
。
し
か
も
こ
の
禁
止
は
、
他
の
地
域
で
は
か

な
り
早
く
か
ら
破
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
エ
ジ
プ
ト
で
は
割
合
忠

実
に
守
ら
れ
た
ら
し
く
、
こ
の
こ
と
は
あ
と
で
述
べ
る
パ
ピ
ル
ス
文

書
な
ど
に
よ
っ
て
も
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
ア
ラ
ブ
に
よ
る
土
地
所
有
の
問
題
と
も
関
連
す
る
第
五

の
サ
ワ
ー
フ
ィ
ー
の
形
成
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
　
こ
の
点
U
陰
ρ

∪
①
旨
①
ヰ
は
、
ビ
ザ
ソ
ツ
時
代
の
帝
領
地
や
税
吏
不
入
の
私
領
地
は
、

ウ
マ
ル
一
世
が
イ
ラ
ー
ク
に
つ
い
て
行
な
っ
た
と
同
じ
よ
う
に
没
収

さ
れ
、
の
ち
封
土
は
こ
の
土
地
か
ら
与
え
ら
れ
た
、
と
述
べ
て
い
る

（
七
三
頁
）
。
し
か
し
彼
は
こ
れ
に
つ
い
て
な
ん
ら
の
根
拠
も
示
し
て
お

ら
ず
、
た
だ
ρ
口
璽
切
。
鼻
茸
の
行
な
っ
た
類
推
を
そ
の
ま
ま
錯
襲

珍
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
実
は
史
書
に
よ
る
か
ぎ
り
、
こ
れ
ら
の
土

　
地
を
没
収
し
て
サ
ワ
ー
フ
ィ
ー
と
し
た
と
い
う
資
料
は
見
当
ら
な
い

　
　
　
　
⑭

　
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
前
代
の
帝
領
地
や
貴
族
の
私
領
地
は
ど

　
う
な
っ
た
か
、
と
い
う
疑
問
が
起
こ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
の

　
面
か
ら
の
考
察
を
要
す
る
。

　
　
ム
ス
リ
ム
史
料
で
は
、
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
サ
ワ
ー
7
イ
ー
形
成

　
の
事
実
は
見
当
ら
な
い
が
、
カ
リ
フ
が
功
臣
に
土
地
を
《
イ
ク
タ
ー

　
し
た
p
ρ
冨
ゴ
》
と
い
う
記
事
は
き
わ
め
て
わ
ず
か
な
が
ら
存
在
す
る
。

　
た
と
え
ば
、
ウ
マ
ル
一
世
は
H
σ
口
ω
伊
昌
創
巴
と
い
う
老
に
一
〇
〇
〇

　
フ
ェ
ッ
ダ
ー
ソ
の
土
地
を
イ
ク
タ
ー
し
、
ウ
マ
ル
一
世
と
し
て
は
、

　
こ
の
H
σ
P
G
Q
ρ
⇔
α
巴
以
外
の
誰
に
も
、
エ
ジ
プ
ト
の
土
地
を
イ
ク
タ

　
一
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
土
地
は
、
　
の
ち
H
げ
昌

　
ω
窪
α
鉱
の
相
続
人
た
ち
か
ら
総
督
．
》
げ
α
巴
㌧
諺
§
N
ぴ
。
鼠
胃
芝
箇
臥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
（
在
位
六
八
五
1
七
〇
五
年
）
の
息
子
の
ρ
ブ
雰
σ
轟
が
買
っ
た
と
い
う
。

　
し
か
も
こ
の
こ
と
を
伝
え
て
い
る
イ
ブ
ソ
朋
ア
ブ
ド
ゥ
ル
翻
バ
カ
ム

　
は
「
エ
ジ
プ
ト
に
は
こ
れ
よ
り
古
く
、
ま
た
き
わ
だ
っ
た
ρ
ρ
篭
ρ
は

　
な
い
」
と
い
う
重
要
な
言
葉
を
つ
け
加
え
て
い
る
（
綴
ρ
冨
ヨ
お
ご
。
h
・

　
輯
凶
冨
暦
H
魑
り
①
）
。

　
　
ま
た
総
督
．
d
ρ
げ
ρ
ぴ
■
．
〉
導
導
（
在
位
六
六
五
一
六
六
七
年
）
が
ム

49　（49）



ア
ー
ウ
ィ
や
一
世
に
約
五
六
フ
ェ
ッ
ダ
ー
ソ
相
当
の
土
地
の
譲
渡
を

求
め
た
と
こ
ろ
、
カ
リ
フ
は
こ
れ
を
許
し
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

（
朝
ゆ
冨
ヨ
。
。
？
。
。
ρ
。
囲
・
偲
冨
二
刀
卜
。
o
。
。
b
逡
）
。
　
も
っ
と
も
、
　
こ
こ
で
い
う

「
譲
渡
」
に
は
ρ
ρ
q
ρ
の
派
生
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
　
い
ず

れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
に
土
地
の
一
部
を
譲
渡
す
る
と
い
う
の
は
、

エ
ジ
プ
ト
の
場
合
き
わ
め
て
特
殊
な
例
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
や
は
り

イ
ブ
ソ
阻
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ー
－
バ
カ
ム
に
は
次
の
よ
う
な
話
も
伝
わ
っ
て

い
る
。

　
　
ム
ア
…
ウ
ィ
や
一
世
が
〔
息
子
の
〕
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
畷
ρ
臥
鳥
（
の
ち
の
ウ

　
　
マ
イ
や
朝
第
二
代
カ
リ
フ
）
に
即
甲
司
毛
蚕
日
の
村
々
の
う
ち
の
｛
村
を

　
　
譲
渡
し
た
（
8
冨
．
ρ
）
と
こ
ろ
、
人
々
は
こ
れ
を
重
く
み
て
論
議
し
た
。

　
　
こ
の
こ
と
が
ム
ア
ー
ウ
ィ
ヤ
の
耳
に
入
る
と
、
彼
は
人
々
の
言
葉
に
嫌

　
　
気
を
さ
し
て
、
こ
の
村
を
巴
－
σ
鷲
卿
ひ
謡
に
戻
し
、
ム
ス
リ
ム
〔
全
体
〕

　
　
に
属
す
る
も
の
の
ご
と
く
に
し
た
（
頃
餌
一
内
ρ
5
口
　
H
O
H
）
。

《
巴
む
舘
轟
に
戻
す
》
と
い
う
の
は
、
の
ち
に
「
ハ
ラ
ー
ジ
ュ
地
」

と
い
う
概
念
が
で
き
る
が
、
そ
の
ハ
ラ
ー
ジ
ュ
地
に
組
み
入
，
れ
ら
れ

た
と
い
う
こ
と
で
、
ム
ス
リ
ム
全
体
、
す
な
わ
ち
国
家
の
所
有
に
返

さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
フ
ァ
イ
ユ
ー
ム
地
方
は
、
エ
ジ
プ
ト
で
は
も

っ
と
も
早
く
征
服
さ
れ
た
地
域
で
、
ム
ア
ー
ウ
ィ
や
一
世
が
譲
渡
し

よ
う
と
し
た
土
地
は
、
も
と
も
と
カ
リ
フ
の
自
由
に
で
き
な
い
ア
ラ

ブ
ー
ム
ス
リ
ム
の
た
め
の
国
有
地
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
事
例
か
ら
し
て
も
、
エ
ジ
プ
ト
で
は
農
地
の
カ
テ
ィ
ー

ア
ー
都
市
に
お
け
る
居
住
区
と
し
て
の
カ
テ
ィ
ー
ア
は
多
く
存
在

す
る
一
は
き
わ
め
て
ま
れ
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
し
た

．
が
っ
て
、
原
住
民
か
ら
の
購
買
に
よ
る
に
し
ろ
、
カ
テ
ィ
ー
ア
に
よ

る
に
し
ろ
、
土
地
所
有
者
と
し
て
の
ア
ラ
ブ
の
存
在
は
、
無
視
し
て

差
し
つ
か
え
な
い
。
す
る
と
、
少
な
く
と
も
ム
ス
リ
ム
史
料
に
よ
る

か
ぎ
り
、
エ
ジ
プ
ト
の
土
地
の
ほ
と
ん
ど
全
土
は
、
さ
き
ほ
ど
の
第

二
点
の
通
り
に
、
原
住
民
に
そ
の
ま
ま
保
有
す
る
こ
と
を
許
し
、
ア

ラ
ブ
政
府
は
彼
ら
か
ら
租
税
を
徴
収
す
る
こ
と
で
満
足
し
た
こ
と
に

な
る
。

二

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
原
住
民
に
そ
の
ま
ま
保
有
す
る
こ
と
を
認
め
た

土
地
と
い
う
の
は
、
い
か
な
る
形
態
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
た
で
あ

ろ
う
か
。
次
に
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。
幸
い
こ
の
点
に
つ
い

て
き
わ
め
て
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
伝
承
が
イ
ブ
ソ
ー
ア
ブ

ド
ゥ
ル
“
バ
カ
ム
に
記
載
さ
れ
て
い
る
（
綴
巴
幽
p
ヨ
戸
総
占
曾
9
¢
鐸
騨
廿

．
H
渇
刈
）
。
そ
れ
は
征
服
事
業
が
一
段
落
し
た
と
き
、
総
督
の
ア
ム
ル
は
、
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コ
プ
ト
人
た
ち
が
ビ
ザ
ソ
ツ
の
徴
税
方
式
に
し
た
が
っ
て
自
主
的
に

徴
収
す
る
こ
と
を
認
め
た
と
し
て
、
そ
の
徴
税
法
を
説
明
し
て
お
り
、

征
服
期
の
税
制
を
知
る
う
え
で
貴
重
な
資
料
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
伝
承
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
す
で
に
詳
し
く
紹
介
し
た
こ
と
が

　
　
　
⑰

あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
土
地
所
有
に
関
連
す
る
部
分
の
み
を
概
略
的

に
記
す
こ
と
に
す
る
。

ω
　
各
村
の
負
損
す
べ
き
納
税
額
に
つ
い
て
、
村
長
・
書
記
・
村
民
代
表

　
者
か
ら
な
る
村
会
議
と
、
村
の
上
級
官
庁
で
あ
る
県
の
担
当
者
と
諸
村

　
の
代
表
者
と
か
ら
な
る
合
同
会
議
と
に
よ
っ
て
、
各
村
の
割
当
額
が
決

　
ま
る
と
、
村
当
局
は
こ
の
割
当
額
と
、
村
民
お
よ
び
耕
地
に
現
金
税
と

　
し
て
法
的
に
課
せ
ら
れ
る
村
の
税
額
と
が
一
致
す
る
よ
う
調
整
し
、
こ

　
の
額
を
細
分
し
て
、
各
村
民
に
負
担
さ
せ
る
。

②
　
た
だ
し
土
地
の
う
ち
、
教
会
・
公
衆
浴
場
・
舟
の
費
用
に
充
て
ら
れ

　
て
い
る
土
地
は
、
非
課
税
地
と
し
て
除
外
し
、
そ
の
地
積
数
（
単
位

　
貯
＆
壁
）
を
総
面
積
数
よ
り
差
し
引
く
。
ま
た
ム
ス
リ
ム
軍
の
款
待
・

　
政
府
役
人
の
滞
在
費
の
た
め
の
土
地
も
そ
の
面
積
を
差
し
引
く
。

③
　
村
内
の
非
農
民
に
そ
れ
ぞ
れ
の
負
担
能
力
に
応
じ
て
割
り
当
て
た
の

　
ち
、
残
額
の
現
金
税
を
地
積
数
に
応
じ
て
畏
民
に
割
り
当
て
る
。
た
だ

　
し
割
当
は
耕
作
能
力
に
応
じ
て
耕
作
希
望
老
に
対
し
て
行
な
わ
れ
る
。

ω
　
耕
作
す
る
能
力
の
な
い
者
の
土
地
は
、
そ
の
人
に
代
わ
っ
て
、
そ
の

　
割
当
税
額
を
負
担
す
る
能
力
が
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
割
当
の
増
加
を

希
望
す
る
者
に
割
り
当
て
る
、
も
し
苦
情
が
出
れ
ば
、
そ
の
希
望
者
の

人
数
に
応
じ
て
割
り
当
て
る
。
そ
の
方
法
は
、
　
一
デ
ィ
ナ
ー
ル
ニ
四

ゆ
躍
鐸
の
割
り
で
土
地
を
分
割
し
、
税
額
を
割
り
当
て
る
。

　
こ
の
伝
承
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
土
地
の
所
有
に
つ
い
て
二
つ
の

解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
第
一
は
、
土
地
は
村
落
共
同

体
の
共
有
地
で
あ
り
、
そ
の
内
部
は
農
民
が
占
有
権
を
持
っ
て
い
る

土
地
と
、
教
会
や
公
衆
浴
場
・
政
府
役
人
の
接
待
費
等
、
い
わ
ば
公

費
を
捻
出
す
る
た
め
の
公
有
地
と
に
分
け
ら
れ
る
、
と
す
る
場
合
で

あ
る
。
村
落
共
同
体
の
共
有
地
と
い
う
概
念
が
出
て
く
る
の
は
、
単

に
村
落
共
同
体
の
存
在
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
納
税
責
任

を
共
同
体
が
全
体
と
し
て
負
う
と
い
う
点
か
ら
出
て
く
る
。
し
た
が

っ
て
自
己
の
占
有
地
を
耕
作
す
る
能
力
が
な
く
、
割
当
税
額
を
負
担

で
き
な
い
農
民
は
、
共
同
体
か
ら
占
有
権
を
奪
わ
れ
、
他
の
希
望
者

に
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
第
二
の
解
釈
は
、
教
会
・
公
衆
浴
場
等
の
た
め
の
公
有
地
、
も
し

く
は
村
有
地
を
除
い
て
、
土
地
の
大
部
分
は
農
民
の
保
有
地
で
あ
る

と
す
る
場
合
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
当
然
農
民
に
よ
る
保
有
地
面
積
の

違
い
が
存
在
す
る
。
土
地
を
保
有
し
て
い
て
も
、
こ
れ
を
耕
作
し
、

そ
の
税
を
負
担
す
る
能
力
の
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
村
落
共
同
体
が
、
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同
時
に
納
税
共
同
体
と
し
て
、
行
政
上
の
責
任
に
お
い
て
そ
の
老
の

土
地
の
耕
作
権
を
他
の
希
望
者
に
割
り
当
て
管
理
す
る
。
こ
の
二
つ

の
解
釈
の
う
ち
、
．
い
ず
れ
が
よ
り
妥
当
で
あ
る
か
は
、
こ
の
資
料
で

は
、
農
民
の
占
有
も
し
く
は
耕
作
権
の
世
襲
の
問
題
が
明
ら
か
で
な

い
の
で
、
判
定
で
き
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、
村
落
共
同

体
と
い
う
枠
組
が
、
農
民
に
と
っ
て
か
な
り
支
配
的
で
あ
っ
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
当
面
の
土
地
所
有
問
題
に
限
ら
ず
、
他
の
分
野
に
つ

い
て
も
、
ム
ス
リ
ム
史
料
の
不
足
を
補
う
一
連
の
資
料
が
存
在
す
る
。

エ
ジ
プ
ト
で
大
量
に
発
見
さ
れ
た
パ
ピ
ル
ス
文
書
が
そ
れ
で
、
と
り

わ
け
、
現
在
の
ア
ッ
ス
ユ
ー
ト
の
南
に
あ
っ
た
ア
フ
ロ
デ
ィ
ト
》
マ

鐸
。
α
詳
○
（
丙
α
ヨ
譲
ρ
p
≦
）
か
ら
の
文
書
は
我
々
に
鮮
明
な
イ
メ
ー
ジ

を
与
え
る
。
こ
の
ア
フ
ロ
デ
ィ
ト
文
書
の
大
半
は
、
時
代
的
に
は
や

や
下
っ
て
ウ
マ
イ
や
朝
中
期
に
属
し
、
言
語
の
上
で
は
ギ
リ
シ
ア
語
、

ア
ラ
ビ
ア
語
、
コ
プ
ト
語
の
各
文
書
が
あ
る
が
、
数
量
的
に
は
ギ
リ

シ
ア
語
文
書
が
圧
倒
的
に
多
い
。
い
ま
我
女
が
取
り
あ
げ
て
い
る
村

落
共
同
体
内
の
土
地
保
有
関
係
で
は
、
し
蒜
、
ミ
叡
n
と
呼
ば
れ
る
村

の
現
金
税
割
当
査
定
簿
が
も
っ
と
も
参
考
に
な
る
。
第
－
表
と
第
H

表
は
そ
の
サ
ン
プ
ル
と
し
て
選
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
帳
簿
は
最

小
の
町
税
区
を
形
成
す
る
村
落
8
e
烹
ミ
ご
と
に
、
村
長
需
《
ミ

や
村
の
有
力
者
塁
ミ
頴
§
℃
た
ち
が
合
議
で
選
出
し
た
｝
名
な
い

し
数
名
の
査
定
人
戸
ミ
款
さ
需
き
。
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
（
。
h
・
勺
・

冒
・
色
』
。
同
・
。
㎝
①
）
。
そ
し
て
冒
頭
に
は
こ
の
査
定
人
の
名
前
が
記
さ
れ

る
。
査
定
人
は
全
納
税
者
の
名
前
を
記
載
し
、
富
裕
度
に
順
じ
て
各

税
種
ご
と
に
割
り
当
て
る
わ
け
で
あ
る
。

　
第
－
表
・
第
豆
表
と
も
こ
の
割
当
査
定
簿
の
原
文
よ
り
や
や
簡
略

に
し
、
し
か
も
当
面
必
要
な
前
半
部
分
の
み
表
記
し
た
。
第
－
表

（
℃
■
H
、
O
昌
畠
■
冨
。
　
国
劇
㈹
O
層
　
卜
　
H
l
り
0
0
）
は
ア
フ
ロ
デ
ィ
ト
市
の
東
方
に
あ
っ
て
、

市
の
い
わ
ば
衛
星
を
な
す
「
第
五
区
」
自
首
難
論
の
勲
＆
8
と
呼
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

れ
る
小
村
の
も
の
で
、
そ
の
年
度
は
第
三
言
象
。
怠
8
年
（
七
〇
四
／

〇
五
年
ー
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
八
五
／
八
六
年
）
、
帳
簿
の
作
成
さ
れ
た
日
付
は

第
五
貯
象
。
誌
。
⇒
年
℃
p
《
当
月
二
四
日
（
七
〇
六
年
六
月
一
八
日
1
ー
ヒ

ジ
ュ
ラ
暦
八
七
年
㌶
賢
σ
月
一
日
）
で
あ
る
。
第
五
表
（
勺
・
冒
巳
』
。

同
§
）
は
ア
フ
ロ
デ
ィ
ト
市
の
西
方
に
あ
る
「
第
三
区
」
『
、
鶏
n
二
二

勲
章
8
小
村
の
も
の
で
、
そ
の
年
度
は
第
一
＝
昌
象
。
試
。
5
年
（
七
〇

三
／
〇
四
年
ー
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
八
四
／
八
五
年
）
、
帳
簿
作
成
日
付
は
第
三

貯
巳
。
註
O
⇔
年
℃
げ
騨
日
魯
○
昏
月
三
日
（
七
〇
五
年
二
月
二
七
日
ー
ヒ
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

エ
ラ
麻
搬
入
六
年
噸
欝
｛
ρ
属
門
月
二
七
日
V
　
で
・
あ
〃
勾
。
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第
－
表
・
下
山
表
と
も
書
式
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
第
一
欄
は
納

税
者
名
で
、
第
二
欄
の
地
所
名
と
い
う
の
は
、
各
納
税
者
が
所
有
し

て
い
る
土
地
の
所
在
場
所
を
示
し
て
お
り
、
納
税
者
に
よ
っ
て
は
そ

れ
が
一
ヵ
所
だ
け
で
あ
っ
た
り
、
数
ヵ
所
に
及
ん
で
い
た
り
す
る
。

こ
れ
ら
の
土
地
は
さ
き
り
ま
た
は
§
勲
電
（
鳳
①
o
①
o
』
野
巳
）
と

呼
ば
れ
る
。
二
重
罫
線
の
右
欄
は
、
各
納
税
者
の
所
有
地
に
か
か
る

土
地
税
と
納
税
老
本
人
に
か
か
る
人
頭
税
、
そ
れ
に
第
豆
表
で
あ
れ

ば
付
加
税
と
し
て
の
官
吏
維
持
費
が
そ
れ
ぞ
れ
記
さ
れ
、
次
に
そ
れ

ら
の
合
計
が
現
金
税
と
し
て
記
入
さ
れ
る
。
単
位
は
ω
○
一
気
霧
（
金

貨
）
で
あ
る
。
最
後
の
欄
は
所
有
地
に
か
か
る
現
物
の
穀
物
租
（
小

麦
）
が
鴛
9
σ
9
の
単
位
で
記
さ
れ
て
い
る
。
複
数
の
地
所
を
所
有

し
て
い
る
者
の
場
合
に
は
、
各
地
所
ご
と
の
土
地
税
と
穀
物
租
が
内

訳
と
し
て
記
入
さ
れ
る
。
二
重
罫
線
の
左
欄
の
数
字
が
そ
れ
で
あ
る
。

い
ま
こ
こ
で
、
　
《
こ
れ
ら
の
地
所
を
所
有
し
て
い
る
》
と
述
べ
た
が
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
が
こ
の
割
当
査
定
簿
に
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
た
だ
別
の
文
書
（
℃
噛
い
。
邑
．
”
。
ド
ω
ω
。
。
し
G
。
ω
り
）
に
、
こ
の
割
当
査

定
簿
の
も
と
に
な
る
村
落
登
録
簿
哲
良
誌
慧
良
§
℃
の
作
成
に
関
連

し
、
そ
の
記
載
事
項
の
一
つ
と
し
て
、
　
「
各
人
が
土
地
に
お
い
て
所

有
し
て
い
る
も
の
」
と
い
う
の
が
指
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
で
土
地

が
、
一
般
的
に
農
民
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の

で
あ
る
。
な
お
こ
れ
ら
の
地
所
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
第
五
区
の
最

初
の
し
d
①
巨
ハ
碧
と
い
う
の
は
、
自
9
霧
諺
℃
9
δ
ω
が
そ
の
す
べ
て

を
所
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
一
部
だ
け
で
、
他
に
切
。
一
Φ
障
窪

の
別
の
一
部
を
所
有
し
て
い
る
老
も
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
さ
て
、
第
－
表
の
第
五
区
で
は
、
列
記
さ
れ
て
い
る
納
税
者
の
う

ち
誰
が
村
長
で
あ
る
の
か
、
明
確
で
は
な
い
が
、
愚
筆
表
の
第
三
区

で
は
、
コ
プ
ト
語
を
含
む
他
の
文
書
（
d
‘
　
旧
U
O
昌
α
．
　
昌
。
　
同
A
㊤
膳
噛
　
H
ゆ
臨
月
噛
　
　
ゆ
守
り
）

に
よ
っ
て
、
二
番
目
の
諺
℃
ρ
閑
胃
。
。
。
ω
曽
ヨ
煽
紐
が
村
長
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
同
じ
く
他
の
文
書
に
よ
っ
て
、
第
－
表
8
1
頁
の

下
か
ら
二
入
目
℃
≦
9
Φ
。
・
げ
O
ρ
日
巳
（
勺
・
零
巳
』
。
一
㎝
・
。
一
L
績
・
。
）
、
同
学

82
ﾅ
の
下
か
ら
十
人
目
の
℃
ω
ρ
。
げ
。
℃
鉢
負
ヨ
簿
甑
。
。
。
（
℃
・
い
。
・
伽
』
。

§
・
。
）
は
村
の
有
力
者
ま
た
は
村
吏
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
れ

ら
の
人
物
は
所
有
し
て
い
る
地
所
数
も
、
そ
こ
に
課
せ
ら
れ
て
い
る

土
地
税
も
比
較
的
多
い
と
こ
ろ
が
ら
、
彼
ら
が
村
の
有
力
者
だ
っ
た

こ
と
は
十
分
に
う
な
ず
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
有
力
老
が

所
有
し
て
い
る
地
所
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
見
て
い
く
と
地
所
名

の
あ
と
に
人
物
名
が
記
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
第
一

表
の
霞
。
旨
。
国
歌
○
ω
○
白
δ
も
鐸
δ
ω
は
そ
う
し
た
地
所
を
多
く
所
有

53　（53）



か

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
人
物
が
何
ら
か
の
理
由
で
村
に
不
在
し

て
い
る
か
あ
る
い
は
彼
の
保
護
下
に
入
っ
た
た
め
に
、
そ
う
し
た
人

物
に
代
わ
っ
て
土
地
の
占
有
権
を
保
持
し
、
納
税
し
て
い
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
限
り
、
保
有
権
は
不
在
者
ま

た
は
被
護
者
の
た
め
に
保
留
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
年
月
が

経
つ
と
、
嶺
然
占
有
す
る
有
力
者
に
移
管
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
土
地
税
は
文
字
通
り
土
地
に
か
か
る
の
で
、
そ
の
保
有
者
は
老
若

男
女
に
か
か
わ
り
な
く
、
女
性
や
未
成
年
者
で
も
納
税
者
と
し
て
登

録
さ
れ
る
。
　
「
某
女
の
妻
」
と
あ
る
の
は
、
亡
夫
に
代
わ
っ
て
、
そ

の
妻
が
納
税
者
と
な
っ
た
場
合
で
あ
る
。
戸
主
が
死
ん
で
子
供
た
ち

が
共
同
で
農
地
を
相
続
し
た
場
合
は
、
そ
の
子
供
た
ち
全
体
で
納
税

責
任
を
負
う
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
兄
弟
の
う
ち
の
一
人
が
代
表
者
と

な
る
場
合
も
あ
る
。
例
と
し
て
あ
げ
た
第
－
表
・
第
H
表
で
は
見
え

な
い
が
、
割
当
査
定
簿
の
納
税
者
の
項
に
は
、
時
折
「
某
々
の
共
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

保
有
老
た
ち
」
曵
竜
ミ
ミ
§
℃
と
い
う
の
が
現
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、

彼
ら
が
い
ず
れ
も
人
頭
税
を
支
払
っ
て
い
な
い
点
か
ら
す
る
と
、
お

そ
ら
く
零
細
な
農
民
が
集
ま
っ
て
、
一
定
の
分
担
割
合
の
も
と
に
共

同
耕
作
し
、
そ
の
う
ち
の
一
人
が
納
税
代
表
者
に
な
っ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。
な
か
に
は
、
人
名
で
な
く
共
同
耕
作
し
て
い
る
地
所
の
名

称
で
登
記
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
（
挿
冒
巳
』
。
ド
爵
ρ
N
・
8
F
毬
伊

・。

�
?
）
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
共
同
保
有
者
は
村
の
農
民
全
体
か
ら
す

れ
ば
、
き
わ
め
て
わ
ず
か
し
か
い
な
い
。

　
農
民
の
保
有
地
の
世
襲
に
つ
い
て
は
、
年
代
の
異
な
る
割
当
査
定

簿
を
比
較
対
校
す
れ
ば
明
確
と
な
る
。
器
皿
表
が
そ
の
一
例
で
、
こ

れ
は
第
三
ぎ
黛
。
註
o
b
年
度
（
七
〇
四
／
〇
五
年
目
の
第
五
区
の
割
当

査
定
簿
で
あ
る
℃
・
い
。
昌
臼
⇒
。
置
b
。
O
と
第
一
一
ぎ
a
。
鉱
○
ロ
年

度
（
七
＝
一
／
一
三
年
）
の
同
じ
第
五
区
の
割
当
査
定
簿
で
あ
る
℃
●

U
9
益
・
嶺
。
H
合
腿
と
を
対
校
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
⇔
。
謀
漣

の
文
書
の
保
存
状
態
が
悪
い
の
で
、
両
文
書
の
納
税
者
名
と
地
所
名

の
確
認
で
き
る
も
の
の
み
列
記
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
七
〇
四
年

か
ら
七
一
二
年
の
八
年
閾
に
、
変
化
な
く
同
じ
人
物
が
同
じ
地
所
を

耕
や
し
て
い
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
世
代
が
変
わ
っ
た
場
合
も
あ
る
。

世
襲
の
ケ
ー
ス
と
し
て
は
、
妻
に
相
続
さ
れ
た
場
合
（
上
か
ら
一
人
目

と
下
か
ら
二
人
目
）
と
息
子
や
そ
の
兄
弟
た
ち
に
相
続
さ
れ
た
場
合

（
上
か
ら
四
人
目
）
、
あ
る
い
は
兄
か
ら
弟
に
相
続
さ
れ
た
場
合
（
下
か

ら
一
人
目
）
が
あ
る
。
ま
た
箆
皿
表
以
外
の
例
を
あ
げ
る
と
、
第
H
表

一
四
人
目
の
「
国
払
○
○
げ
靖
国
げ
の
妻
と
他
」
と
あ
る
の
は
、
戸
主
の

国
8
。
買
℃
嘗
σ
が
死
ん
で
、
そ
の
妻
と
子
供
た
ち
が
納
税
者
に
な
つ
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た
の
で
あ
る
が
、
℃
・
U
8
阜
昌
。
置
N
b
Ω
N
’
ω
刈
に
よ
る
と
、
四
年
後

に
は
戸
主
の
子
の
｝
○
げ
麟
謹
δ
の
と
｝
o
げ
が
納
税
者
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
す
れ
ば
、
農
民
の
保
有
地
世
襲
権
は
確
立
し
て

い
た
と
見
て
差
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
れ
ら
の
割
当
査
定
簿
で
は
農
民
の
保
有
す
る
土
地
が
一

体
ど
れ
ほ
ど
の
面
積
を
有
す
る
の
か
明
確
で
な
い
が
、
実
は
帳
簿
の

う
ち
に
は
面
積
数
を
記
載
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
第
W
表
は
そ
の

一
例
で
、
場
所
は
第
二
区
村
、
年
代
は
第
一
一
コ
象
。
怠
8
年
度
（
七

一
三
一
／
三
三
年
ー
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
＝
四
／
一
五
年
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
年
代
的
に
は
や
や
下
が
る
。
こ
の
税
務
簿
の
第
三
欄
左
側
の
単
位

鍵
。
霞
9
で
記
さ
れ
て
い
る
数
字
が
、
各
納
税
者
の
所
有
し
て
い
る

地
積
数
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
帳
簿
で
は
地
所
名
が
記
載
さ
れ
て

い
な
い
の
で
、
こ
分
ま
ま
で
は
比
較
に
な
ら
な
い
が
、
割
当
査
定
簿

の
な
か
に
、
第
W
表
に
現
わ
れ
る
納
税
者
と
同
一
の
人
物
が
い
な
い

か
ど
う
か
探
す
と
、
台
帳
番
号
B
の
目
げ
①
o
侮
○
臨
。
ω
℃
臣
δ
普
①
o
ω
が

℃
●
U
o
昌
α
．
昌
。
置
b
。
ρ
卜
卜
。
α
O
に
出
て
く
る
。
　
地
所
名
は
》
σ
σ
僧

℃
高
覧
貯
で
左
記
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

感
嘆
〉
畷
訟
館
遷
．
〕

両
者
の
あ
い
だ
に
は
、
土
地
税
と
穀
物
租
と
に
ご
く
わ
ず
か
の
変
化

が
認
め
ら
れ
る
だ
け
な
の
で
、
第
W
表
に
原
則
的
に
見
ら
れ
る
単
位

面
積
当
り
の
税
額
は
℃
．
巨
。
庭
竃
⇒
。
ぱ
b
。
O
の
割
当
査
定
簿
で
も
変

り
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
る
と
、
た
と
え
ば
土
地
五
一
ω
o
－

洋
ご
。
。
を
支
払
っ
て
い
る
納
税
者
は
ほ
ぼ
四
霧
。
口
舜
の
土
地
を
所

有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
農
民
の
保
有
面
積
は

そ
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な
い
。
村
落
共
同
体
内
の
農
民
は
村
長

や
一
部
の
有
力
者
を
除
け
ば
、
概
し
て
自
作
農
と
し
て
の
小
土
地
所

有
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
小
土
地
所
有
者
と
し
て
の
農
民
が
相
互
に
い
か
な
る
組

織
を
持
っ
て
い
た
か
を
知
る
に
は
、
第
一
五
紗
象
○
江
○
⇔
年
度
（
七

一
六
／
一
七
年
1
ー
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
九
七
／
九
八
年
）
　
の
ア
フ
ロ
デ
ィ
ト
全
県

の
納
税
簿
勺
・
ピ
。
匿
・
⇒
。
H
葭
⑩
が
参
考
に
な
る
。
こ
の
帳
簿
は

保
存
状
態
が
や
や
悪
い
が
、
干
魚
百
行
に
及
ぶ
長
大
な
も
の
で
、
第

V
表
は
そ
の
内
容
例
と
し
て
抜
甘
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
帳
簿
で

は
、
割
当
査
定
簿
の
場
合
と
異
な
り
、
納
税
者
名
の
あ
と
に
書
か
れ

て
い
る
地
所
名
は
、
す
べ
て
そ
の
納
税
者
の
保
有
地
で
あ
る
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
一
山
○
び
国
8
0
げ
の
場
合
、
土
地
は
そ

れ
ぞ
れ
右
の
欄
に
書
か
れ
て
い
る
人
物
の
保
有
地
で
あ
っ
て
、
し
た
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が
っ
て
税
も
保
有
者
自
身
が
支
払
う
。
要
す
る
に
農
民
た
ち
は
、
相

互
に
納
税
責
任
を
連
学
的
に
負
う
小
さ
な
グ
ル
ー
プ
を
構
成
し
て
お

り
、
幅
跳
。
げ
国
ロ
。
。
ザ
は
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
代
表
者
に
す
ぎ
な
い
。

ま
た
こ
う
し
た
納
税
代
表
者
は
第
V
表
の
後
半
の
℃
竜
⇔
暮
旺
。
ω
と

日
げ
Φ
o
や
ぼ
冨
の
場
合
の
よ
う
に
、
保
有
者
の
い
な
く
な
っ
た
土
地
を

も
管
理
す
る
義
務
を
負
わ
さ
れ
て
い
た
。

三

　
以
上
村
落
共
同
体
内
に
お
け
る
農
民
の
土
地
保
有
情
況
を
検
討
し

て
き
た
が
、
結
論
的
に
言
え
ば
、
少
な
く
と
も
征
服
期
か
ら
ウ
マ
イ

や
朝
中
期
ま
で
は
、
こ
の
よ
う
な
村
落
共
同
体
が
か
な
り
安
定
し
た

社
会
的
基
本
単
位
を
な
し
て
い
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ

と
も
、
イ
ブ
ソ
日
ア
ブ
ド
ゥ
ル
“
バ
カ
ム
に
伝
え
ら
れ
た
資
料
に
見

え
る
征
服
期
の
村
落
共
三
体
と
ウ
マ
イ
や
朝
中
期
の
村
落
共
同
体
と

が
ま
っ
た
く
岡
じ
構
造
を
有
し
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問

が
残
る
。
た
と
え
ば
、
イ
ブ
ソ
劉
ア
ブ
ド
ゥ
ル
釧
バ
カ
ム
に
見
え
て

い
た
村
の
公
有
地
、
す
な
わ
ち
利
益
を
教
会
・
政
府
役
人
接
待
費
等

の
公
費
に
充
て
る
土
地
の
存
在
、
あ
る
い
は
そ
の
共
同
耕
作
の
よ
う

な
例
は
、
ウ
マ
イ
や
朝
中
期
の
パ
ピ
ル
ス
文
書
で
は
見
当
ら
な
い
。

ま
た
征
服
期
に
お
け
る
村
落
内
で
の
共
同
体
的
規
制
、
そ
の
実
は
村

の
支
配
者
層
に
よ
る
強
制
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
規
制
も
ウ
マ
イ

や
朝
中
期
に
至
る
ま
で
か
な
り
．
の
変
容
を
蒙
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
総
督
ρ
貫
毒
σ
●
ω
霞
欝
（
在
位
七
〇
九
1
七
一
四

年
）
か
ら
ア
フ
ロ
デ
ィ
ト
県
の
長
官
切
9
ω
ま
。
ω
へ
の
書
簡
の
う
ち
に

は
、
村
民
に
対
す
る
村
長
の
圧
制
を
そ
の
村
民
が
総
督
に
訴
え
、
総
督

が
そ
の
事
件
を
究
明
す
る
よ
う
県
の
長
官
に
指
示
し
て
い
る
も
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

あ
る
（
℃
o
Q
園
昌
。
　
回
一
旧
℃
跨
司
μ
o
　
昏
σ
）
。
こ
れ
は
コ
プ
ト
農
民
が
や
は
り

コ
プ
ト
人
の
県
の
長
官
を
飛
び
越
え
て
、
直
接
ア
ラ
ブ
当
局
に
訴
願

で
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
村
当
局
の
宿
守
が
押
さ
え
ら
れ
た
こ
と
を
意

味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
訴
願
が
ど
こ
ま
で
制
度
化
さ
れ
て
い
た
か
は

不
明
で
あ
る
が
、
ア
ラ
ブ
当
局
に
よ
る
権
力
の
浸
透
の
一
端
と
し
て
、

従
来
の
コ
プ
ト
人
の
村
落
共
同
体
の
あ
り
方
に
何
ら
か
の
変
化
が
起

こ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
定
で
き
る
。

　
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
さ
き
の
割
当
査
定
簿
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
地
主
と
し
て
で
あ
れ
、
耕
作
者
と
し
て
で
あ
れ
、
村
落
に
は
ア

ラ
ブ
人
は
ま
っ
た
く
存
在
せ
ず
、
村
落
共
同
体
が
、
ウ
マ
イ
や
朝
中

期
に
お
い
て
も
な
お
コ
プ
ト
人
、
そ
れ
も
未
改
宗
の
キ
リ
ス
ト
教
徒

の
み
で
占
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
改
め
て
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な
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ら
な
い
。

　
エ
ジ
プ
ト
征
服
当
初
に
お
け
る
ア
ラ
ブ
中
央
政
府
の
統
治
方
針
、

す
な
わ
ち
、
土
地
は
原
住
農
民
に
そ
の
ま
ま
保
有
さ
せ
、
ア
ラ
ブ
に

は
征
服
軍
の
戦
士
と
し
て
、
原
住
民
か
ら
収
納
し
た
租
税
を
一
ρ
笹
、

（
現
金
給
与
）
と
ほ
N
ρ
（
現
物
給
与
）
の
形
で
与
え
る
と
い
う
原
則

は
、
少
く
と
も
ρ
舞
影
げ
9
ω
抱
扇
園
の
時
代
ま
で
は
一
貫
し
て
守
ら

れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
ま
た
．
ハ
ピ
ル
ス
文
書
に
よ
っ
て
証
明
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
総
督
ρ
霞
雷
か
ら
切
霧
導
。
ω
へ
画
せ
ら
れ
た
ギ

リ
シ
ア
語
と
ア
ラ
ビ
ア
藷
に
よ
る
納
税
督
促
状
や
納
税
命
令
書
に
は
、

現
金
道
警
醸
ρ
（
曾
葛
q
§
）
の
二
面
が
、
ア
ラ
ブ
軍
隊
碧
邑
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
⑫

る
ム
ハ
ー
ジ
ル
ー
ソ
（
ミ
e
ミ
§
へ
§
”
日
島
轟
マ
O
昌
の
鞭
虫
）
や
そ
の
家

族
の
．
ρ
翁
、
（
ハ
　
　
　
へ
℃
ミ
袋
）
の
た
め
で
あ
り
、
穀
物
租
仁
ρ
二
び
p
（
伽
＼
も
。
ミ
）

は
同
じ
く
彼
ら
の
下
民
ρ
（
魯
こ
へ
薮
三
H
尽
ρ
の
音
義
）
の
た
め
で
あ
る

こ
と
が
、
再
三
に
わ
た
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
湧
局
旨
。

ご
〉
℃
国
い
旨
。
置
。
。
…
》
諺
喝
p
。
目
O
…
男
。
巨
8
9
ロ
。
お
ω
伊
H
O
。
お
．
一
軍
8
H
ω
り
距

註
O
介
置
8
…
9
や
U
o
ロ
阜
昌
。
竃
ω
ω
噛
＝
し
。
僑
）
。

　
と
こ
ろ
で
エ
ジ
プ
ト
は
、
い
ま
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
農
民
に

よ
る
小
保
有
地
ば
か
り
で
占
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
ビ
ザ

ン
ツ
時
代
末
期
に
は
、
教
会
領
・
修
道
院
領
も
含
め
て
、
各
種
の
私
「

傾
地
が
存
在
し
て
い
た
が
、
被
征
服
民
の
側
か
ら
書
か
れ
た
文
献
と

し
て
貴
重
な
『
セ
ベ
ル
ス
の
教
会
史
』
に
よ
る
と
、
そ
う
し
た
前
代

の
教
会
領
や
修
道
院
領
は
、
ア
ラ
ブ
時
代
に
な
っ
て
も
そ
の
ま
ま
存

続
し
た
こ
と
が
わ
か
る
（
ω
P
毛
一
「
口
ω
層
　
勺
○
．
　
＜
．
　
①
隔
　
幽
Q
o
一
劇
り
層
　
α
一
・
　
α
Q
o
）
。
　
た
だ

修
道
院
領
は
と
も
か
く
、
教
会
領
は
ア
ラ
ブ
当
局
と
の
最
初
の
約
束

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
土
地
税
を
徴
収
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
教
会

領
や
修
道
院
領
の
存
在
は
パ
ピ
ル
ス
文
書
に
よ
っ
て
も
確
か
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
第
M
表
が
そ
れ
で
、
こ
れ
は
第
V
表
と
同
じ
第
一
五

言
象
。
鉱
。
昌
年
度
（
七
一
六
／
ヒ
ジ
・
ニ
フ
暦
九
八
年
）
の
納
税
簿
勺
．
ぴ
。
昌
α
●

昌
。
H
無
①
か
ら
の
抜
葦
で
あ
る
。
こ
の
納
税
簿
は
納
税
老
名
が
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
教
会
伽
、
駐
や

心
ミ
袋
は
そ
の
語
頭
の
①
彫
二
8
の
項
に
列
記
さ
れ
て
い
る
。
教
会

所
有
地
の
地
所
名
は
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と

が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
の
教
会
の
司
祭
も
し
く
は
執
事
が
責

任
者
と
な
っ
て
税
を
納
め
る
。
ま
た
地
所
が
い
く
つ
か
に
分
か
れ
て

い
る
教
会
で
は
、
司
祭
そ
の
他
陶
そ
の
保
有
権
を
持
つ
者
が
い
た
。

た
と
え
ば
聖
一
〇
｝
零
歳
お
ω
教
会
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。

　
第
W
表
の
下
の
二
つ
は
修
道
院
で
、
　
や
は
り
修
道
院
装
ミ
良
暑
§

も
へ
建
の
ヨ
旨
の
項
に
列
記
さ
れ
て
い
る
。
修
道
院
は
税
法
上
二
つ
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の
種
類
に
分
け
ら
れ
、
教
会
と
同
じ
よ
う
に
正
規
の
税
を
納
め
る
も

の
と
、
免
税
さ
れ
て
い
る
も
の
と
が
あ
っ
た
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
分

類
さ
れ
て
い
る
の
か
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
数
の
上
で
は
正
規
税
を

免
除
さ
れ
て
い
る
修
道
院
の
方
が
は
る
か
に
多
い
。
次
の
第
二
表
は

免
除
さ
れ
で
い
る
方
の
リ
ス
ト
で
、
や
は
り
同
じ
納
税
簿
か
ら
の
抜

葦
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
こ
ろ
、
ウ
マ
イ
や
朝
中
期
ご
ろ
よ
り
、

ア
ラ
ブ
当
局
に
よ
る
税
務
行
政
の
強
化
が
次
第
に
進
行
し
、
こ
れ
ま

で
免
税
特
権
を
得
て
い
た
修
道
院
で
も
、
納
税
義
務
を
負
わ
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
歴
史
的
に
は
こ
の
あ
と
す
ぐ
に
ウ
マ
ル
ニ
世
に
よ

っ
て
、
教
会
領
・
修
道
院
領
の
土
地
税
免
除
の
勅
令
が
出
さ
れ
た
が
、

二
年
後
カ
リ
フ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
ニ
世
（
在
位
七
二
〇
…
七
二
四
年
）
は
ウ

マ
ル
の
勅
令
を
廃
止
し
て
い
る
（
o
ワ
烈
日
く
一
同
口
ω
”
　
℃
○
℃
　
～
」
　
刈
一
1
“
悼
）
。

　
こ
の
第
W
表
を
見
る
と
、
修
道
院
領
は
き
わ
め
て
特
殊
な
所
有
関

係
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
最
初
の
聖
蜜
鴛
貯
修
道
院
で
は
、

七
ヵ
所
の
地
所
を
所
有
し
、
そ
の
う
ち
の
℃
β
げ
℃
島
9
の
二
分
の

一
は
修
道
院
長
田
β
ω
が
責
任
者
と
な
っ
て
耕
作
・
納
税
し
、
そ
の

地
所
の
残
り
の
二
分
の
一
は
、
二
人
の
一
般
人
が
そ
れ
ぞ
れ
全
体
の

四
分
の
一
ず
つ
を
小
作
・
納
税
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
洗
張
屋
や
建
築
屋
、
金
物
屋
が
何
を
意
味
す

る
か
明
確
で
な
い
。
修
道
院
長
と
し
て
は
他
に
剛
Φ
δ
○
ざ
と
い
う
地

所
も
保
有
し
て
い
る
。
納
税
者
が
空
欄
の
場
合
は
、
恐
ら
く
修
道
院

自
体
が
、
要
す
る
に
修
道
僧
た
ち
が
共
岡
で
耕
作
・
納
税
す
る
の
で

あ
ろ
う
。
あ
と
の
男
ω
鈴
℃
げ
巴
器
ω
ゲ
○
○
ρ
男
同
⑩
巳
3
ω
は
そ
れ
ぞ
れ

一
般
人
が
、
修
道
院
と
の
小
作
契
約
に
よ
っ
て
保
有
し
て
い
る
土
地

と
思
わ
れ
る
。
正
規
税
が
免
税
で
あ
っ
た
の
は
、
収
益
が
修
道
院
の

維
持
に
充
て
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
修
道
院
の
土
地
が
、

修
道
院
自
体
の
保
有
す
る
土
地
と
、
一
般
人
と
の
何
ら
か
の
契
約
に

よ
る
借
地
と
に
分
か
れ
て
い
た
こ
と
は
、
三
番
目
の
日
鴛
8
修
道

院
の
場
合
に
一
蓋
明
ら
か
と
な
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
修
道
院
で
は
所

有
地
は
一
般
人
の
入
植
に
よ
る
永
代
借
地
契
約
①
8
娼
ξ
審
盛
δ
の

土
地
と
、
修
道
院
長
が
責
任
者
と
な
っ
て
管
理
す
る
土
地
と
か
ら
な

っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
次
に
征
服
の
さ
い
、
地
主
が
逃
亡
、
も
し
く
は
死
亡
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
無
主
地
と
な
っ
た
土
地
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

ヨ
ハ
ネ
ス
の
年
代
記
に
よ
る
と
、
征
服
戦
争
の
あ
い
だ
に
多
く
の
高

官
た
ち
が
逃
亡
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
（
匂
。
ぎ
同
。
。
㌣
。
。
b
っ
L
。
。
膳
）
、

当
然
彼
ら
の
土
地
も
放
棄
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
無
主
地
と
な

っ
た
理
由
は
明
確
で
な
い
が
、
伺
じ
く
第
一
五
言
詮
。
訟
8
年
度
の
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初期イスラーム時代のエジプトにおける土地所有について（森本）

納
税
簿
℃
・
ピ
。
ロ
9
麟
。
ド
a
㊤
に
「
無
主
地
ρ
α
①
。
。
℃
9
二
野
①
ヨ
霧
騨
」

と
い
う
項
目
が
あ
る
。
第
二
表
は
そ
の
一
部
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
の
表
か
ら
す
れ
ば
、
無
主
地
は
恐
ら
く
国
家
に
没
収
さ
れ
て

国
有
地
、
す
な
わ
ち
イ
ス
ラ
ー
ム
共
同
体
全
体
の
土
地
と
な
り
、
そ

れ
が
希
望
者
に
貸
借
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の

土
地
税
は
、
借
地
人
が
支
払
う
わ
け
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
ビ
ザ
ソ
ツ
時
代
に
多
く
い
た
大
土
地
所
有
者
の
私
領
地

は
、
村
落
共
同
体
の
土
地
が
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
保
有
を
認
め
ら
れ

た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
す
べ
て
無
主
地
ま
た
は
没
収
地
と
な
っ
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
上
エ
ジ
プ
ト
の
8
げ
①
び
鉱
α
州
の
州
知
事
や
中

エ
ジ
プ
ト
の
》
容
9
仙
富
州
の
州
知
事
、
あ
る
い
は
県
の
長
官
な
ど

の
高
官
の
地
位
が
、
ウ
マ
イ
や
朝
の
末
近
く
ま
で
ロ
；
マ
人
や
コ
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ト
人
に
与
え
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
彼
ら
の
私
領
地
も
恐
ら

く
そ
の
ま
ま
保
有
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
た
と
見
な
さ
れ
る
。

ア
フ
ロ
デ
ィ
ト
文
書
で
こ
の
こ
と
を
確
か
め
る
の
は
き
わ
め
て
困
難

で
あ
る
が
、
ア
フ
ロ
デ
ィ
ト
か
ら
ま
だ
南
の
、
現
在
の
エ
ド
ブ
か
ら
出

土
し
た
パ
ピ
ル
ス
文
書
で
は
、
大
土
地
所
有
者
と
し
て
の
轄
爵
。
鳶
ハ

の
言
葉
が
見
え
る
。
勺
O
》
》
⇔
。
『
①
の
文
書
が
そ
れ
で
、
こ
れ
は

各
納
税
者
の
入
頭
税
の
課
税
率
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
般
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

農
民
が
主
と
し
て
六
分
半
一
の
人
頭
率
を
登
録
さ
れ
て
い
る
の
に
、

大
地
主
の
G
Q
福
部
貯
げ
○
ω
〉
思
冨
8
び
三
〇
ω
と
そ
の
兄
弟
は
そ
れ
ぞ
れ
六

倍
の
一
に
登
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
℃
○
〉
〉
罷
。
戯
b
Q
に
よ
る
と
、

こ
の
地
方
、
　
す
な
わ
ち
｝
℃
9
δ
ロ
。
ω
≧
δ
県
の
長
官
℃
ρ
℃
霧
は

私
領
地
の
地
主
で
、
農
民
を
も
所
有
し
て
い
た
形
跡
が
あ
る
。
し
た

が
っ
て
少
な
く
と
も
上
エ
ジ
プ
ト
に
は
、
ま
だ
こ
う
し
た
大
土
地
所

有
者
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
ア
フ
ロ
デ
ィ
ト
文
書
で
も
、
　
ア
ラ
ビ
ア
語
の
私
領
地
仙
3
、
ゴ
に

相
当
す
る
ギ
リ
シ
ア
語
。
ξ
§
は
各
所
に
散
見
さ
れ
る
。
§
ミ
良
は

そ
の
ま
ま
ア
ラ
ビ
ア
語
の
≦
霧
蔓
ρ
（
複
数
形
効
≦
餌
忽
）
　
に
転
乱
さ

れ
て
、
セ
ベ
ル
ス
の
教
会
史
な
ど
で
は
、
教
会
領
を
示
す
意
味
で
用
い

ら
れ
て
い
る
。
ア
フ
ロ
デ
ィ
ト
文
書
で
も
っ
と
も
多
く
出
る
。
ミ
§

は
、
第
V
表
に
も
現
わ
れ
る
「
》
ぴ
σ
ρ
ω
負
暮
。
ω
の
私
領
地
」
で
、

こ
れ
は
名
前
か
ら
類
推
し
て
、
も
と
は
修
道
院
の
私
領
地
か
、
そ

れ
と
も
も
大
主
教
の
私
領
地
か
と
推
定
さ
れ
る
。
　
し
か
し
、
諺
σ
ぴ
㊤

ω
盲
動
。
ω
は
こ
の
℃
．
い
9
益
・
口
。
ド
蔭
ゆ
の
帳
簿
の
ど
こ
に
も
納
税

代
表
者
と
し
て
登
場
し
な
い
の
で
、
当
時
で
は
四
散
し
て
し
ま
っ
た

も
の
と
懸
わ
れ
る
。

　
ア
フ
ロ
デ
ィ
ト
文
書
で
、
高
官
の
大
土
地
所
有
に
近
い
毛
の
を
探
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す
と
す
れ
ば
、
県
の
官
吏
》
づ
時
①
霧
の
場
合
で
あ
ろ
う
。
彼
は
同

じ
く
第
一
五
置
象
○
ぼ
。
口
年
度
の
納
税
簿
に
た
び
た
び
登
場
し
（
第

芸
表
下
か
ら
三
行
目
参
照
）
、
各
地
に
土
地
を
保
有
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
こ
で
彼
に
関
連
す
る
部
分
の
み
を
綜
合
す
る
と
第
双
星

の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ほ
ど
の
人
物
で
あ
れ
ば
、
当
然
納
税
代
表
者

の
な
か
に
名
前
が
載
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
文
書
に
よ
る
限
り
見

当
た
ら
な
い
。
文
書
の
保
存
状
態
が
悪
い
点
も
考
慮
し
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
が
、
》
野
薄
①
霧
が
ア
フ
ロ
デ
ィ
ト
県
以
外
の
他
県
の
官
吏

で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
た
だ
し
、
彼
の
支
払
う
税
額
か
ら
す
れ
ば
、

諺
昌
α
お
霧
は
大
土
地
所
有
者
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
は
な
く
、
小
さ
な

土
地
を
各
地
に
保
有
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。

四

　
以
上
ウ
マ
イ
や
朝
中
期
ま
で
の
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
土
地
保
有
形

態
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
土
地
の
大
部
分
は
村
落
共
同
体
を
基
盤
に

置
く
コ
プ
ト
農
民
の
保
有
地
か
ら
な
り
、
こ
れ
以
外
に
は
教
会
領
や

修
道
院
領
、
そ
れ
に
わ
ず
か
な
私
領
地
が
ビ
ザ
ソ
ツ
時
代
か
ら
引
き

続
き
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
が
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
一
〇
〇
年
（
七
一
八
年
）
ウ
マ
ル
工
世
の
勅

令
以
後
、
ウ
マ
イ
や
朝
当
局
の
統
治
政
策
の
転
換
か
ら
、
従
来
の
土

地
保
有
形
態
も
、
ア
ッ
パ
、
ー
ス
朝
初
期
に
至
る
ま
で
に
大
き
く
変
容

を
蒙
む
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
ア
ラ
ブ
帝
国
の
持
つ
内
的
矛

盾
が
ウ
マ
イ
や
朝
中
期
に
至
っ
て
よ
う
や
く
表
面
化
し
、
ア
ラ
ブ
に

よ
る
異
民
族
支
配
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
統
治
原
理
を
そ
の
ま
ま
の

形
で
続
行
す
る
こ
と
が
、
も
は
や
不
可
能
と
な
っ
た
こ
と
に
端
を
発

し
て
い
る
。
こ
の
矛
盾
が
も
っ
と
も
尖
鋭
化
し
た
の
は
税
務
行
政
で
、

そ
れ
は
従
来
の
支
配
体
制
が
、
原
住
民
の
大
量
改
宗
や
イ
ス
ラ
ー
ム

教
徒
に
よ
る
土
地
購
買
を
何
ら
予
定
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
問
題
は
帝
国
全
般
に
起
こ
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
初

そ
の
解
決
策
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
の
総
督
の
手
腕
に
委
ね
ら
れ
て
い

た
た
め
に
、
混
乱
は
深
ま
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
ウ
マ
ル
ニ
世
は
こ

う
し
た
状
態
を
解
決
す
る
た
め
に
、
税
制
と
土
地
制
度
の
基
礎
と
な

る
新
し
い
概
念
、
す
な
わ
ち
、
征
服
地
は
神
が
ム
ス
リ
ム
全
体
、
言

い
か
え
れ
ば
国
家
に
与
え
た
戦
利
品
フ
’
，
イ
で
あ
る
と
い
う
理
論
を

　
　
　
⑳

導
入
し
た
。

　
も
っ
と
も
、
ウ
マ
ル
ニ
世
が
こ
の
理
論
を
も
と
に
打
ち
出
し
た
政

策
は
、
新
改
宗
者
か
ら
の
土
地
没
収
と
フ
ァ
イ
に
属
す
る
耕
地
の
売

買
の
禁
止
と
い
う
き
わ
め
て
観
念
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
完
全
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に
失
敗
に
終
り
、
次
の
カ
リ
フ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
ニ
世
は
こ
れ
を
廃
棄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

し
て
旧
に
復
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
ウ
マ
ル
工
事
の
フ
一
・
イ
理
論

そ
の
も
の
は
損
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
後
カ
リ
フ
ー
ヒ
シ
ャ
ー
ム

（
在
位
七
二
四
一
七
四
三
年
）
の
全
般
的
な
税
制
改
革
を
経
て
、
ア
ッ
パ

ー
ス
朝
初
期
に
国
家
的
土
地
所
有
の
理
論
と
な
っ
て
完
成
す
る
の
で

　
⑳

あ
る
。
そ
れ
は
、
地
主
と
し
て
の
国
家
に
対
し
て
、
小
作
料
に
当
た

る
租
税
を
支
払
い
さ
え
ず
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム

教
徒
に
よ
る
土
地
所
有
の
公
的
承
認
へ
の
道
を
開
く
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
問
の
推
移
は
、
実
際
の
税
務
行
政
の
う
え
で
も
、
程
度
の
差
こ

そ
あ
れ
全
国
的
規
模
で
進
行
し
て
お
り
、
エ
ジ
プ
ト
も
そ
の
例
外
で

は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
別
稿
で
論
じ
た
の
で
、

こ
こ
で
は
土
地
所
有
に
関
連
す
る
部
分
の
み
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
ウ
マ
イ
や
朝
中
期
か
ら
ア
ヅ
バ
ー
ス
朝
初
期
に
か
け
て
の
一
連
の

税
制
改
革
の
あ
い
だ
に
起
こ
っ
た
注
目
す
べ
き
事
柄
は
、
戸
口
や
地

積
な
ど
の
税
務
調
査
や
州
知
事
な
ど
の
地
方
高
官
の
ア
ラ
ブ
化
を
通

じ
て
の
、
ア
ラ
ブ
当
局
に
よ
る
権
力
の
内
的
浸
透
と
、
エ
ジ
プ
ト
農

村
地
帯
へ
の
ア
ラ
ブ
人
の
入
植
で
あ
る
。
と
り
わ
け
後
者
は
、
従
来

の
コ
プ
ト
村
落
共
同
体
を
基
盤
と
す
る
エ
ジ
プ
ト
の
農
村
社
会
を
根

底
か
ら
硬
さ
ぶ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ア
ラ
ブ
入
の
入
植
の
き
っ
か
耐

と
な
っ
た
の
は
、
カ
リ
フ
ー
ヒ
シ
ャ
ー
ム
の
指
令
を
受
け
て
、
エ
ジ

プ
ト
の
税
糊
改
革
に
精
力
的
に
当
た
っ
て
き
た
税
務
長
宮
．
ご
σ
麸
自

≧
冨
プ
σ
・
僧
7
楓
ρ
び
冨
び
に
よ
る
カ
イ
ス
ρ
越
。
。
族
の
招
致
で
あ

る
。
キ
ソ
デ
ィ
ー
や
イ
ブ
ン
聾
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ー
バ
カ
ム
に
よ
る
と
、

、
d
ぴ
ρ
旨
巴
里
げ
は
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
一
〇
九
年
（
七
二
七
年
）
、
カ
リ
フ
ー

ヒ
シ
ャ
ー
ム
に
進
言
し
、
カ
イ
ス
族
を
デ
ル
タ
地
帯
東
部
し
d
臨
び
曙
ω

付
近
に
入
植
さ
せ
、
彼
ら
の
ア
ラ
ブ
ー
ム
ス
リ
ム
と
し
て
の
登
録
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

エ
ジ
プ
ト
の
島
名
簿
に
振
り
替
え
た
。
そ
の
数
三
、
○
○
○
人
で
、

賭
㊤
撃
》
白
貫
鵠
勲
ぞ
鯛
虹
詳
の
巳
ρ
《
ヨ
の
各
支
族
か
ら
一
〇
〇
戸

ず
つ
、
計
四
〇
〇
戸
を
入
植
さ
せ
、
農
耕
を
命
じ
、
十
分
の
一
税

ゴ
警
と
し
て
の
郭
α
ρ
ρ
㊤
を
課
し
た
。
ま
た
彼
ら
は
こ
の
農
耕
の
ほ

か
、
穀
物
を
ρ
7
ρ
巳
N
B
（
ス
エ
ズ
）
に
輸
送
す
る
仕
事
を
し
て
非

常
な
利
益
を
得
た
。
カ
イ
ス
族
は
そ
の
後
新
た
な
入
植
も
加
え
て
増

加
を
続
け
、
や
が
て
ヒ
シ
ャ
ー
ム
が
死
ん
だ
と
き
（
七
四
三
年
）
に
せ

一
、
五
〇
〇
戸
、
ウ
マ
イ
や
朝
最
後
の
カ
リ
フ
ー
マ
ル
ワ
ー
ソ
ニ
世

が
死
ん
だ
と
き
（
七
五
〇
年
）
に
は
三
、
○
○
○
戸
が
ゆ
＝
び
越
ω
に
い

た
と
い
う
（
H
（
頚
紙
同
一
　
↓
⑰
1
刈
刈
…
　
口
脚
犀
僧
旨
μ
　
昌
ら
ω
）
。

　
こ
う
し
て
、
ウ
マ
ル
一
世
以
来
採
ら
れ
て
き
た
ア
ラ
ブ
の
軍
事
都

市
へ
の
静
定
化
政
策
は
完
全
に
放
棄
さ
れ
、
土
地
保
有
者
と
し
て
の
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ブ
ラ
ブ
の
存
在
は
事
実
上
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
ク
た
α
た
だ
デ
ル

タ
東
部
に
入
植
し
た
ア
ラ
ブ
が
、
ど
の
よ
う
な
形
態
の
も
と
に
農
耕

に
従
事
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
入
植
の
さ
い
の
条
件
と
し
て
、
こ

れ
ま
で
の
租
税
菅
舘
9
1
⑬
を
損
う
こ
と
が
な
い
こ
と
、
　
こ
の
付
近
に

は
原
住
民
が
あ
ま
り
住
ん
で
い
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、

最
初
は
コ
プ
ト
人
の
村
落
共
同
体
の
内
都
に
入
る
と
い
う
こ
と
は
な

か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
後
の
ア
ラ
ブ
人
の
増
加
は
、

付
近
の
コ
プ
ト
人
の
村
落
形
態
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
ア
ラ
ブ
の
入
植
は
、
そ
の
後
エ
ジ
プ
ト
の
各
地
で
進

行
し
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
マ
ク
リ
ー
ズ
ィ
ー
は
、
上
エ
ジ
プ

ト
の
巴
－
q
向
日
。
昌
ρ
唄
昌
へ
の
、
と
く
に
ウ
マ
イ
や
家
一
族
の
入
植
を

伝
え
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
、
p
r
d
引
臼
O
⇔
欝
気
p
の
土
地
に
は
○
㊤
．
賞
同

げ
・
跨
玄
月
巴
8
の
多
く
の
氏
族
が
、
鼠
ρ
ω
団
臼
9
げ
．
．
跨
ぴ
α
巴
－
寓
巴
涛

び
曜
寓
震
を
節
昌
の
一
族
郎
党
や
．
》
げ
α
P
7
寓
巴
涛
σ
・
寓
舘
≦
韓
口
の

臼
ρ
芝
冨
を
父
祖
に
持
つ
一
》
玲
貧
家
一
彼
ら
自
身
で
は
ウ
呵
、
イ
や

家
出
身
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
一
と
と
も
に
入
植
し
、
ま
た

d
似
日
雪
の
近
く
の
σ
鉱
管
村
に
は
軽
巴
箆
ぴ
◆
磯
震
置
9
鎧
葺
ご

卿
≦
蔓
僧
ぴ
●
諺
玄
ω
鼠
鴇
昌
の
一
族
郎
党
が
入
植
し
た
、
と
い
う
（
石
切
暮

’

　
　
　
く

押
8
り
）
。
O
暁
騰
錠
は
カ
リ
フ
ー
ア
リ
ー
の
兄
で
、
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
八
年

．
の
鼠
葺
、
鐸
富
遠
征
で
戦
死
し
た
人
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
一

族
は
ハ
ー
シ
ム
家
に
属
し
て
い
る
が
、
他
は
ウ
マ
イ
や
系
統
ば
か
り

で
あ
る
。
竃
霧
冨
導
ρ
は
カ
リ
フ
ー
ア
ブ
ド
ゥ
ル
醤
マ
リ
ク
の
子
で
、

ア
ラ
ブ
軍
の
総
指
揮
宮
と
し
て
各
地
の
征
服
事
業
に
活
躍
し
た
が
、

エ
ジ
プ
ト
に
は
定
住
し
て
い
な
い
。
残
年
は
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
、
一
二
二
年

で
あ
る
。
劇
巴
三
は
カ
リ
フ
ー
ヤ
ズ
ィ
ー
ド
一
世
の
子
で
、
袈
年
は

九
〇
年
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
の
い
か
な
る
子
孫
が
入
植
し
た
の

か
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
入
植
の
時
期
は
カ
イ
ス
族
の
入
植
後
ま

も
な
く
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
マ
ク
リ
ー
ズ
ィ
ー
は
、
q
似
日
ロ
⇔

に
近
い
》
蓄
ぢ
帥
の
町
に
つ
い
て
も
、
部
族
名
は
記
し
て
い
な
い
が
、

や
は
り
ア
ラ
ブ
の
入
植
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
（
鎚
謬
p
暦
H
℃
N
O
腿
）
。

》
3
ぢ
9
1
は
エ
ジ
プ
ト
の
日
げ
①
げ
巴
α
州
の
州
政
府
所
在
地
と
し
て
重

要
な
町
で
、
こ
の
地
方
へ
の
入
植
も
同
様
の
時
期
に
行
な
わ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

　
上
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
ウ
マ
イ
や
家
一
族
ほ
か
、
ア
ラ
ブ
の
入
植

に
つ
い
て
き
わ
め
て
貴
重
な
情
報
を
提
供
す
る
パ
ピ
ル
ス
文
書
が
あ

る
。
諺
℃
団
い
昌
。
H
鵯
の
文
書
が
そ
れ
で
、
こ
れ
は
》
ザ
導
冒
と

粥
㊤
げ
臓
の
両
県
に
お
い
て
、
徴
税
宮
．
》
旨
目
げ
㌧
結
け
欝
ω
と
そ
の
徴

、
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税
吏
た
ち
が
不
当
な
課
税
を
行
な
ワ
た
と
い
う
訴
願
が
あ
ワ
た
た
め

に
、
県
の
長
官
兼
公
庫
長
の
凶
器
一
α
げ
「
、
》
げ
α
》
＝
巴
同
が
全
県
の

町
村
長
や
地
方
の
有
力
者
を
召
集
し
、
審
判
の
結
果
、
徴
税
官
た
ち

に
不
正
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
町
村
長
た
ち
が
、
そ
の
旨
と

今
後
こ
う
し
た
苦
情
の
訴
願
が
あ
っ
た
場
合
に
は
科
料
の
連
帯
責
任

を
負
う
と
い
う
宣
誓
を
県
の
長
官
あ
て
に
行
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
文
書
の
保
存
が
完
全
で
な
い
の
で
、
不
明
な
部
分
が
あ
る
が
、

年
代
は
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
一
三
七
一
一
四
〇
年
（
七
五
四
－
七
五
七
）
で
、

ア
ッ
バ
ー
ス
朝
の
成
立
直
後
に
当
た
っ
て
お
り
、
コ
プ
ト
語
と
ギ
リ

シ
ア
語
・
ア
ラ
ビ
ア
語
で
書
か
れ
て
い
る
。
み
ず
か
ら
宣
誓
を
し
て

い
る
町
村
長
や
主
教
た
ち
は
六
八
名
、
う
ち
二
名
の
ア
ラ
ブ
人
、

．
諺
ぴ
◎
六
二
げ
の
二
人
の
息
子
を
除
い
て
は
す
べ
て
コ
プ
ト
人
で
あ

る
。
な
お
こ
の
部
分
は
コ
プ
ト
語
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
点
か

ら
こ
の
二
名
の
ア
ラ
ブ
人
を
改
宗
コ
プ
ト
人
と
す
る
可
能
性
も
な
く

は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
コ
プ
ト
人
の
町
村
長
名
は
、
次
の
ギ
リ

シ
ア
語
の
部
分
で
記
載
さ
れ
て
い
る
の
に
、
こ
の
二
名
の
ア
ラ
ブ
人

は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
や
は
り
ア
ラ
ブ
人
で
あ
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
。

　
最
後
の
ア
ラ
ビ
ア
語
の
部
分
は
、
主
教
や
町
村
長
た
ち
の
宣
誓
に

対
し
て
こ
の
地
方
に
定
住
し
て
い
た
ア
ラ
ブ
人
が
、
ア
ラ
ブ
導
車
側

、
の
証
人
と
し
て
証
言
し
て
い
る
も
の
．
で
、
二
名
の
ウ
マ
イ
や
家
出
身

者
［
の
ほ
か
、
　
毛
留
、
鎚
端
紅
N
留
、
2
㊤
甲
い
斜
団
喧
0
帥
臼
抄
佃
9
毒
一
9
1
嶺
の
各

部
族
出
身
者
の
名
前
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
書
に
よ
る
と
、
ウ

マ
ル
ニ
世
の
、
村
長
は
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
勅
令
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
躍
ロ
象
⑤
o
…
同
法
喜
註
二
糟
N
ω
。
。
）
、
ア
ッ
バ

ー
ス
朝
の
初
期
で
も
、
少
な
く
と
も
上
エ
ジ
プ
ト
で
は
ま
だ
村
長
の

大
半
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
コ
プ
ト
人
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
、
ア
ラ
ブ

人
村
長
は
き
わ
め
て
ま
れ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
証
言
者
と

し
て
登
場
す
る
ア
ラ
ブ
は
、
恐
ら
く
こ
の
地
方
の
有
力
地
主
と
し
て

の
地
盤
を
す
で
に
築
き
つ
つ
あ
っ
た
者
た
ち
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
上
エ
ジ
プ
ト
の
南
端
、
ア
ス
ワ
ー
ソ
へ
の
ア
ラ
ブ
の
入
植
に

関
す
る
マ
ク
リ
ー
ズ
ィ
：
の
記
述
が
傍
証
と
な
る
。

　
　
マ
ス
ウ
ー
デ
イ
ー
に
よ
る
と
、
諺
ω
毛
警
回
の
町
は
ρ
p
暮
曽
ピ
劉
齢
跨

　
　
び
・
図
賢
げ
同
．
P
鼠
雪
曇
な
ど
の
諸
部
族
か
ら
な
る
ア
ラ
ブ
人
、
そ
れ
に

　
　
ρ
癖
ρ
線
族
の
人
々
が
住
ん
で
い
る
。
彼
ら
の
多
く
は
ρ
甲
鞍
蒜
欝
か

　
　
ら
移
住
し
て
来
た
者
で
あ
る
。
こ
の
地
方
は
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
が
よ
く
繁
り
、

　
　
地
味
豊
か
で
あ
る
。
…
…
（
中
略
）
…
…
ま
た
〉
。
・
ぞ
雪
に
住
ん
で
い
る
者

　
　
は
ヌ
ビ
ア
国
内
に
も
多
く
の
私
領
地
（
貸
温
．
）
を
持
っ
て
い
て
、
ヌ
ビ

　
　
ァ
王
に
租
税
を
支
払
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
私
領
地
は
イ
ス
ラ
ー
ム
初
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期
、
ウ
マ
イ
や
朝
や
ア
ヅ
バ
ー
ス
朝
の
時
代
に
ヌ
ビ
ア
人
か
ら
買
っ
た

も
の
で
あ
る
。
…
…
（
出
一
層
即
梓
　
H
　
H
り
刈
一
同
Φ
g
o
）
。

ア
ラ
ビ
ア
半
島
か
ら
ア
ス
ワ
ー
ソ
に
移
住
し
た
ア
ラ
ブ
は
、
単
に
こ

の
地
方
の
農
地
を
獲
得
し
た
だ
け
で
な
く
、
国
境
を
越
え
て
ヌ
ビ
ア

の
農
地
も
獲
得
し
て
い
だ
わ
け
で
、
ヌ
ビ
ア
の
私
領
地
に
つ
い
て
は

そ
の
後
ヌ
ビ
ア
側
と
の
あ
い
だ
に
紛
争
が
起
こ
っ
た
ら
し
く
、
カ
リ

フ
ー
マ
ー
ム
ー
ソ
が
農
民
暴
動
鎮
圧
の
た
め
に
エ
ジ
プ
ト
に
来
た
と

き
（
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
二
一
七
年
／
八
三
二
年
）
、
　
ヌ
ビ
ア
王
が
紛
争
の
解
決

を
訴
え
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ウ
マ
イ
や
朝
か
ら
ア
ッ
バ
ー
ス

朝
に
か
け
て
の
ア
ラ
ブ
地
主
の
発
生
は
、
ア
ス
ワ
ー
ソ
に
限
ら
ず
、

全
国
的
な
規
模
で
起
こ
っ
た
現
象
で
あ
っ
た
。

五

　
現
存
の
パ
ピ
ル
ス
文
書
を
見
る
と
、
納
税
者
名
簿
の
よ
う
な
文
書

で
も
、
ほ
ぼ
ア
ヅ
バ
ー
ス
朝
の
成
立
を
境
に
、
使
用
言
語
は
ギ
リ
シ

ア
語
も
し
く
は
『
フ
ト
語
か
ら
ア
ラ
ビ
ア
語
に
移
行
す
る
が
、
そ
れ

と
と
も
に
注
目
に
価
す
る
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
文
書
で
は
コ
プ
ト
人

ば
か
り
で
占
め
ら
れ
て
い
た
地
租
納
税
者
が
、
ア
ラ
ビ
ア
語
の
文
書

に
な
る
と
、
コ
プ
ト
人
に
混
じ
っ
て
ア
ラ
ブ
名
を
持
つ
者
が
登
場
す

　
　
　
　
　
⑭

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ア
ラ
ブ
名
が
ア
ラ
ブ
人
な
の
か
、
そ
れ
と
も

改
宗
コ
プ
ト
人
な
の
か
の
判
定
は
圏
難
で
あ
る
が
、
な
か
に
は
き
わ

め
て
ま
れ
な
が
ら
〉
℃
国
い
娼
。
b
。
巳
の
巴
泊
9
e
σ
・
巴
㌧
｝
σ
σ
留

ρ
甲
、
跨
げ
げ
箇
総
や
》
℃
国
U
賢
。
b
O
b
。
b
O
の
H
ぴ
贔
ぼ
日
げ
■
〔
　
〕
巴
－

畑
煽
≦
ρ
属
酬
同
じ
く
旨
。
鉢
。
心
α
の
．
》
認
げ
■
ρ
甲
畑
葛
ρ
団
⇔
巴
点
ヨ
笛
白

の
よ
う
に
、
は
っ
き
り
ア
ラ
ブ
と
わ
か
る
老
も
あ
り
、
逆
に
》
層
国
ピ

ロ
。
b
。
込
。
b
⊃
の
冨
冨
ゆ
σ
・
解
脱
蒜
の
よ
う
に
、
改
宗
コ
プ
ト
人
と
み
な

さ
れ
る
者
も
い
る
。
し
か
し
、
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
時
代
、
エ
ジ
プ
ト
で
は

ま
だ
そ
れ
ほ
ど
改
宗
者
が
出
て
い
な
か
っ
た
こ
と
と
、
コ
プ
ト
名
の

父
を
持
つ
ア
ラ
ブ
名
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
こ
と
、
改
宗
コ
プ

ト
人
と
ア
ラ
ブ
人
と
の
同
一
視
の
観
念
は
ま
だ
エ
ジ
プ
ト
の
農
村
部

ま
で
浸
透
し
て
い
な
い
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、
ア
ラ
ブ
名
の
納
税

者
も
し
く
は
地
主
は
、
ほ
ぼ
ア
ラ
ブ
人
と
見
な
し
て
よ
か
ろ
う
。
第

X
表
・
第
X
表
は
こ
う
し
た
帳
簿
の
例
と
し
て
出
し
た
も
の
で
、
そ

れ
ぞ
れ
あ
る
地
区
の
地
租
割
当
査
定
簿
の
断
片
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
れ
ら
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
初
期
の
税
務
簿
に
よ
る
か
ぎ
り
、

エ
ジ
プ
ト
で
土
地
保
有
者
と
な
っ
た
ア
ラ
ブ
は
、
少
な
く
と
も
税
制

上
で
は
、
土
着
の
コ
プ
ト
人
土
地
保
有
者
と
の
あ
い
だ
に
差
別
は
な

く
、
同
様
の
地
租
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
灌
概
工
事
等
の
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た
め
の
特
別
賦
課
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
っ
た
（
第
瓢
衷
）
。
こ
れ
は
ウ

マ
ル
ニ
世
の
フ
ァ
イ
理
論
よ
り
展
開
し
て
き
た
課
税
の
属
地
主
義
が

確
立
し
、
保
・
肩
者
は
自
己
の
宗
教
に
か
か
わ
り
な
く
、
地
租
を
納
め

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
カ

リ
フ
ー
ラ
シ
ー
ド
（
在
位
七
八
六
－
八
〇
九
年
）
時
代
に
属
す
る
重
要
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

文
書
℃
国
鳥
局
u
。
①
N
偽
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
総
督
．
跨
げ
α
〉
麟
瞑
げ

σ
・
ρ
智
冨
自
ω
ρ
唄
団
ρ
び
（
在
位
七
九
ご
一
－
七
九
四
年
）
の
団
げ
口
留
ω
・
ρ
7

切
㊤
げ
鵠
墨
両
県
の
徴
税
官
ω
煽
な
碧
げ
・
ρ
霞
、
ρ
よ
り
国
げ
鼠
ω
県

に
住
む
「
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
な
ら
び
に
息
ヨ
日
ρ
の
民
す
べ
て
」
に

あ
て
ら
れ
た
書
簡
で
、
文
中
に
次
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

　
　
総
督
．
諺
げ
α
匿
扇
げ
げ
・
ρ
7
鼠
煽
都
団
饗
げ
は
汝
ら
に
書
簡
を
送
り
、
そ

　
　
の
な
か
で
総
督
は
エ
ジ
プ
ト
お
よ
び
（
す
な
わ
ち
）
〔
ム
ス
リ
ム
全
体
の
〕

　
　
ブ
ァ
イ
（
鉱
轟
．
）
と
し
て
あ
る
と
こ
ろ
の
土
地
の
租
税
（
賢
N
9
1
団
9
）
に
関

　
　
し
、
カ
リ
フ
の
も
と
で
決
定
さ
れ
た
額
を
我
ら
に
命
じ
て
い
る
。
…
…

エ
ジ
プ
ト
が
フ
ァ
イ
の
土
地
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
ズ
ィ
ソ
マ
の

民
で
あ
る
コ
プ
ト
人
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
イ
ス
ラ
1
ム
教
徒
に
も
納

税
義
務
の
あ
る
こ
と
が
布
告
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
少
な
く
と
も
ラ

シ
ー
ド
の
時
代
ま
で
は
、
国
家
的
土
地
所
有
の
理
論
が
有
効
性
を
持

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
き
に
述
べ
た
よ

う
に
、
ウ
マ
ル
黙
止
以
前
に
お
け
る
徴
税
の
根
拠
が
、
ア
ラ
ブ
軍
と

そ
の
家
族
の
．
簿
筍
、
と
は
N
ρ
と
に
求
め
ら
れ
て
い
た
の
と
ま
っ
た

く
事
情
を
異
に
し
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
国
家
的
土
地
所
有
の
理
論
に
お
い
て
、
土

地
の
究
極
の
所
有
権
は
国
家
に
属
し
、
土
地
を
耕
作
も
し
く
は
保
有

し
て
い
る
者
は
、
単
に
そ
の
占
有
権
も
し
く
は
用
益
権
を
保
持
し
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
っ
て
も
、
勅
令
に
反
し
て
耕
地
の
売
買
が
公

然
と
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
う
し
た
理
論
は
し
だ
い
に
空

文
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
更
に
こ
の
理
論
は
、
い
ま
述
べ
た
パ
ピ
ル

ス
文
書
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
単
に
租
税
徴
収
の
論
拠
を
示
す
に
と

ど
ま
っ
て
、
実
際
的
な
土
地
所
有
権
に
は
何
ら
の
拘
束
力
も
持
た
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
ア
ラ
ブ
ー
ム
ス
リ
ム
た
ち
が
、
エ
ジ
プ
ト
に
お
い
て
い
か
な
る
形

態
の
も
と
に
土
地
を
所
有
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
ま
ず
第
一
に
想

定
さ
れ
る
の
は
、
一
般
の
コ
プ
ト
農
民
と
同
様
、
小
規
模
の
土
地
を

保
有
し
て
、
自
作
農
と
な
る
場
合
で
あ
る
。
冒
5
贔
口
村
（
フ
ァ
イ

ユ
ー
ム
県
）
納
税
者
名
簿
》
℃
国
ピ
⇒
。
b
◎
Q
。
も
。
（
九
世
紀
後
半
）
の
冨
ζ
、

冨
臼
ヨ
ρ
α
げ
■
鴫
留
罫
磯
菩
《
9
1
σ
．
畷
暁
ρ
o
σ
ら
は
他
の
『
フ
ト
人

た
ち
と
岡
じ
よ
う
に
納
税
額
も
少
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
種
の
形
態
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に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
、
し
か
し
よ
り
一
般
的
に
は
、
第

X
表
の
筈
口
唱
σ
●
ρ
霞
冨
や
冒
昌
騨
ヨ
ヨ
盆
ぴ
・
ρ
甲
》
告
凋
、
第

細
表
の
言
悶
廿
㊤
臼
巳
9
創
σ
．
畑
信
。
。
曽
団
b
や
蜜
蝿
畑
帥
葺
臼
9
α
竪
N
娼
貯
擁

の
よ
う
に
、
他
の
コ
プ
ト
人
に
比
し
て
広
大
な
地
積
を
有
し
、
し
た

が
っ
て
多
額
の
地
租
を
支
払
っ
て
い
る
者
が
多
く
見
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
ア
ラ
ブ
人
は
、
お
そ
ら
く
地
租
な
ど
の
租
税
負
担
の
苛

重
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
コ
プ
ト
人
の
農
民
か
ら
、
購
買
な
ど
の

手
段
に
よ
っ
て
土
地
を
獲
得
し
、
有
力
地
主
と
し
て
次
第
に
土
着
化

し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
地
主
た
ち
、
い
わ
ば
土

豪
地
主
は
、
コ
プ
ト
人
の
有
力
地
主
も
含
め
て
、
自
己
の
保
有
地
を

す
べ
て
み
ず
か
ら
の
手
で
耕
作
で
き
る
は
ず
は
な
く
、
保
有
地
の
一

部
も
し
く
は
大
半
を
小
作
さ
せ
る
の
が
つ
ね
で
あ
っ
た
。
　
ヒ
ジ
ュ

ラ
暦
一
六
九
年
郭
｛
望
月
（
七
八
五
年
目
／
九
月
）
の
日
付
の
あ
る

諺
幻
N
帥
窮
ゴ
契
約
と
呼
ば
れ
る
一
種
…
の
借
地
契
約
文
書
は
、
　
こ
の
種

の
小
作
の
模
様
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
文
書
に
つ
い
て
は
す
で
に

紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
要
点
の
み
述
べ
る
と
、

借
地
人
は
そ
の
土
地
の
灌
瀧
・
世
話
・
管
理
・
播
種
・
収
穫
な
ど
の

あ
ら
ゆ
る
労
働
の
義
務
を
負
う
こ
と
は
む
ろ
ん
で
あ
る
が
、
眠
感
、

　
　
　
　
⑰

型
借
地
契
約
の
場
合
と
異
な
り
、
地
租
（
冨
H
轟
）
や
特
別
公
課
（
⇔
甲

≦
麟
．
ヨ
）
を
支
払
う
義
務
は
な
く
、
ま
た
配
分
率
は
不
明
だ
が
、
　
借

地
料
は
折
半
に
よ
る
現
物
納
で
あ
る
な
ど
の
条
件
が
明
記
さ
れ
て
い

る
。　

こ
の
よ
う
な
土
豪
地
主
と
分
益
小
作
人
と
の
関
係
に
触
れ
て
い
る

文
書
は
他
に
も
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
地
方
の
税
務
局
で
作
成
さ
れ
る

地
租
受
領
台
帳
で
、
ヒ
ジ
訊
ラ
暦
二
七
一
年
（
八
八
五
）
に
当
た
る
二

七
〇
税
年
度
の
フ
ァ
イ
ユ
！
ム
県
に
関
す
る
文
書
》
燭
国
い
ロ
。
b
。
鷲

－
b
。
ω
㎝
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
税
務
簿
に
は
、
地
租
の
割

賦
支
払
期
の
日
々
1
こ
の
文
書
で
は
第
三
回
支
払
期
と
し
て
臼
。
－

9
岸
（
　
　
　
く
コ
9
日
ω
M
壇
）
月
の
五
日
と
六
日
目
↓
月
三
…
日
一
二
月
一
日
）
の
日

付
が
記
載
さ
れ
て
い
る
一
ご
と
に
、
誰
か
ら
地
租
を
い
く
ら
受
領

し
た
か
が
記
帳
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に

　
　
ρ
甲
労
餌
σ
団
．
げ
・
〔
　
〕
の
手
に
よ
っ
て
割
当
額
。
。
㎝
禽
ロ
習
を
み
ず
か

　
　
ら
の
た
め
に
ω
慰
＼
。
α
卑
下
ひ
b
づ
9
眠
ダ
宕
9
Φ
”
司
祭
切
戯
の
た
め
に

　
　
μ
く
昌
α
同
⇒
習
を

と
い
う
項
が
あ
る
。
こ
れ
は
ア
ラ
ブ
人
が
自
己
の
所
有
地
の
地
租
の

ほ
か
に
、
コ
プ
ト
人
に
代
わ
っ
て
、
各
コ
プ
ト
人
の
名
義
に
な
っ
て

い
る
土
地
の
地
租
を
も
支
払
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
同
種
文

書
諺
℃
国
い
ロ
。
b
。
ω
㊤
で
は
Ω
8
H
昌
σ
・
無
医
惇
ρ
日
日
ρ
q
と
い
う
者
が
、

66　（66）



初期イスラーム時代のエジプトにおける土地所有について（森本）

一
四
人
の
コ
プ
ト
人
に
代
わ
ウ
て
地
租
を
支
払
っ
て
い
る
（
島
諺
博
切
け

ロ
。
b
。
爵
琶
お
…
諺
勺
芝
ロ
。
圏
）
。
実
際
に
納
税
者
に
交
付
さ
れ
た
地
租
受

領
証
の
う
ち
で
も
、
こ
の
よ
う
な
急
電
の
関
係
を
認
め
る
こ
と
の
で

き
る
も
の
が
あ
る
。
二
三
三
年
目
げ
。
げ
月
一
三
日
（
八
四
七
年
九
月
一

〇
日
）
の
日
付
を
持
つ
》
勺
図
U
コ
。
H
G
。
ド
が
そ
れ
で
、
内
容
は
次
の

よ
う
な
文
章
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
日
ぎ
梓
面
回
ω
頸
　
q
購
醜
砲
α
　
碑
陣
（
玉
藍
附
ω
＜
。
＋
＜
⇔
＋
＜
貼

　
　
　
熱
隙
猷
贈
賀
嫌
尊
㊦
馨
菌
a
詩
ぐ
ノ
（

　
　
〔
　
　
び
●
〕
巴
タ
貯
託
帥
哺
ρ
ゆ
藁
欝
㊦
蝋
価
“
野
。
パ
蝉
〉
㊦
汁
3
π
讐

　
　
〔
d
脇
影
費
回
〕
母
π
甕
叫
ひ
誉
謹
S
ゆ
ぷ
欝
㊦
諜
麟
里
山
。
＾
’
ノ
ぴ

　
　
ω
＜
博
＋
＜
。
・
＋
＜
旨
二
陣
山
冒
鍵
轡
　
〔
謙
認
知
瞬
〕
p
・
ゲ
タ
「
a
置
び
・

　
　
＜
菩
団
9
1
㍑
儀
a
＞
廿
ヨ
巴
σ
．
起
巴
賦
　
　
婁
㊦
母
溜
灘
猷
①
き
臼
伴
曝

　
　
i
㊦
ρ
｝
と
伽
欝
雪
塁
p
漁
〉
湯
ヨ
餅
”
2
噸
㊦
融
遍
㊦
野
離
噌
醤
脹
．

　
　
叫
ひ
嘩
隷
鵡
輯
巳
超
ゆ
〔
σ
・
　
〕
二
巴
－
朝
q
ω
蔓
コ
σ
・
諺
ヴ
巳
蝕
㊦

　
　
翻
轡
4
》
三
舞
三
三
滋
㌶
魯
霧
a
N
。
。
ω
醤
騰
㊦
三
三
伴
C
ぺ
掛
貴
。
汁
。

　
　
　
牟
㊦
ゆ
び
田
恥
㊦
汁
9
“
臼
興
回
く
匿
＋
く
“
。
。

　
　
　
．
跨
げ
O
巴
也
餌
日
餌
畠
σ
●
巴
出
9
団
弧
㊦
詩
＆
π
興
卜
。
＜
ゆ
十
く
⇔
十
く
幽
。
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
蹴
　
　
　
暴
）

こ
．
の
地
租
受
領
証
で
は
う
た
ま
た
ま
納
税
者
自
身
よ
り
も
、
被
代
納

者
の
保
有
地
税
額
の
方
が
大
き
く
、
し
た
が
っ
て
両
者
の
あ
い
だ
に

そ
れ
ほ
ど
の
身
分
差
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
種
の
土
地
所
有
形
態
は
、
ウ
マ
イ
や
朝
中

期
の
割
当
査
定
簿
（
第
1
・
H
表
）
に
見
ら
れ
た
麟
。
旨
9
さ
ぼ
○
の
○
甲

8
℃
耳
一
。
。
。
ほ
か
、
不
在
者
も
し
く
は
被
護
者
の
土
地
を
占
有
す
る

村
の
有
力
地
主
の
場
合
と
酷
似
し
て
お
り
、
下
限
は
ど
こ
ま
で
降
る

こ
と
が
で
き
る
か
判
然
と
し
な
い
が
、
少
な
く
と
も
ア
ヅ
パ
ー
ス
朝

の
サ
ー
マ
ッ
ラ
ー
遷
都
時
代
（
△
三
ニ
ー
九
二
年
）
ま
で
、
ビ
ザ
ソ
ツ

時
代
か
ら
引
き
続
き
存
続
し
た
エ
ジ
プ
ト
固
有
の
一
土
地
制
度
と
み

な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
ま
た
諸
種
の
パ
ピ
ル
ス
文
書
に
よ
る
と
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
上

下
の
関
係
で
な
く
、
対
等
の
立
場
で
、
一
定
の
土
地
を
共
同
保
有
し

て
い
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
共
岡
保
有
は
際
碁
ρ
協
業
と
呼

ば
れ
る
が
、
土
地
の
規
模
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
く
、
共
岡
保
有
減

た
ち
は
一
種
の
共
同
自
作
農
と
も
み
な
す
べ
き
存
在
で
あ
る
。
共
同

保
有
者
の
人
数
は
少
な
く
、
二
、
三
名
で
、
数
名
を
上
廻
る
も
の
は

な
い
よ
う
で
あ
る
。
地
租
を
支
払
う
場
合
は
、
各
自
が
分
担
額
を
持

ち
寄
り
、
代
表
者
の
名
の
も
と
に
納
め
る
。
こ
の
よ
う
な
代
表
者
は

ρ
臼
ヨ
と
呼
ば
れ
た
（
〉
町
触
ピ
⇒
。
b
o
Q
ゆ
窃
）
。
私
見
の
及
ぶ
と
こ
ろ
、
一
三
（
9

に
よ
る
所
有
形
態
が
も
っ
と
も
古
く
現
わ
れ
る
文
書
は
、
ヒ
ジ
ュ
ラ

暦
二
三
六
年
（
八
五
一
）
ご
ろ
の
あ
る
私
書
簡
で
、
旬
＼
⇔
ド
＆
欝
の
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土
地
（
9
諏
ゴ
）
を
二
名
が
鰹
爵
9
の
形
で
共
同
保
有
し
、
そ
の
土

地
を
p
且
巴
藤
降
ρ
（
協
業
の
土
地
）
と
呼
ん
で
い
る
（
》
勺
同
い
ロ
。

N
。
。
。
。
〉
。
》
勺
芝
⇔
。
H
b
。
（
三
／
九
世
紀
）
は
、
こ
の
よ
う
な
鰹
降
9
に

し
て
い
る
土
地
の
地
租
受
領
証
で
、
納
税
額
は
廿
＼
b
・
t
＼
。
・
＋
＜
嵩

α
自
警
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
地
租
割
当
査
定
簿
も
し
く
は
受
領
台

帳
と
考
え
ら
れ
る
〉
℃
妻
⇔
。
b
。
①
で
は
、
　
ア
ラ
ブ
人
と
思
わ
れ
る

〔
に
餌
∀
詳
げ
・
9
憎
缶
畳
叩
轟
と
コ
プ
ト
人
℃
o
⑬
○
旗
σ
・
〔
　
　
〕
昌
と

の
二
名
の
共
同
保
有
者
か
ら
な
る
依
貯
冨
の
土
地
ω
貯
α
α
弩
を
税

率
憎
＼
㎞
9
昌
9
1
＜
h
で
、
黒
戸
｝
魯
⇔
貯
の
地
租
を
納
め
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
共
同
保
有
形
態
は
フ
評
，
ー
テ
ィ
マ
朝
時
代
の
文
書
で
も
散

見
さ
れ
る
（
〉
℃
〆
ぐ
　
昌
。
　
ω
①
”
　
ω
O
旧
蒔
O
）
。

山IN

　
さ
て
、
い
ま
ま
で
述
べ
た
ア
ラ
ブ
人
の
土
地
所
有
は
、
そ
の
地
積

が
一
家
族
で
自
作
で
き
な
い
に
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
大
規
模
な
も
の
で

な
く
、
ま
た
地
租
＃
霞
9
1
⑳
も
コ
プ
ト
人
と
同
様
に
支
払
い
、
し
か

も
そ
の
土
地
に
住
ん
で
、
所
有
地
の
経
営
に
直
接
携
わ
る
と
い
う
、

き
わ
め
て
在
地
性
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦

三
世
記
初
頭
ご
ろ
、
厳
擶
サ
ー
マ
．
ラ
ー
遷
都
蒋
代
に
入
っ
て
か
ら
、

土
地
制
度
に
急
激
な
変
化
が
起
こ
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
史
書
や
。
ハ
ピ

ル
ス
文
書
に
、
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
権
力
の
代
表
者
も
し
く
は
こ
れ
に
類

す
る
人
物
の
私
領
地
α
曙
帥
．
（
富
鴇
㊤
の
複
数
形
）
に
関
す
る
資
料

が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
典
型
的
な
も
の

は
《
曾
嵐
、
ρ
劉
ρ
日
躍
》
、
《
蜜
鷲
鉢
巴
山
響
財
》
、
《
ρ
昼
巴
出
ヨ
冒
》
な

ど
と
し
て
現
わ
れ
る
私
領
地
で
（
》
℃
国
い
昌
。
¢
ω
レ
。
。
合
｝
℃
柔
い
部
。
H
H
H
＼
ρ

H
H
H
＼
¢
）
、
こ
れ
ら
の
ρ
蓉
冒
は
エ
ジ
プ
ト
の
総
督
も
し
く
は
税
務
長

官
を
指
し
て
い
る
。
し
か
し
同
じ
倉
旨
冒
》
の
肩
書
を
持
つ
者
で
も
、

そ
の
あ
と
に
所
有
者
の
名
前
の
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
た

と
え
ば
、
《
禽
鴇
、
p
｝
山
臼
冒
㊤
甲
切
ρ
暮
旨
ρ
註
立
国
巳
冒
斜
7
鼠
煽
、
密
憎

営
⇔
》
（
℃
国
菊
切
旨
。
　
圃
①
蒔
）
、
《
α
蔓
9
1
、
巴
あ
野
望
四
二
ヨ
魑
⑬
臼
》
（
弼
国
閑
同
鄭
。

δ
ω
）
な
ど
が
あ
る
。
巴
出
9
誓
は
カ
リ
フ
ー
ム
タ
ワ
ヅ
キ
ル
（
在
位
八
四

七
－
八
穴
一
年
）
の
寵
臣
の
ト
ル
コ
人
巴
－
国
斜
暮
σ
．
偶
箇
ρ
謬
の
こ
と

で
、
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
二
四
二
一
二
四
七
年
に
エ
ジ
プ
ト
の
税
務
長
官
を

し
て
お
り
、
こ
の
文
書
の
日
付
二
四
二
年
ヨ
①
。
艮
二
月
一
日
（
八
五

七
年
一
月
二
六
日
）
と
一
致
す
る
。
彼
が
エ
ジ
プ
ト
で
私
領
地
を
持
っ

て
い
た
こ
と
は
》
℃
国
い
出
。
H
詞
に
よ
っ
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
、

と
く
に
こ
の
文
書
に
よ
る
と
、
巴
－
d
似
彰
冒
9
葦
県
に
あ
る
ρ
巴
㊤
早

O
口
郎
村
が
彼
の
私
領
地
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
。
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巴
あ
巴
箇
樹
｝
日
聖
母
は
エ
ジ
プ
ト
の
総
督
も
し
く
は
税
務
長
官

に
な
っ
た
と
い
う
記
録
は
な
い
が
、
こ
の
文
書
日
付
の
二
年
後
、
ヒ

ジ
ュ
ラ
暦
二
五
五
年
ご
ろ
に
、
ダ
マ
ス
ク
ス
の
げ
白
自
と
し
て
現
わ

れ
る
ト
ル
コ
将
軍
で
あ
る
（
く
ρ
．
ρ
山
σ
一
　
目
押
　
Φ
一
G
◎
）
。
キ
ソ
デ
ィ
ー
に
よ
る

と
、
　
エ
ジ
プ
ト
の
総
督
兼
長
官
に
な
っ
た
の
は
ご
く
短
期
閾
の
み

で
、
む
し
ろ
カ
リ
フ
ー
ラ
シ
ー
ド
の
親
衛
隊
長
や
カ
リ
フ
ー
マ
ー
ム

ー
ン
に
忠
実
な
将
軍
と
し
て
、
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
の
宮
廷
で
活
躍
し
た

国
霞
蜜
ヨ
㊤
ぴ
．
》
ゼ
霞
も
エ
ジ
プ
ト
に
私
領
地
を
所
有
し
て
い
た

（
峯
昌
α
二
・
。
・
・
噛
に
。
。
ム
リ
）
。
ま
た
エ
ジ
プ
ト
に
着
任
し
た
わ
け
で
も
な
い

の
に
、
エ
ジ
プ
ト
に
私
領
地
を
持
っ
て
い
る
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
の
権
臣

や
一
族
が
い
る
。
た
と
え
ば
カ
リ
フ
ー
ム
タ
ワ
ッ
キ
ル
の
ト
ル
コ
将

軍
く
『
ρ
誓
h
や
カ
リ
フ
ー
ム
ス
タ
イ
ー
ソ
（
在
位
八
六
二
一
八
六
六
年
）

の
即
位
に
暗
躍
し
た
ト
ル
コ
将
軍
冒
富
鉱
び
■
切
自
σ
Q
帥
（
網
＃
9
骨
H
嚇
b
o
O
Q
Q
）
、

カ
リ
フ
ー
ム
タ
ワ
ッ
キ
ル
の
母
后
や
ム
ク
タ
デ
ィ
ル
（
在
位
九
〇
八
－

九
回
二
年
）
の
母
后
な
ど
で
あ
る
（
冨
口
一
口
。
胡
P
δ
。
。
…
亀
閃
い
昌
。
【
回
≧
。

こ
れ
ら
の
ほ
か
、
所
有
者
の
人
名
は
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
一
体
ど
ん
な
地
位
に
あ
る
人
物
な
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

領
地
の
例
も
、
文
書
に
は
き
わ
め
て
多
く
存
在
す
る
。

　
こ
れ
ら
の
私
領
地
の
地
主
は
、
た
と
え
エ
ジ
プ
ト
に
住
ん
で
い
る

場
合
で
あ
っ
て
も
、
私
領
地
の
経
営
に
は
直
接
携
わ
ら
ず
、
代
理
人

（
零
勢
露
｝
）
を
使
っ
て
い
る
点
か
ら
考
え
て
、
不
在
地
主
と
み
な
し
て

よ
か
ろ
う
（
O
h
■
　
〉
〕
℃
遍
い
　
コ
。
　
掃
刈
同
暫
b
Ω
Q
Q
り
”
b
Q
り
b
o
…
　
＞
b
ご
勺
揖
　
昌
。
　
目
）
。
こ
の
不
在
地

主
に
よ
る
私
領
地
の
所
有
に
は
、
さ
き
の
土
豪
地
主
に
よ
る
土
地
所

有
と
違
っ
て
、
い
く
つ
か
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
第
一
は
地

積
規
模
が
き
わ
め
て
大
き
い
こ
と
で
、
一
村
を
越
え
る
も
の
が
か
な

り
あ
る
。
た
と
え
ば
、
》
℃
国
ビ
ロ
。
同
。
。
劇
の
「
総
督
の
私
領
地
価
看
、

の
う
ち
、
ω
〔
　
∀
と
呼
ば
れ
る
村
ぬ
霞
饗
」
と
か
跨
℃
菊
り
昌
。

頃
H
＼
目
の
「
総
督
の
私
領
地
の
う
ち
H
濠
9
、
全
〔
村
〕
と
冨
四
号
巳

〔
村
〕
」
と
か
、
同
じ
く
づ
。
H
頃
＼
㊤
の
「
総
督
の
私
領
地
の
第
百
養

に
属
す
る
一
村
」
な
ど
の
表
現
は
い
ず
れ
も
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
ま
た
ρ
巴
窪
α
雪
と
い
う
村
が
㊤
一
的
ρ
暮
σ
・
頓
卸
ρ
雪
の
私

領
地
の
一
部
だ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
（
諺
℃
国
い
旨
。
ド
圃
H
）
。

　
第
二
の
特
徴
は
、
こ
の
種
の
私
領
地
の
発
生
が
、
単
な
る
購
買
に

よ
る
の
で
は
な
く
て
一
「
譲
渡
」
の
よ
う
な
政
治
権
力
の
側
か
ら
の
何

ら
か
の
措
置
に
よ
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
取
り

あ
げ
た
諸
例
の
所
有
者
の
階
層
を
み
て
も
う
な
ず
か
れ
る
の
で
あ
る

が
、
所
有
老
は
単
に
そ
う
し
た
高
級
官
僚
層
や
宮
廷
一
族
に
限
ら
な

か
っ
た
と
い
う
点
で
、
マ
ク
リ
ー
ズ
ィ
ー
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
一
つ
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の
逸
謡
が
参
考
に
な
る
。
そ
れ
は
ご
く
簡
略
に
述
べ
る
と
カ
リ
フ
ー

マ
ー
ム
！
ン
が
農
民
暴
動
を
鎮
、
圧
し
た
あ
と
、
デ
ル
タ
地
帯
を
視
察

し
た
さ
い
に
、
あ
る
村
で
『
フ
ト
人
の
老
女
村
長
が
カ
リ
フ
の
一
行

を
呼
び
止
め
、
自
宅
で
歓
待
し
た
。
そ
こ
で
カ
リ
フ
は
そ
の
謝
礼
と

し
て
多
く
の
私
領
地
を
言
渡
し
（
お
富
．
斜
）
、
し
か
も
そ
の
う
ち
の
こ

○
○
フ
ェ
ツ
ダ
ー
ン
を
地
租
の
免
税
地
に
し
た
と
い
う
の
で
あ
る

（
鵠
一
風
9
け
　
H
　
o
Q
同
）
。
ま
た
キ
ソ
デ
ィ
ー
に
よ
る
と
、
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
二
四
七

年
に
カ
リ
フ
ー
ム
ソ
タ
ス
ィ
ル
（
在
位
八
六
一
－
八
六
二
年
）
は
、
ア
リ

ー
派
（
シ
ー
ア
派
）
の
者
に
私
領
地
心
勲
嘱
ゴ
を
委
ね
る
こ
と
を
禁
じ
て

い
る
（
一
（
一
口
O
一
　
N
O
膳
）
。
こ
の
禁
令
は
、
裏
を
か
え
せ
ば
私
領
地
の
譲
渡

が
理
由
は
と
も
か
く
か
な
り
の
人
々
に
対
し
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。

　
す
べ
て
の
私
領
地
が
こ
の
よ
う
な
政
治
的
譲
渡
に
よ
っ
た
の
か
ど

う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
三
世
紀
（
九
世
紀
）
の
税
務
簿

に
よ
る
と
、
私
領
地
は
全
国
的
な
規
模
で
広
が
っ
て
お
り
、
そ
の
う

え
税
務
行
政
の
う
え
で
も
、
一
般
の
農
民
が
保
有
す
る
土
地
、
す
な

わ
ち
バ
ラ
！
ジ
ュ
地
と
、
私
領
地
と
の
区
別
が
生
ま
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
各
村
落
地
積
調
査
報
告
書
の
断
片
で
あ
る
諺
℃
国
U
⇔
。
N
①
㊤

（
三
／
九
世
紀
）
で
は

　
　
．
〉
〔
　
　
げ
、
O
σ
茸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
。
b
∂
。
。
ぐ
。
・
受
託
鳥
卿
昌

　
　
　
ゆ
び
ザ
舘
認
誉
（
苧
霞
仙
塾
冨
轟
賢
ぢ
）
　
卜
。
。
。
O
く
畠
h
蝕
α
9
1
類

　
　
　
ゆ
び
三
三
愚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
器
曾
＼
。
・
十
く
。
。
壁
鳥
鳥
働
旨

　
　
　
　
暴
露
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
　
〕
、
＼
。
。
融
＆
g

と
な
っ
て
い
て
、
こ
の
村
が
ハ
ラ
ー
ジ
ュ
地
と
非
ハ
ラ
ー
ジ
ュ
地
、

す
な
わ
ち
血
落
隔
地
と
に
分
か
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
同

様
の
区
別
は
前
述
の
フ
岬
ノ
イ
ユ
ー
ム
県
の
地
租
受
領
台
帳
》
℃
司
い

嵩
。
b
O
Q
。
戯
（
二
七
〇
年
度
）
で
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
斜
ア

d
似
ヨ
ρ
　
属
巻
県
の
二
兎
囚
無
。
お
ρ
⇔
吊
身
ρ
脇
母
ρ
の
分
力
村
の
租
税

計
算
台
帳
で
あ
る
℃
図
口
賢
く
◆
諺
巴
．
℃
ρ
や
α
㊤
㊤
り
で
も
、
地
租
の

計
算
方
法
と
し
て
、
農
民
た
ち
（
　
　
　
ニ
　
　
ロ
の
　
諺
自
N
9
層
μ
信
昌
）
の
保
有
す
る
ハ
ラ
ー

ジ
ュ
地
と
、
契
約
（
ご
ぬ
巳
）
に
よ
る
私
領
地
と
を
各
村
と
も
明
確
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

区
別
し
た
う
え
で
集
計
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
こ
れ
ら
は
一
村
の
な
か
に
バ
ラ
；
ジ
ュ
地
と
私
領
地
と
が

存
在
す
る
例
で
あ
る
が
、
｝
℃
国
U
昌
。
ω
置
（
三
／
九
世
紀
）
の
文
書

中
の
《
巴
－
ρ
芦
鼠
巴
露
寒
轟
曙
舞
》
（
ハ
ラ
ー
ジ
ュ
近
村
）
と
い
う
表
現

に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ハ
ラ
ー
ジ
ュ
地
ば
か
り
で
占
め
ら
れ
て
い
る

村
も
あ
る
一
方
、
私
領
地
ば
か
り
で
占
め
ら
れ
て
い
る
村
も
あ
っ
た
。
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県
も
し
く
は
州
の
官
庁
黛
≦
鎧
に
提
出
さ
れ
た
㊤
智
O
駅
ヨ
帥
づ
帥
団
廷

県
の
諸
村
家
畜
頭
数
調
査
報
告
書
》
℃
国
い
昌
。
b
。
①
H
（
三
／
九
世
紀
）

は
こ
の
点
に
つ
い
て
興
味
深
い
資
料
を
提
供
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

家
畜
は
ハ
ラ
ー
ジ
ェ
地
（
菅
鴛
轟
蔓
ε
に
属
す
る
土
地
に
い
る
も
の

と
、
私
領
地
に
属
す
土
地
に
い
る
も
の
と
に
大
き
く
分
け
ら
れ
、
し

か
も
両
者
そ
れ
ぞ
れ
に
所
属
す
る
村
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を

見
る
と
、
同
じ
村
の
名
が
ハ
ラ
ー
ジ
ュ
地
と
私
領
地
の
両
者
に
出
る

こ
と
は
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
の
村
は
恐
ら
く
ハ
ラ
ー
ジ
ュ
地
か
私
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

地
か
の
い
ず
れ
か
に
属
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
エ
ジ
プ
ト
全
土
に
お
け
る
私
領
地
の
拡
大
と
、
税
務

行
政
上
で
の
ハ
ラ
ー
ジ
ュ
地
と
私
領
地
と
の
区
分
の
存
在
は
、
実
は

エ
ジ
プ
ト
に
限
っ
た
こ
と
で
な
く
、
当
時
の
ア
ヅ
バ
ー
ス
朝
帝
国
全

体
に
起
こ
っ
て
い
た
現
象
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
、
ア
ッ

バ
ー
ス
朝
国
家
の
税
制
史
の
観
点
か
ら
も
究
め
ね
ば
な
ら
な
い
問
題

な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
の
ち
の
機
会
に
検
討
す
る
こ

と
に
し
た
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
う
し
た
段
階
で
は
、
フ
”
，
イ
理
論

に
も
と
つ
く
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
の
国
家
的
土
地
所
有
の
理
論
が
、
土
地

制
度
の
う
え
で
何
ら
の
有
効
性
も
持
た
な
か
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で

も
恥
い
。

　
次
に
私
領
地
の
第
三
の
、
し
か
も
き
わ
め
て
重
要
な
特
徴
は
、
学

界
で
通
常
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
異
な
っ
て
、
国
家
に
納
め
る
私
領

地
の
地
租
は
ハ
ラ
ー
ジ
ュ
と
し
て
、
地
主
で
は
な
く
直
接
耕
作
者
で

あ
る
小
作
人
匿
雲
立
機
が
支
払
う
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
通
説
で
は
、

私
領
地
曾
毒
、
は
ハ
ラ
ー
ジ
ュ
地
に
対
立
す
る
土
地
と
し
て
の
十
分

の
一
野
地
に
属
し
、
し
た
が
っ
て
そ
の
所
有
者
は
十
分
の
一
男
．
煽
警

を
国
家
に
納
め
れ
ば
よ
い
。
私
領
地
の
農
耕
そ
の
も
の
は
、
農
民
に

小
作
さ
せ
る
が
、
小
作
人
が
所
有
者
に
折
半
の
地
代
を
納
め
る
場
合

に
は
、
十
分
の
一
税
は
こ
の
地
代
の
五
分
の
唄
に
当
た
る
、
と
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
パ
ピ
ル
ス
文
書
を
見
る
と
事

情
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
》
℃
国
ピ
⇔
。
H
G
◎
蒔
…
》
憎
園
い
ロ
。
H
鷺
＼
9

H
目
＼
同
ご
》
℃
国
U
u
。
H
。
。
b
。
は
い
ず
れ
も
地
租
受
領
証
で
、
前
三

老
は
と
く
に
総
督
の
私
有
地
に
属
す
村
の
農
民
が
支
払
っ
た
地
租

菅
霞
轟
の
受
領
証
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
諺
℃
団
い
昌
。
H
c
。
偽
で
は

　
　
．
房
9
1
σ
■
》
。
7
ヨ
鼠
は
総
督
の
私
領
地
に
属
す
る
ω
〔
　
∀
と
呼
ば
れ

　
　
る
村
の
膏
鍵
9
1
⑬
の
う
ち
、
彼
に
か
か
る
く
p
＋
く
ω
＋
く
。
。
重
量
α
冒
騨

　
　
を
二
四
九
年
度
の
税
と
し
て
、
》
ぴ
離
一
－
同
ρ
色
．
α
び
p
団
O
巴
醸
ロ
び
・
ρ
7

　
　
鷺
償
、
9
＝
ρ
の
徴
税
官
で
信
徒
の
長
の
ヨ
㊤
を
㌶
蜜
喜
ρ
ヨ
巳
巴
げ
．
．
岡
ω
叫

　
　
の
代
官
の
前
で
、
貨
幣
取
扱
吏
〔
　
〕
げ
・
》
鵠
財
窪
に
支
払
っ
た

と
な
っ
て
い
る
。
同
様
に
》
℃
園
や
拶
。
H
綴
＼
㊤
で
は
、
竃
昌
ゆ
月
搭
客
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プ
図
躍
箇
と
い
う
者
が
、
総
督
の
私
領
地
に
属
す
あ
る
村
で
耕
し
て

い
る
土
地
の
灯
p
嵩
⑲
O
曾
＼
㈹
十
く
鵬
α
嘗
鍵
を
支
払
っ
て
お
り
、
ロ
。

昌
H
＼
嵩
で
は
囚
雪
平
と
い
う
者
が
同
じ
く
ぎ
跨
α
同
村
と
冨
p
ρ
薯
頓

興
の
げ
鴛
轟
の
う
ち
、
冠
＼
b
・
t
＼
。
・
α
露
9
、
同
を
支
払
っ
て
い
る
。
年

代
は
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
二
五
〇
年
度
で
あ
る
。
ま
た
諺
℃
国
い
⇔
。
H
。
。
b
。
で

は
、
》
σ
口
写
忌
ρ
日
日
巴
な
る
老
の
私
領
地
ω
〔
　
〕
診
村
を
耕

し
て
い
る
二
人
の
コ
プ
ト
人
筈
①
8
閃
。
ω
と
鼠
ρ
爵
8
が
、
地
租
と

し
て
く
駐
・
t
＼
ω
＋
H
＼
ゆ
G
・
α
冨
弩
を
支
払
っ
て
い
る
。
受
領
日
付
は
二

四
一
年
旨
霧
○
鼠
月
二
六
日
（
八
五
五
年
八
月
一
九
日
）
で
あ
る
。

　
私
領
地
の
地
租
は
地
主
が
支
払
う
の
で
な
く
、
小
作
人
が
支
払
う

こ
と
は
、
私
領
地
の
管
理
人
や
代
理
耕
作
老
か
ら
地
主
に
送
ら
れ
た

私
書
簡
に
よ
っ
て
も
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
あ
る
私
領
地

の
管
理
人
よ
り
地
主
へ
の
報
告
書
鎗
℃
国
い
旨
。
b
。
G
。
㊤
（
三
／
九
世
紀
）

で
は
、
文
中
に
ω
錠
鋒
と
、
》
眞
塞
げ
・
H
町
9
，
露
日
巴
－
U
ρ
σ
q
ω
一
の
所

有
に
な
る
私
領
地
の
う
ち
、
昌
盛
℃
U
①
①
ω
一
と
い
う
コ
プ
ト
人
が
、

自
己
に
か
か
る
菅
碧
轟
を
貨
幣
取
扱
吏
の
国
窪
に
支
払
っ
た
こ
と

を
ク
ー
フ
ァ
出
身
の
》
廿
ヨ
ρ
α
プ
斜
賢
掴
器
亀
昌
が
証
言
し
た
旨
書

か
れ
て
い
る
。
ま
た
あ
る
私
領
地
の
代
理
耕
作
者
か
ら
地
主
に
あ
て

ら
れ
た
私
書
簡
》
℃
国
U
ゆ
。
N
り
b
。
（
三
／
九
世
紀
）
に
よ
る
と
、
代
理

人
は
み
ず
か
ら
の
采
配
で
耕
作
し
、
地
租
＃
鴛
轟
を
支
払
っ
た
う

え
に
、
さ
ら
に
借
地
料
と
し
て
の
地
主
の
取
り
分
（
現
物
）
を
地
主

の
館
に
送
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
小
作
人
の
立
場
は
非
常
に
苦
し
か
っ
た
も
の
と
見
え
、
代
理

耕
作
を
し
、
現
金
の
地
租
を
支
払
い
、
現
物
の
地
代
を
地
主
に
納
め

た
あ
と
、
一
体
ど
れ
ほ
ど
の
自
己
の
取
り
分
が
残
る
で
あ
ろ
う
か
と

訴
え
、
小
作
地
と
し
て
ニ
フ
ェ
ッ
ダ
ー
ソ
の
み
を
委
さ
れ
る
の
で
あ

れ
ば
、
引
き
受
け
に
く
い
の
で
、
こ
の
土
地
の
売
却
の
決
心
を
し
て

欲
し
い
と
地
主
に
懇
願
し
て
い
る
。

　
や
は
り
一
農
夫
か
ら
地
主
に
あ
て
ら
れ
た
私
書
簡
》
勺
国
い
ロ
。

b。

閨
B
。
（
四
／
十
世
紀
）
で
は
、
そ
の
農
夫
が
、
地
主
の
あ
る
土
地
ニ
フ

ェ
ッ
ダ
ー
ソ
を
こ
れ
ま
で
こ
こ
を
耕
し
て
い
た
芝
蕊
猟
と
い
う
者

に
代
わ
っ
て
小
麦
を
播
種
し
た
が
、
類
3
鳳
が
そ
の
地
租
の
三
デ
ィ

ー
ナ
ー
ル
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
書
記
に
訴
え
た
の
で
、
も

し
よ
け
れ
ば
、
　
こ
の
土
地
を
名
3
臥
か
ら
そ
の
農
夫
の
名
義
に
、

遅
く
と
も
収
穫
期
ま
で
に
移
換
し
て
欲
し
い
と
懇
請
し
て
い
る
。
名

義
の
移
換
と
は
当
該
地
方
の
税
務
局
に
お
け
る
登
録
（
ω
善
導
）
を
意

味
し
、
こ
れ
ま
で
は
名
彦
践
の
名
義
に
な
っ
て
い
た
（
星
雲
、
ρ
一
．
）
が
、

こ
れ
が
新
た
な
小
作
人
の
名
義
に
登
録
替
え
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
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こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
時
代
に
お
け
る

一
連
の
賦
嶺
、
型
借
地
契
約
文
書
の
う
ち
、
貸
借
関
係
が
私
的
な
地

主
と
小
作
人
と
の
あ
い
だ
で
結
ば
れ
て
い
る
契
約
文
書
で
あ
る
。
私

領
地
の
一
部
を
借
地
契
約
し
て
い
る
文
書
》
℃
類
⇔
。
戯
は
そ
の
典

　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

型
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
契
約
文
書
で
は
、
貸
借
さ
れ
る

土
地
の
地
租
は
借
地
人
に
か
か
り
、
借
地
人
は
こ
れ
を
し
か
る
べ
き

分
割
支
払
期
ご
と
に
税
務
局
に
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
記

さ
れ
て
い
た
。
ま
た
地
租
受
領
証
の
な
か
に
、
　
「
某
は
彼
の
義
務
と

な
っ
て
い
る
地
租
（
冨
目
轟
）
、
す
な
わ
ち
某
々
に
代
わ
っ
て
耕
し
た

〔
土
地
〕
の
地
租
○
○
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
を
支
払
っ
た
」
と
い
う
書
式

を
持
つ
一
連
の
受
領
証
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
代
理
耕
作
者
が
委
託
者

の
所
有
地
を
借
地
し
、
そ
の
結
果
借
地
人
の
賦
課
と
な
っ
た
地
租
を

納
め
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
代
理
耕
作
者
に
は

『
フ
ト
人
も
し
く
は
改
宗
コ
プ
ト
人
と
み
な
さ
れ
る
者
が
多
く
、
一

方
委
託
者
に
は
ア
ラ
ブ
人
が
多
い
点
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
土
地

は
、
委
託
者
の
私
領
地
の
一
部
を
形
成
し
て
い
た
も
の
と
み
な
さ
れ

　
　
　
　
⑯

る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
三
つ
の
特
徴
を
持
つ
こ
れ
ら
私
領
地
は
、
売
買
（
島

諺
帰
国
い
昌
。
b
。
。
。
蒔
励
⇔
。
・
。
¢
・
。
）
、
相
続
（
O
h
．
》
℃
♂
＜
昌
。
鳥
）
、
共
有
（
。
い
》
℃
占
い

⇔
。
卜
。
。
。
9
》
弓
饗
昌
。
似
）
が
可
能
で
あ
っ
、
た
と
い
う
点
で
、
完
全
に
私

有
権
が
成
立
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
私
領
地
は
私
有
財
産
を
意
味

す
る
ヨ
鵠
犀
で
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
地

租
受
領
証
諺
℃
国
い
ロ
。
H
④
N
（
三
＝
一
年
度
）
で
は
《
》
げ
卿
一
、
く
昌
巳
ヨ

の
私
有
地
邑
節
》
に
属
す
る
小
村
を
耕
す
諺
膨
面
貯
Φ
と
Q
。
置
型
ρ

の
二
人
の
コ
プ
ト
人
が
当
該
の
地
租
を
支
払
っ
て
い
る
。
な
お
ギ
リ

シ
ア
語
の
私
領
地
。
ξ
“
食
の
流
れ
を
く
む
麟
妻
ω
好
ρ
も
パ
ピ
ル
ス
文

書
に
散
見
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
制
度
的
に
は
臼
愚
、
の
範
曙
に
属
す

る
土
地
で
あ
る
。

結

語

　
以
上
、
ア
ラ
ブ
征
服
期
か
ら
、
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
に
至
る
エ
ジ
。
フ
ト

の
土
地
制
度
を
検
討
し
て
き
た
が
、
次
の
よ
う
に
総
括
す
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
ア
ラ
ブ
征
服
期
か
ら
ウ
マ
イ
や
朝
中
期
ま

で
は
、
ア
ラ
ブ
帝
国
に
お
け
る
統
治
方
針
と
し
て
、
ア
ラ
ブ
軍
に
農

村
地
帯
に
お
け
る
居
住
や
農
地
の
所
有
を
認
め
ず
、
主
要
な
軍
事
都

市
に
居
住
さ
せ
、
土
地
は
前
代
に
引
き
続
き
、
原
住
民
が
保
有
す
る

ま
ま
に
し
た
。
し
た
が
っ
て
土
地
の
大
部
分
は
、
村
落
共
同
体
を
基

盤
に
置
く
コ
プ
ト
農
民
の
保
有
地
か
ら
な
り
、
そ
の
農
民
の
身
分
は

ザ
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自
作
農
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
外
に
は
教
会
領
や
修
道
院
領
、
そ
れ
に

コ
プ
ト
人
や
ロ
ー
マ
人
の
有
力
者
が
所
有
す
る
わ
ず
か
の
私
領
地
が

存
在
し
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
が
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
二
世
紀
に
入
る
と
、
原
住
民
の
保
有
地
を

ム
ス
リ
ム
全
体
の
た
め
の
不
可
分
の
土
地
と
し
て
、
法
制
的
に
固
定

化
し
よ
う
と
し
た
ウ
マ
ル
日
程
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
の

統
治
方
針
は
放
棄
の
や
む
な
き
に
至
り
、
ア
ラ
ブ
人
の
農
村
地
帯
へ

の
定
住
化
が
始
ま
っ
た
。
農
村
地
帯
に
入
植
し
た
ア
ラ
ブ
は
、
概
し

て
購
買
な
ど
の
手
段
に
よ
っ
て
か
な
り
の
土
地
を
所
有
す
る
よ
う
に

な
り
、
地
方
の
有
力
地
主
と
し
て
土
着
化
し
て
行
き
、
コ
プ
ト
農
民

の
う
ち
に
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
ラ
ブ
地
主
の
分
益
小
作
人
日
壽
帥
凱
．

と
な
っ
て
、
そ
の
保
護
下
に
入
る
者
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
間
に
、

本
論
で
は
あ
ま
り
触
れ
な
か
っ
た
が
、
ウ
マ
イ
や
朝
末
期
か
ら
ア
ヅ

バ
ー
ス
朝
に
か
け
て
、
コ
プ
ト
農
民
の
大
規
模
な
抗
租
運
動
が
上
・

下
エ
ジ
プ
ト
に
起
こ
り
、
と
き
に
は
ア
ラ
ブ
の
地
主
層
ま
で
も
が
こ

れ
に
参
加
し
た
。
こ
の
抗
租
運
動
は
百
年
以
上
に
わ
た
っ
て
断
続
的

に
発
生
し
た
が
、
こ
れ
は
ア
ラ
ブ
の
農
村
地
帯
へ
の
定
住
化
と
相
挨

っ
て
、
従
来
の
コ
プ
ト
人
村
落
共
同
体
の
再
編
を
促
す
こ
と
に
な
っ

た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“

　
こ
の
よ
う
な
エ
ジ
プ
ト
の
農
村
社
会
の
変
容
を
さ
ら
に
徹
底
化
し

た
の
は
、
親
た
な
貴
族
層
と
も
い
う
べ
き
ア
ラ
ブ
人
や
ト
ル
コ
人
の

高
級
宮
僚
や
土
着
の
富
裕
階
級
に
よ
る
広
大
な
私
領
地
理
団
9
1
．
の
所

有
で
あ
っ
て
、
ほ
ぼ
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
三
世
紀
初
頭
ご
ろ
よ
り
急
激
に
進

行
し
始
め
た
現
象
で
あ
る
。
こ
の
私
領
地
の
地
主
た
ち
は
、
こ
れ
ま

で
の
ア
ラ
ブ
地
主
と
異
な
り
、
当
初
は
自
己
の
土
地
と
の
結
び
つ
き

の
希
薄
な
不
在
地
主
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
所
有
権
が
相
続
な
ど
に
よ

っ
て
子
孫
に
引
き
継
が
れ
る
に
つ
れ
、
直
接
自
己
の
私
領
地
に
住
ま

な
く
と
も
、
近
隣
の
都
市
な
ど
に
住
ん
で
、
次
第
に
土
着
性
を
強
め

て
い
っ
た
。
実
は
、
こ
の
こ
ろ
よ
り
エ
ジ
プ
ト
に
お
い
て
納
税
請
負

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

制
ρ
ρ
審
冨
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
豪
族
化
し
た
私
領
地

の
有
力
地
主
た
ち
は
、
納
税
請
負
人
（
ヨ
暮
ρ
ρ
ρ
9
5
と
し
て
徴
税

権
を
も
掌
握
す
る
よ
う
に
な
り
、
慮
己
の
勢
力
範
囲
に
あ
る
地
方
の

支
配
権
を
強
化
す
る
の
で
あ
る
（
o
団
■
》
憎
］
円
】
U
　
】
p
。
　
漕
Q
o
Φ
）
。
　
な
お
私

領
地
と
な
っ
た
村
や
土
地
の
農
民
た
ち
は
、
た
と
え
小
作
農
で
あ
る

に
し
て
も
、
自
己
の
占
有
地
の
地
租
を
み
ず
か
ら
政
府
に
納
め
る
と

い
う
こ
と
で
、
身
分
的
に
は
ま
だ
自
由
な
存
在
で
あ
っ
た
。
ア
イ
ユ

！
ブ
朝
以
後
、
イ
ク
タ
二
君
が
成
立
す
る
と
、
小
作
人
た
ち
は
イ
ク

タ
ー
保
有
者
の
農
奴
愈
H
舅
に
転
落
し
て
し
ま
う
が
（
届
箪
H
い
。
。
ε
、
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こ
の
点
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
下
の
農
民
と
は
ま
っ
た
く
事
情
を
異
に
し
て

い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
エ
ジ
プ
ト
の
農
村
社
会
は
、
征
服
当
初
の
単

純
な
構
造
か
ら
、
ア
ッ
パ
…
ス
朝
時
代
の
複
雑
に
重
層
化
し
た
構
造

へ
と
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

①
初
期
イ
ス
ラ
ー
ム
時
代
の
土
地
百
度
に
つ
い
て
、
直
接
的
あ
る
い
は
間
接
的
に

　
触
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
近
年
で
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
．
鋭
．
｝
U
口
昌
”
日
僧
、
ほ
σ
p
7
．
H
轟
ρ
巴
－
5
江
鴇
9
囲
二
ゐ
ρ
同
旨
巴
－
轟
営
．
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由
戯
訓

　
　
（
b
δ
9
σ
q
げ
伽
p
旦
ド
逡
Q
。
Y
O
7
p
讐
①
円
H
目
・

　
設
い
§
砦
①
α
Q
器
a
』
ω
同
時
一
〇
富
×
暮
δ
口
欝
昏
o
o
冨
。
。
甑
。
℃
o
ユ
0
9
ぞ
三
μ
紹
㊦
－

　
　
o
同
旨
器
臨
。
器
昌
。
Φ
伴
o
o
貯
〇
二
旨
ω
言
コ
8
ω
言
H
冨
ρ
℃
（
O
o
℃
o
巳
誉
σ
q
o
P
δ
切
O
y

　
　
O
財
騨
℃
梓
①
円
H
山
H
H
．

　
U
．
ρ
U
㊦
ロ
督
O
窪
噂
O
O
ロ
〈
Φ
嵩
δ
昌
ρ
昌
α
仲
プ
O
　
℃
O
嬬
峠
P
躍
　
言
　
①
曽
円
ぐ
H
。
。
冨
ヨ
曜

　
　
頃
帥
同
く
P
同
α
d
昌
一
〈
．
℃
同
O
G
。
ω
じ
ド
リ
⊂
n
9

　
＞
．
H
〈
■
ψ
い
ρ
ヨ
げ
汁
o
P
び
p
ロ
α
一
〇
H
α
即
鵠
α
℃
o
器
ρ
引
け
ヨ
℃
㊦
誘
昼
魑
（
U
o
コ
α
o
P

　
　
お
㎝
ω
）
．
℃
㊤
金
工
O
げ
㊤
導
曾
H
晶
H
，

　
ρ
O
巴
δ
戸
ピ
、
0
＜
o
冨
窪
。
轟
縣
Φ
一
．
置
萄
．
α
鐸
H
〆
。
p
口
×
昌
目
①
ω
δ
9
P
（
｝
亭

　
　
昌
巴
o
ρ
帥
8
嵩
。
ヨ
凶
。
甲
o
Q
o
9
仙
舷
？
Ω
三
＝
こ
。
舞
δ
諺
”
お
㎝
ω
噛
b
や
ま
1
認
Y

　
＞
．
H
（
’
ψ
り
帥
日
σ
8
戸
甥
O
自
8
鉱
O
冨
。
α
o
嵩
自
δ
β
3
．
噂
（
〉
円
ρ
玄
。
碧
ム
謝
冨
旨
｛
O

　
　
珍
帽
α
冨
ω
　
一
コ
属
O
昌
O
巴
O
｛
　
頃
。
｝
9
閃
■
O
一
σ
げ
嘲
O
阜
○
凸
竃
馬
肉
α
［
ω
一
回
U
⑦
戸
α
O
P

　
　
一
〇
①
伊
℃
℃
．
繊
Q
。
I
G
。
蕊
）
9
　
　
　
　
　
、

　
佐
藤
圭
四
郎
「
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
中
期
の
土
地
所
有
形
態
ー
ク
ム
年
代
記
を
中
心

　
と
し
て
一
」
『
文
化
』
第
二
九
巻
三
号
、
昭
和
四
十
年
。

　
鵬
田
嚢
平
「
イ
ス
ラ
ム
国
家
の
成
立
」
第
二
章
四
節
（
岩
波
講
座
鴨
世
界
歴
史
』

　
8
、
六
二
一
六
八
頁
）

②
前
掲
ρ
O
昌
魯
な
ら
び
に
嶋
田
氏
の
論
文
参
照
。

③
拙
稿
「
ア
ラ
ブ
の
エ
ジ
プ
ト
征
服
を
め
ぐ
る
論
争
に
つ
い
て
」
『
西
南
ア
ジ
ア

　
研
究
臨
　
一
四
冒
写
、
　
山
ハ
ニ
｝
員
ム
参
照
。

④
　
o
h
．
帥
学
切
a
＆
p
三
”
麟
岸
9
げ
甥
雷
慈
ケ
巴
－
げ
三
〔
冨
踵
（
藍
σ
o
同
文
置
弼
二
σ
q
墨
鉱
。
昌
置

　
図
。
σ
q
δ
コ
田
戸
r
｝
傘
鷺
・
い
α
o
O
o
o
器
ザ
図
P
ω
o
o
‘
い
犀
σ
q
α
⊆
三
切
㊤
峠
p
〈
o
密
三
層

　
｝
O
㊦
Q
。
Y
や
ト
。
こ
‘
前
．
掲
拙
稿
六
九
・
七
［
頁
、
お
よ
び
拙
稿
「
ア
ラ
ブ
征
服
期

　
に
お
け
る
エ
ジ
プ
ト
の
税
制
に
つ
い
て
」
『
史
林
』
四
九
巻
一
　
、
「
号
、
六
二
頁
参
照
。

⑤
　
拙
稿
「
ア
ラ
ブ
征
服
期
…
…
」
八
八
頁
註
⑬
参
照
。

⑥
前
掲
拙
稿
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

⑦
前
掲
嶋
田
論
文
五
八
i
五
九
頁
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

⑧
．
こ
の
伝
承
は
｝
げ
O
ρ
＠
三
ス
お
。
。
鵠
醤
鴬
）
↓
．
〉
げ
ユ
拶
7
図
昌
重
三
げ
・
ω
霞
畠
ザ

　
（
δ
触
出
暑
鶯
）
↓
．
諺
σ
二
八
出
帥
ぴ
げ
■
0
巴
営
（
卜
。
悼
ω
霞
醤
演
）
の
系
譜
と
く
ρ
N
嵐

　
げ
‘
諺
び
一
＝
p
σ
皆
↓
扇
げ
昌
い
q
ず
p
蜜
、
ρ
↓
H
げ
口
薫
9
げ
σ
↓
諺
ザ
ヨ
p
α
げ
■
．
｝
ヨ
同
お
よ

　
　
　
　
　
●

　
び
曽
7
U
ρ
蜜
貯
σ
9
0
D
露
．
O
↓
．
》
げ
蹴
㊤
Ψ
寓
巴
郎
σ
■
寓
ρ
ω
㌶
目
㊤
の
系
譜
に
よ
っ
て
俵

　
え
ら
れ
て
い
る
。
最
初
の
伝
承
系
譜
の
　
》
寓
ρ
騨
σ
罫
．
〉
げ
ユ
巴
－
国
画
ヶ
ヨ
餅
昌
一
）
■

　
て

　
ω
旨
p
団
廿
に
つ
い
て
は
H
び
ロ
。
り
ρ
．
α
〈
H
押
出
N
竃
9
頗
紅
影
げ
μ
＜
、
ら
。
α
讐
Φ
？
㊤
O
…

　
円
9
σ
マ
昌
σ
石
臼
H
”
ω
O
。
。
“
ω
嵩
口
切
一
片
お
G
。
占
ω
“
参
照
。
こ
れ
ら
の
系
譜
の
う
え
で

　
は
、
さ
ほ
ど
問
題
は
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
ア
ラ
ブ
軍
は
ほ
ぼ
部
族

　
も
し
く
は
氏
族
単
位
で
構
成
さ
れ
、
そ
の
各
部
隊
ご
と
に
指
定
地
の
町
村
名
が
以

　
下
の
よ
う
に
列
記
さ
れ
て
い
る
。

　　

G
誌
讐
幽
し
1
蕾
導
・
・
ぢ

　
　
国
郎
血
ρ
覧
麟
－
切
ρ
昌
斜
切
口
鴇
μ

　
　
．
》
α
宅
倒
ロ
藩
一
切
O
鶏
H
魑
塾
員
昌
段
層
∪
上
げ
ρ
丸
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昼
〉
肩
馬
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b
d
巴
一
露
一
1
竃
9
艮
層
月
二
轟
げ
蔓
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て

　
　
閏
p
プ
ヨ
麟
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〉
叶
昌
ρ
．
〉
団
鵠
o
Q
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ヨ
ρ
ン
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円
p
能
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竃
ρ
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黙
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↓
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9
9
嘲
目
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ヨ
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績
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巴
右
践
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鱗
一
i
餌
ザ
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麸
団
伽
昌
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｝
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H
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く

⑬　
　
な
お
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ブ
ソ
窺
ア
ブ
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ゥ
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既
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o
D
帥
昌
障
σ
．
．
〉
σ
山
p
7
図
p
ケ
旨
帥
昌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
巴
ー
ン
含
畠
岳
1
Ψ
H
σ
鄭
芝
p
財
げ
の
諾
兼
言
で
、
o
D
霞
滞
ダ
Q
D
旨
旨
冤
団
斜
劉
の
鐸
購
9
風
同

　
な
る
者
が
俸
給
の
少
額
を
理
由
に
、
総
督
の
許
可
な
く
、
こ
の
禁
令
を
犯
し
て
農

　
耕
を
行
な
っ
た
た
め
に
、
総
督
の
も
と
に
召
喚
さ
れ
、
つ
い
で
カ
リ
フ
…
ウ
マ
ル

　
の
も
と
に
赴
い
て
、
そ
の
罪
を
認
め
た
、
と
い
う
話
を
伝
え
て
い
る
（
国
巴
窮
ヨ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

　
一
曾
…
o
匝
¢
搾
鼻
口
嘲
器
O
凸
①
O
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毎

⑭
と
く
に
サ
ワ
ー
フ
ィ
ー
の
拡
大
に
努
め
た
と
い
わ
れ
る
ム
ァ
ー
ヴ
ィ
や
一
世
で

　
も
、
そ
の
対
象
地
域
は
サ
ワ
ー
ド
の
ほ
か
、
シ
リ
ア
・
ジ
ャ
ズ
ィ
ー
ラ
・
イ
ェ
ー

　
メ
ソ
で
あ
っ
た
と
い
う
（
く
β
．
ρ
帥
寓
H
押
卜
。
刈
。
。
）
。
前
掲
嶋
凪
論
文
六
三
頁
参
照
。

⑮
こ
の
こ
と
が
あ
っ
て
、
こ
の
土
地
は
以
後
レ
万
富
舞
巴
渉
菩
轟
村
と
呼
ば

　
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
場
所
は
カ
イ
ロ
の
北
郊
に
当
た
る
。

⑯
　
拙
稿
「
ア
ラ
ブ
征
服
期
…
…
」
六
六
一
六
七
頁
参
照
。

⑰
前
掲
拙
稿
七
八
－
八
三
頁
。

⑱
貯
象
。
げ
δ
切
と
は
、
十
五
年
を
周
期
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
る
税
年
度
の
こ
と
で
、

　
ビ
ザ
ソ
ツ
の
遺
制
で
あ
る
。
当
時
の
貯
象
。
識
。
ロ
の
始
期
に
つ
い
て
は
、
餌
■
回
■

　
切
①
醤
（
℃
9
　
】
じ
O
湿
α
．
娼
■
　
同
O
幽
讐
　
昌
O
け
O
　
H
ω
）
に
よ
っ
て
も
、
　
い
．
O
霧
㎝
o
⇒
（
目
p
解

。
。
H
H
。
旦
。
嵩
測
目
。
露
。
ヨ
・
。
一
昌
目
ρ
村
ぐ
｝
H
p
σ
凋
藁
・
や
・
。
§
・
。
汁
⑦
§
に

　
よ
っ
て
も
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
種
々
の
文
応
に
記
載
さ
れ
て
い
る
日
付
か
ら
、

　
℃
餌
。
げ
。
⇔
月
（
コ
プ
ト
暦
第
九
月
）
六
目
（
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
暦
五
月
一
日
）
に
あ

　
つ
た
こ
と
は
問
違
い
な
い
。
o
h
勺
．
び
。
昌
9
⇔
。
H
ω
㎝
9
お
α
N
お
①
b
。
℃
H
凸
ω
嚇
同
嵩
声

　
同
劇
Q
o
α
…
℃
○
》
》
ロ
。
b
⊃
ρ
b
Ω
掃
●

⑲
　
切
①
＝
は
こ
の
第
三
貯
象
。
鉱
。
盛
年
・
を
七
二
〇
年
・
に
麗
い
て
い
る
が
、
　
こ
れ
は

　
誤
り
で
あ
る
。
U
¢
昌
器
簿
が
正
し
く
指
摘
し
た
よ
う
に
（
一
〇
四
頁
）
、
こ
の
帳

　
簿
の
現
金
税
総
額
ω
9
ド
＼
‘
・
8
一
遣
口
が
、
国
U
o
巳
．
口
。
麦
焦
の
四
七
八
行
に

　
記
さ
れ
て
い
る
第
二
貯
巳
。
鉱
。
昌
年
の
国
庫
納
付
額
の
ω
①
畑
＼
。
。
ω
9
霊
草
と
一

　
致
す
る
と
こ
ろ
が
ら
、
こ
の
第
三
ヨ
巳
。
餓
。
瓢
年
は
七
二
〇
年
よ
り
｝
周
期
前
の

　
七
〇
五
年
目
あ
る
。

⑳
）
9
．
℃
■
じ
9
乙
．
や
P
b
o
ρ
昌
。
冨
這
G
◎
9

⑪
　
℃
ω
屠
昌
。
一
H
は
村
長
の
窯
貯
帥
（
竃
㊦
コ
霧
）
が
、
権
利
な
く
不
当
に
何
デ
ィ

　
ー
ナ
…
ル
か
を
坂
り
立
て
た
と
い
う
訴
え
が
村
民
か
ら
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
訴
え

　
が
箕
実
で
証
拠
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
両
者
を
召
喚
し
て
、
村
民
の
権
利
を
回
復

　
さ
せ
、
人
血
を
圧
制
す
る
な
、
と
い
う
も
の
。
日
付
は
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
九
㎝
年
ゆ
口

（76）76
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7
麓
、
置
月
（
七
一
〇
年
九
月
）
。
勺
〉
男
郎
。
b
。
は
農
民
の
∪
9
，
’
五
鼎
（
U
p
く
乙
）
と

　
い
う
者
か
ら
、
村
長
が
権
利
な
く
不
当
に
彼
の
家
財
そ
の
他
を
差
押
さ
え
た
と
い

　
う
訴
え
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
書
簡
が
着
き
次
第
両
者
を
召
喚
し
て
、
訴
え
が
真

　
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
∪
9
、
’
〈
民
の
権
利
を
回
復
さ
せ
、
人
民
を
圧
糊
せ
ず
、
そ
の

　
よ
う
な
村
長
は
農
民
の
家
々
か
ら
厳
し
く
追
い
出
せ
と
い
う
も
の
。
日
付
は
ヒ
ジ

　
ユ
ラ
暦
九
頭
親
冨
ヨ
践
ぎ
月
（
七
〇
八
年
七
／
八
月
）
。
　
こ
れ
ら
の
命
令
欝
の

　
園
長
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
、
そ
れ
は
こ
う
し
た
訴
願
が
よ
く
あ
り
、
そ
の
処
理
法

　
も
慣
例
化
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
村
長
以
外
の
村
民
、
お
そ
ら
く
は

　
村
の
有
力
者
に
よ
る
不
当
行
為
の
訴
願
を
扱
っ
た
命
令
書
も
あ
る
（
〉
勺
国
リ
ロ
。

　
μ
頓
倉
ド
α
㎝
W
弓
》
男
⇒
。
ド
）
。

⑫
　
ア
ラ
ブ
声
量
ム
カ
ー
テ
ィ
ラ
が
「
ム
ハ
ー
ジ
ル
ー
ソ
」
と
も
呼
ば
れ
た
こ
と
に

　
つ
い
て
は
、
前
掲
嶋
田
論
文
五
九
頁
参
照
。

㊧
　
住
民
に
か
か
る
租
税
は
ま
た
「
カ
リ
フ
》
制
海
撃
・
甲
窯
麟
、
ヨ
貯
冒
の
権
利
で
あ

　
る
」
と
い
う
表
現
も
さ
れ
て
い
る
（
勺
ω
郭
　
嵩
。
　
目
旧
　
勺
巳
　
い
O
μ
㎝
．
　
昌
。
　
目
Q
Q
幽
㊤
「
目
Q
Q
o
Q
O
）
。

r
⑳
　
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
和
約
（
噛
。
げ
昌
ド
リ
ω
も
か
O
区
営
’
H
刈
歯
b
。
）
の
一
条
件
で

　
あ
っ
た
教
会
不
可
侵
は
、
総
督
ア
ム
ル
の
在
任
中
忠
実
に
守
ら
れ
、
教
会
の
財
産

　
か
ら
は
何
も
取
ら
れ
な
か
っ
た
が
（
冒
げ
”
野
。
O
ρ
O
〆
区
▼
ω
）
、
そ
の
後
か
な
り
早

　
く
か
ら
諸
税
対
象
と
な
っ
て
い
た
。

㊧
ウ
マ
イ
や
朝
に
お
け
る
税
制
の
展
開
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
初
期
イ
ス
ラ
ー
ム
時

　
代
エ
ジ
プ
ト
税
制
史
研
究
」
（
未
刊
行
）
の
第
三
章
「
ウ
マ
イ
や
朝
期
に
お
け
る
税

　
制
に
つ
い
て
」
で
詳
し
く
論
じ
た
の
で
、
本
稿
で
は
あ
ま
り
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。

⑳
9
Q
。
p
鼠
毎
ω
サ
℃
ρ
〈
嘲
器
旧
℃
○
》
》
や
。
。
幽
℃
．
い
。
巳
■
や
×
誤
く
罫

⑳
　
人
頭
税
は
各
人
に
一
定
額
が
課
せ
ら
れ
る
の
で
な
く
、
貧
窟
に
よ
っ
て
差
が
あ

　
り
、
そ
の
差
は
｝
定
の
比
率
、
す
な
わ
ち
人
頭
率
で
表
わ
さ
れ
る
。
そ
し
て
実
際

　
　
の
人
頭
税
の
金
額
は
、
し
か
る
べ
き
額
に
そ
の
人
頭
率
を
乗
じ
て
決
め
ら
れ
る
。

　
人
頭
率
の
決
定
は
各
地
方
で
異
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
第
W
表
参
照
。

働
ウ
マ
ル
ニ
世
の
敏
革
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
「
初
期
イ
ス
ラ
ー
ム
蒋
代
モ
シ
プ

　
ト
税
制
史
研
究
」
篤
＝
　
章
七
節
税
制
の
展
開
②
、
前
掲
嶋
田
論
文
第
三
山
州
二
節
ウ

　
マ
ル
ニ
世
の
改
革
と
そ
の
結
果
、
嶋
田
護
平
「
ウ
マ
ル
ニ
世
の
租
税
政
策
と
そ
の

　
遣
麓
」
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
第
五
五
号
（
昭
和
四
四
年
三
月
）
参
照
。

⑳
　
ω
p
岩
茸
ρ
勺
P
＜
「
認
－
刈
。
。
旧
目
（
冒
a
“
O
嚇
く
帥
．
ρ
口
書
＝
噛
ω
鳶
旧
謬
昌
、
諺
び
α

　
僧
r
斑
9
げ
夢
（
①
へ
r
＞
・
脱
〆
一
昌
｝
昌
岡
⑦
け
O
）
…
帥
7
．
δ
山
巴
－
営
農
F
刈
く
9
。
。
‘
（
帥
学
ρ
巴
冒
貯
P

　
這
ら
占
。
。
y
H
＜
．
駐
ゲ
爵
．
前
掲
嶋
田
「
ウ
マ
ル
ニ
世
の
租
税
政
策
」
一
〇
五
頁
。

⑳
嶋
田
氏
は
研
究
対
象
を
ウ
マ
イ
や
朝
に
限
定
さ
れ
て
い
る
た
あ
か
、
国
家
的
土

　
地
所
有
の
理
論
の
完
成
を
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
初
期
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
具
体
的

　
な
時
期
を
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
実
際
の
税
務
行
政
の
う
え
で
は
、
す

　
で
に
初
代
カ
リ
フ
の
ア
ブ
ル
H
ア
ヅ
バ
ー
ス
（
在
位
七
五
〇
1
七
五
四
年
）
の
と

　
き
に
確
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
セ
ベ
ル
ス
の
教
会
史
に
よ
る
と
、
ア
ブ
ル
麗

　
ア
ッ
バ
ー
ス
は
イ
ス
ラ
ム
に
改
宗
し
て
、
礼
拝
の
勤
め
を
行
な
う
流
す
べ
て
に
人

　
頭
税
鰹
塁
9
を
免
除
す
る
よ
う
に
と
い
う
勅
令
を
帝
国
全
土
に
出
し
た
の
で
、

　
租
税
の
重
荷
か
ら
、
多
く
の
治
者
や
貧
者
が
キ
リ
ス
ト
教
を
否
定
し
て
、
カ
リ
フ

　
に
従
っ
た
、
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
命
令
を
出
し
た
の
は
彼
が
初
め

　
て
で
は
な
い
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
な
っ
た
農
晟
乃
至
は
地
主
は
こ
れ
ま
で
通

　
り
土
地
税
を
支
払
う
が
、
人
頭
税
は
免
除
さ
れ
る
と
い
う
徴
税
理
念
が
、
納
税
者

　
側
に
お
い
て
も
微
底
化
し
た
の
は
こ
の
と
き
で
、
こ
こ
に
国
家
的
土
地
所
有
の
観

　
念
も
確
立
し
、
の
ち
法
理
論
家
た
ち
に
よ
っ
て
こ
れ
が
イ
ス
ラ
ー
ム
法
と
し
て
合

　
法
化
ざ
れ
る
の
で
あ
る
（
ω
欝
ノ
く
一
二
昌
の
．
℃
O
、
ノ
J
　
H
o
◎
O
）
。

⑳
　
イ
ブ
ソ
甜
ア
プ
ド
ウ
ル
隅
バ
カ
ム
は
三
〇
〇
〇
人
で
な
く
、
五
〇
〇
〇
人
で
あ

　
る
と
い
う
。
セ
ベ
ル
ス
に
よ
る
と
、
入
植
の
ほ
ぼ
十
年
後
ご
ろ
に
つ
い
て
、
切
凶
7

　
げ
契
ω
か
ら
巴
－
〇
三
N
ヨ
ま
で
の
ア
ラ
ブ
族
は
三
万
人
に
の
ぼ
る
と
伝
え
ら
れ
て

　
い
る
（
ω
9
・
言
旨
ρ
勺
9
＜
．
さ
H
）
。

鐙
　
こ
の
カ
イ
ス
族
は
エ
ジ
プ
ト
の
岳
護
9
，
嵩
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
引

　
き
続
き
．
轟
餅
、
と
同
に
ρ
を
受
け
た
は
ず
で
あ
る
が
、
先
住
の
ア
ラ
ブ
人
と
の
あ

　
い
だ
に
差
別
待
遇
が
あ
っ
た
ち
し
く
、
フ
ス
タ
ー
ト
の
ア
ラ
ブ
当
局
と
対
立
す
る

（77）フ7



　
こ
と
が
多
く
、
ア
ッ
バ
ー
ス
家
の
挙
兵
に
さ
い
し
て
も
．
い
ち
早
く
黒
旗
を
翻
し
、

　
ウ
マ
イ
や
家
に
叛
い
て
い
る
（
穴
貯
象
り
q
＞
。

鐙
　
》
昌
自
民
へ
の
ア
ラ
ブ
の
入
植
に
つ
い
て
は
、
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
二
四
九
年
の
年
丹

　
の
あ
る
9
プ
d
駆
ヨ
ロ
昌
P
。
団
昌
地
方
の
灌
概
用
特
洌
賦
課
割
当
簿
｝
勺
国
い
⇒
。
卜
。
q
。
刈

　
も
参
考
に
な
る
。
こ
れ
に
は
》
昌
噸
ぽ
帥
出
身
の
多
く
の
ア
ラ
ブ
人
名
が
記
載
さ
れ

　
て
い
る
。
第
二
表
参
照
。

⑳
　
コ
プ
ト
人
と
ア
ラ
ブ
名
の
地
租
納
税
者
も
し
く
は
地
主
が
入
り
混
じ
っ
て
列
記

　
さ
れ
て
い
る
税
務
帳
簿
は
多
い
。
コ
プ
ト
人
と
ア
ラ
ブ
名
の
比
率
は
文
書
に
よ
っ

　
て
ま
ち
ま
ち
で
、
ご
く
わ
ず
か
の
ア
ラ
ブ
名
に
対
し
、
大
半
が
コ
プ
ト
人
で
占
め

　
ら
れ
て
い
る
黒
影
や
そ
の
逆
の
場
合
、
あ
る
い
は
あ
い
半
ば
し
て
い
る
場
合
な
ど

　
が
あ
る
。
文
選
記
載
上
の
特
徴
と
し
て
は
ア
ラ
ブ
名
で
は
「
某
々
の
子
」
と
い
う

　
意
味
で
、
げ
ぎ
が
付
さ
れ
て
い
る
の
に
、
コ
プ
ト
名
で
は
σ
貯
を
付
さ
な
い
こ
と

　
が
多
い
。
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
語
文
書
の
名
残
り
で
あ
る
。
な
お
地
積
数
も
し
く
は

　
税
額
の
僅
少
さ
か
ら
、
直
接
耕
作
者
に
闘
す
る
帳
簿
と
考
え
ら
れ
る
文
書
で
は
、

　
コ
プ
ト
人
の
み
で
占
め
ら
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
わ
ず
か
の
ア
ラ
ブ
名
が
混
ワ

　
て
い
る
場
合
が
圧
倒
的
に
多
い
。
　
9
諺
三
図
い
昌
。
卜
。
嵩
l
b
。
卜
⊃
ρ
重
い
。
I
N
G
。
b
σ
．
b
。
蒔
O
…

　
跨
勺
芝
ロ
。
b
。
メ
た
だ
し
最
後
の
も
の
は
、
時
代
が
下
っ
て
十
世
紀
ご
ろ
に
当
た

　
り
、
列
記
さ
れ
て
い
る
ア
ラ
ブ
名
の
大
半
は
改
宗
コ
プ
ト
人
と
み
な
さ
れ
る
が
、

　
断
言
は
で
き
な
い
。

㊧
　
調
印
｝
O
村
。
ぴ
諺
9
口
『
国
塊
9
同
瞬
導
Φ
’
＜
o
ユ
島
。
酬
》
鑓
録
。
℃
9
℃
鴇
蝕
（
O
帥
貯
ρ

　
お
詔
）
噛
℃
や
一
も
。
b
。
凸
野

⑯
　
拙
稿
「
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
時
代
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
土
地
の
貸
借
契
約
に
つ
い

　
て
」
　
『
東
洋
史
研
究
』
二
三
巻
二
号
、
｝
四
九
i
五
〇
頁
。

⑳
前
掲
拙
稿
参
照
。

鐙
巴
－
労
9
寓
．
の
支
払
額
は
自
己
の
た
め
の
も
の
と
ヨ
人
の
コ
プ
ト
人
に
代
わ
っ

　
て
支
払
っ
た
額
の
全
額
で
ω
嘘
〉
畠
冒
胃
と
な
り
、
嘘
〉
α
冒
曽
の
未
払
額
が
残

　
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
こ
れ
は
単
な
る
貨
幣
上
の
問
題

　
で
、
額
面
で
は
器
O
冨
警
支
払
っ
て
い
て
も
、
不
良
貨
幣
が
あ
っ
た
り
す
る
の

　
で
、
突
質
額
に
換
算
さ
れ
、
そ
れ
が
。
。
b
。
Q
＞
戯
写
譜
と
な
る
の
で
あ
る
。

離
　
ン
臣
＃
9
ご
昌
σ
q
曾
弩
ω
9
村
ω
㊤
ヨ
ヨ
貯
昌
σ
q
α
自
勺
㊤
℃
旨
話
図
巴
N
富
農
。
σ
q
菊
a
器
き

　
押
（
毛
δ
P
H
o
◎
Q
。
α
＼
Q
。
刈
）
、
や
H
O
Q
o
。

⑳
。
や
》
℃
国
い
ロ
。
置
潜
レ
。
。
。
。
』
。
。
り
…
》
切
男
頃
昌
。
ど
ρ
ρ
。
。
…
｝
憎
≦
昌
。
画
■

　
こ
れ
ら
の
ほ
か
、
所
有
者
の
不
明
な
私
領
地
に
触
れ
て
い
る
文
書
は
い
く
ら
も
あ

　
る
。

⑪
　
o
播
ρ
い
畠
雲
霞
”
ω
2
島
①
口
窪
山
男
o
o
げ
昌
β
瓢
σ
q
ω
’
＜
o
ω
窪
山
貧
霞
㊤
玄
ω
0
9
昌

　
ω
ε
β
震
μ
旨
酔
。
が
｝
目
〇
三
く
○
鼠
¢
馨
巴
艮
噛
図
H
H
＞
I
b
o
（
お
淋
ド
γ
別
表
覇
。

⑫
　
こ
の
調
壷
結
果
の
蔀
分
の
み
を
表
に
し
て
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
表

　
中
の
数
字
に
つ
い
て
は
文
書
の
判
読
が
困
難
な
た
め
、
多
少
の
異
同
が
あ
る
か
も

　
し
れ
な
い
。

a1－Uきm6nayn県諸村家密頭数調査報告書断片

剰余頭数羊頭数1仔羊頭数類別：村名

18

？

10

　76S

　　　650

　　　　26

　　　175

　　　　18

2，467

　　　123

　　　40

　　　　41

　　　320

　　　　　？

　　　　　？

　　　　　？

5，675

　　　3，008

　　　　200

　　　1，400

　　　　134

［　］，140

　　　1，201

　　　　530

　　　　351

　　2，685

　　　1，569

　　　　　？

　　　　　？

baraき地所属

　r工ansafi

　大RaSlmah
　（　　　　　）

　Balstira

近隣qiya’地所属

　Manhari

　Abytiha

　Halmtth

　AbU　Panis

　？esla

　T［　）
　［　　　　　）

183，33623，788計総

（78＞
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初期イスラーム時代のエジプトにおける土地所有について（森本）
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ー
ス
朝
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第1表　第3indiction年度第5区現金税割当査定簿（P．　Lond．1420） 704／05年＝85／86H年

納税者　名 地　　所　　名
土地税　soI． 穀物租　arも． 土地税　SO1． 人頭税　so1．

計
S
O
1
．

穀物租　art．

Menas　Apol16s Belekau 1／2 3 3V2 1／2

Kaumas　Antheria Sarsel七6h 21／2 2▽2 5 3

Psoios　Andreas
Pkathake
okarOU　　　　　　　　　　　　　　　　，

　
1
1
ん

　1

P／3 11ん 11／2 22／3 11ん

Amm6niu 81／2 10

正lorsenuphios　HermaOs Pankul他 11／2 11／2 101／2 4 14ソ2 121／2

Piah　Alau 1／2 1

Piah　BOO夏 1／2 1／2

Abraham　Theodosios Piah　KaIn 1 11／2 21／2 41／2 7 3

Hagiu　Bikt6r 1 1

Bethanias　王）kaloos PkarOu v3 0 1／3 1／3

Taam，∫ohannes　Th〔　　〕1iaie＆　Eudoxia

PkarOU＆Belekau 2V3 0 21／3 21／3

Bikt6r　Gerontios Sarnachere＆Tagape 2／3 0 2／3 2／3

Georgios　Taam Tsament 1v3 2 31ん 11！2

Johannes　Abraham Abba　EnOch 1 3 4 0

Zacharias　Senuthios K6metu 3 1／2 31／2 0

Tagape＆Samachere 2／3 2／3

Samachere，　BiktOrの代 1／2 1／2

Taprama，　Klaudiosの代 1 1

Hagias　Marias 11／3 22／3

Horuonchios　Onnophrios
Tapubis，　Theodosiosの代Piah　David 2V2

P1／2

21／2

@1
142／3 4 182／3 141ん

Besnatet 2 2

H．Mari，，　Leontiosの代 21／3 12／3

ibid．，　Andreas司祭の代 21／3 22／3

Hyiu　Pson 1／2 5／6

（
O
。
。
）

O
◎
D



（
笹
纈
）
＞
3
0
起
樽
双
調
昭
ゆ
匁
魯
り
＝
、
昏
H
e
鉦
壇
く
一
恥
ベ
ヤ

n

納税　者　名

En6ch　PhoibammOn司祭
司祭Herakleiosの子供たち

Theod6ros　Athanasios

I（olluthos　Dioskoros司祭

Theod6ros　Taam

I〈auro　Phoibamm6n

Kyrillos〔Ezelciel〕の妻

Apo110s　K：011uthos司祭

Musaios　PhoibammOn司祭

Makarios　Apa　Terとその兄弟

Makarios　Tsekrujの妻

Musaios　Gerontios

Senuthios　Theodosios

Romanos　Petros

Pelcysios　｝lerma6s　＆　Johannes

　　　　　　　コ
Pw6nesh　Gamulとその子

Plcore　Pakos

地 所 名

Abba　En6ch
Sarselt6h

Tleuei

Trapetei
Hyiu　Charis

Keratas

Abba　EnOch
Zminos

I－lagiu　Pinuti6nos

Pool
Sanlente
Abilu

｝lagiu　Phoibamrn6nos

Tselcruj

Tagape　＆　Samachere

ibid．

Samachere

Patanube
〔　　〕，Theodosiosの代
Pate

Phib　Pham
Keゴatas
phib　Pham，　Andreasの代
Hagiu　EnOch
Hyiu　Pson

Selsil

土地税
　sol．

1ん

　2

1：f3

1i／2

5／6

4

　1

　1

　1

　3

　1

1／3

1／2

穀物租
　art．

0
0
◎

12／3

1i／2

S／6

4

　1

　1

1／2

？

？

？

　1

繍税

3
　
2
　
り
”
　
　
　
　
3

▽
2
V
▽
2
ん
／
2
▽

2
く
ま
2
　
1
1
2

4

　2

　1

e／3’

2／3

　3

6

s6／6

5

人頭税
　sol．

ん
3
1

2

0
　

1
0
0
0
o

2
0
0
0
2

2i／2

4

2i／2

計
sol．

　
　
0
’

3
5
／

　
ユ　
2

0
μ

／12

　
　
ロ

3
ん
ん
1
一

　
昌
昌
2

4

4

　1

2f3

2／3

　5

8i／2

95ん

7エ／a

穀物租
　art．

3
　
　
2

／
3
ノ

エ
　
　
エ

2
　1

3

％
ん
ん
協

2
1
1
2

4

　3

　1

a／3

2f3

6

6

si／2

7

（
H
Q
Q
）
囲



納　税　者　名

∫oseph司祭

Pachymis　Chryse

Severos　Pacho

Psulce　Ts6ne　Kui

Psepnuthios　Elias

Tsenuthis　Leontios

Eiias　＆　Maria　Ezekiel

Phoibamm6n　Bikt6r＆Jakob司祭

Aar6n　Syme6n

Senuthios　Dianos

Patrikia　PhoibammOn

Menas　Pekysios　’　’
Senuthios学者

Psacho　Patermuthios

Plakydos息子たち

Psacho　Marsabau

Pesate　Horuonchiosとその兄弟

Pasemの妻

Psere　Theodosios

Tekrompias，　Barousの萎

Phoibamm6n　Kolluthos

Musaios　Mias

David　Pesente　．

地 所 名

（Hagiu　Pinuti6nos）

Kalamotre

Belekau

Tcho玉ras

Abba　En6ch
Trapetei

Lachanias

Abba　Taurinu

ibid．

ibid．

Hagiu　PinutiOnos

Kalamotre　＆　Hyiu　Pson

Tsan　Kui

Promou
SeriOnos

Papo　Gamul

Thoole

Phene

Sasnoeit

Piah王（am

Neei．　Se
ErtadOre

Hagiu　Phoibammonos
Pharapane

Ertad6re

Pool

土地税
　sol．

11／3

　4
1fi／3

5f6

　1

穀物租
　art．

1
4
2

1／3

　0

土地税
　sol．

・
3
輪
2
・
雛
2
跳
2
輪
・
恥
27

　4

　1

2i／3

1エん

15／a

1
2
1
3

人頭税
　sol．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
の

0
2
1
2
2
0
0
0
0
0
0
／
0

　4

o

　4

11／2

　1

　0

2i／3

　0

　2

1i／2

　2

計
sol．

1
5
％
4
3
／
・
2
％
2
％
1
6
2

　
2
　
　
1
　

3
　
1

7

　8

2i／2

3i／3

11／1

4i／6

　1

　4

2i／2

5

穀物租
　art．

2
3
協
0
0
ん
礎
％
2
％
－
～
～

　
1
　
1
2
4
1

7

，
．
，
曜
3
2

1／3

1
0
0
n
V

（
㎝
。
。
）

認



，

（
鰻
櫻
）
〉
二
Q
六
白
霞
謂
u
「
ゆ
匁
魯
起
み
駅
瓢
貝
e
紀
盤
4
！
伽
K
や

第皿表　簗2indiction年度第3区現金税割当査定簿（P．　Lond、1421） 703／04年＝84／85H脅二

納　税　者　名

Apollos　Zenobios

Apo　Kyros　Samuei

PebO　Heralcleios

〔
〔

｛

（

・）　Panube

）　Psenn6r

）

）

Andreas　［

BiktOr　Pteors

）

地 所 名 土地税
　soL

Neu　1〈tematos
Abalctu　’

Psusire
Pkelech

Abba　jakob
My16narchu
Plein

Neu　Ktematos
PauOs　Psyru

Pagathon
Pasod6ru
ibid・，　Georgios．の代

Talita

？senn6r

c　］
asTeu　1〈tematos

［ ）
Kakui
c ）
Pakis
（
Zygu

］

Sineloole

Bes　Sem

Saumott
Tsuu

1
1

22ん
12／3

5ん
1／2

　？

　1
　？

12f3

12／3

　0

9
臼
－

？

　1

？

1／2

？

　2

1
2

21ん

2ん

穀物租
　art．

凸
∪
－

　3

　0

　1
7／12

slh
　o

41ん

　o

　o
gi／2

，
■
，
。

　7

　1
　？

13／4

　？

　2

1
4
03i／3

土地税
　sol．

2

122f3

3i／3

3i／3

　1

3

10i／，

3

si／2

人頭税
　sol．

o

o

1

0
0
o

o

o

1

維持費
　sol．

1／3

2

22／3

0
0
o

，
「

o

12／3

L
一
工

妻
π
O

　
S

2i／3

142ん

7

3if3

　1

3

〔101ん以上〕

3

sl／6

穀物租
art．

1

143／，

9i／2

〕

0

〔4

り
．

〔113ん以上〕

5

3i／3

（
。
，
。
っ
）

◎っ

O9



納　税　者　名
～
旧

地 所 名

Pekysios　lsaal［

Panychateの妻
Paulos　Dukaiの妻

Johannes　Herma6s

En6ch　Phibの妻と他

Epiphanios　Patermuthios

Ni’laria　（

〔
ノ
ー
」
r
し

。

　　　　）

）b

）

］　Johannes

）

Pso［　）ruE
Noeliu

Sa皿akullei

Hieral｛inos

Phannthe

Noeliu

Pham

Kerebin

Arnma　Theldas

Sasu

？uamhmu
Sasu

Pa亡kalee正e

（　）

Neu　Ktematos

土地税
　sel．

　1

11ん

1
1

1／2

1／2

丁田i擁継
　　　　　I！l，

　　　　　jj

0
0

11／2

11／2

1
1

3

2ん

112

2

3

2

1f2

4

1／2

1

1

人用税
　soL

n
U
（
）
0
1
∩
V
1

O
1
0
n
U

1

維持費
　sol．

G
O
O
∩
）
0
2

0
1
0
0
2

（
ぜ
。
っ
）

寸
◎
Q

第皿表　704年度712年度第5区現金税割当額対照（P．Lond．1420＆1424）

納　税　者　名

．1〈aumas　Antheria一〉彼の妻

Psoios　Andreas

Horsenuphios　HermaOs一一＞
　Q．．u．lgl，1！se一．up．h－iggnvAnttt，os

地 所 名

Sarse］toh

Pkathake
Pkarou

AmmOniu
Panl“ul

土地税
　sol．

　1
1／e

Bl／2

1i／2

1

1／a

Q
り
一

1

土地税
　sol．

21ん 3

1if6　1i／6

10i／，　9

人頭税
　sol．

2i／，　［O］

1ソ・

rt．MMt．tt’t”Ttrtt．tr．．twt－at．／．t一．一一一t．／．T．／．／／tt．t．

4

o

2

計
sol．

5　C3］

22／3　11／6

141／211

穀物租
　clrt．

3 ♪
．

1i／3　21／3

121ん　18



（
粁
綾
）
V
二
〇
り
篇
粒
八
二
絹
ゆ
む
鶴
り
＝
下
瓢
蛙
e
ど
麹
く
；
堅
K
や
職

納　税　者　名 地 所 名 土地税
　sol，

土地税
　SOエ．

湘

Abraham　Theodosios一＞
　Theodos三〇s．．Abrahamとその兄弟

Bilctor　Gerontios

Kyrillos　Ezek61の妻

Musaios　Phoibamm6n　司祭

Makarios　Apa　Terとその兄弟

Makarios　Tsekrulの妻

Romanos　Petros

Pgkysios　1－lermaOs　＆　Johannes

　　　　　　　ウ
Pw6nesh　Gamulと子供たち

司祭Joseph→彼の妻Staphoria
pesate　I－loruonchiosとその兄弟
　一＞Basileios　Horuonchios

Piah　Alau

Piah　Bo6n　’

Piah　Iくam
I’la．oiu　BiktOr

’Samachere　＆　Tagape

Zminos

Pool
Sanlente

Ab註u
Hagiu　Pinutionos

Hagiu　Phoibamm6nos
Tsekruj

San）achCre

I’atanube
〔　　｝，Theodos三〇sの代
Pate

Phib　Plnc　m
I〈eratas　・

Phib　Pham，　Andreasの代
Hagiu　Enoch
Hyiu　Pson

Hagiu　？inutionos

Sasnoeit

1／2　M

i／，　1
1　i／，

1　　1

12／3　一
1i／2　ff
5／s　一

4
1

1

　1

3

　1

1／3

1ん

　
　
　
　
　
　
　
き

4
［
2
　
1
3
ー
ワ
ユ

　
り
μ

／12

　
3
　
　
　
ゆ
凶

／
ノ

リ
國
　
　
－

　
り
響

／ーワ
】

　
3
　
　
　
り
8

／
　
ノ

0
”
　
　
　
－

4

2
1
3
　
6

1if2

2

2／3

2

6

55／6　　61／3

　1

2i／3

1
9
】

人頭税
　sel．

4i／2’@4

　0　　1

　0　［o）

　o

　2

　0

　2

21／2

4

0
1

n
U
1
0
0
　

3

4

〕
0
，
・

〔

計
sol．

7　6i／2

2／s　12ん

1／2　〔1／2〕

4

　　　　11／2

　4　　3

　1　2f3

　5　　2

81ん　　9

go”／6　loi／3

　1　［1）

3if3　？

穀物税
　art．

　3

内2

1ん

　4

4
1
6
　
ハ
0

5

，
，
♪
．

？

？

？

？

12

81ん　　122／3

2
3

P
．
P
．

（註）各項左側数字が704年度，右側数字が712．年度の額である。
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め
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第IW表　第1indiction年度第2区税務簿（P．　Lond．1427） 732／33年＝114／15H年

A．納税者名

（　　　）

［　　　）

Hermaos　Pkui
（　　　］

Musaios　Epiphanios

人数　人頭率　人頭税
　　　　　　　　　　sol．

－
工
－

1
1
1

り
0
．
Q
U
3
0

合 計 1 9 si／3 25

地積　　土地税
aro．　sol．

8
8
（
U
2

　
2
ワ
臼

　2
7i／2

　6
1／2

133 34if3

維持費
sol．

鼻

0
0
A
U
（
U

o

計
sol．

　5

10i／2

　9
1／2

額西園
LOS

1／3

i／2

1／2

0

1　sgif3 3i／6

納税額
soL

42／3

10

81／2

1／2

561ん

穀物租
art．

Q
》
【
D
O
1

　
1

i　60

B．納税老名

（　　　）

Theodosios　Philotheos

I＄a］c　Tanna　＆　Tirene

Psoios　＆　Taurinos

I〈yriakos　Petros

Senuthios　＆　TheodOros

Apa　Ter　＆　Onnophrios

含 卜…薩

人数　人頭率　人頭税
　　　　　　　　　　sol．

1 1

0
0
0
3
∩
V
O

地． ﾏ　　土地税
aro．　sol．

ρ
り
4
4
轟
Q
U
4
4

1 4

1

1

2

1

2／3

4 32ん 11 1　i4， 37ti／6

維持費
sol．

（
U
O
O
O
O
O

o

計
sol．

4

1

1

5

1

2ん

1　4ss／e

台帳番号

A
B
C
D

総 計

人数　人頭率　人頭税
　　　　　　　　　　sol．

Q
ゾ
4
8
（
U

　
　
1
1

8i／3

32／3

1sl／12

　9

　25

　11

45i／2

27i／3

41 361た2 1os’J／e

地積　　土地税
aro．　sel．

133

146

　0

　0

34i／3

37S／6

　0

　0

279 72i／，

維持費
SO玉、

（
U
O
O
O

o

計
sol．

5gi／3

485／0

45i／2

27i／，

1　i，，

控除額
sol．

0
0
0

　
　
　
2
0
0

　
　
　
ノ

　
　
　
ユ

1i／2

納税額
sol．

4

1

1

41／2

1

2／3

47i／3

穀物租
art．

4
2
2
2
0
0

i　54

控除額
sol．

31ん

1ik

117f24

（e］

63／s

納税額
sol．

56i／，

47i／3

4319ん

27i／3

1745／s

穀物租
art．

60

54

21i／2

　0

巨3・’／・

（註）維持費＝官吏維持費

（
O
。
。
）

㊤
◎
o
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第V表　　第15　indiction　（716／98H）　年度系内税簿　（P．　Lond．1419）　よ　り

納　糊代　表者　名

Jak6b　EnOch他

地 所 名

Banan

Abba　Bilctdros

Chersampel　＆　Treuei

Psharlc

Thanasia

Pabal〈tes

Pchichitos

Plcatalce

Be．snatet

？nas

Piah　Arsenup

　同　　　上

P6bet　＆　Treuei

Belekau

Tant（　）le
Plcalou

Ke（　）

Piah　Me’lh

Psanboi｛　］

Euethiu，　Treuei，　Phene　＆　Marsab6u

基準税額

15　：　13i／2

同上内訳

　：　18

：　61／2

　＝23／4

　：4

：　s7／12

　：　23i／2

2　：　8i／，

1　：　11／2

　：　81／B

1　：　22’／a

　：16

1：8

1：19

　：8

　：4u「ノ8

：27ん

　：　221／2

　：　16i／2

　：　61／2

1：4ワ43

Abba　Surutosの私領地　　　　　　　　　　　　　　　　　　～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中

穀物租
520”／1：

同上内訳

ん
ん
ん
ん

1
　
0
ψ

三
5

2

3／
り
和

り
“

1
　
3

／
／

1
　
0
幽

1
3
5
4
1
7
2
6
6
1

3
4
3
3
8
2
　

4

／
／
ノ
／
－
／
　
ノ

ー
　
－
　
り
卿

1
　
1
1
　
　3

　
　
　
　
2
り
臼
1
3
31／s

　　　略）

土地税

39＝16i／8

epik．　（付加税）

5　：　19i／s

計　（納税額）

45　：　111／，

担　当　納　税　者　名

Philotheosが全額

　同　　　上

　同　　　上

　同　　　上

JalcObの子供たち
Philotheos

Jak6bカtエ／2，　PesoosとPaulosカ｛1／2

Thaumaste（女）が全額
Patlcoore

Sabinosの子

David　Porphanos．

IIakare

Jalc6bの子

　同　　　上

Philotheosが全額

Jak6bの子
Philotheos

　同　　　上

　同　　　上

Senuthios　Marsab6u

Philotheos
（
卜
Q
o
）

↑
Q
Q



Papnuthios　＆　Theophile

Diskur

Ptoleme

Teiae

Panychatu

Rhyparia

Chalkopratu

Diskur

？atuel

Piah　1〈elboole

不存者地所名

Teiae

PiahhO

Teiae

Panycl｝．atu

　同　　上
Teiae

Panychatu

Teiae

Teiae

旧　納　税　者　名

Pteros司祭他

Dukai

　同　上　妻

Papo

Lul“anos

Abba　Herma6tos修道院

Abba　Su「utosの鞭地
Me一　nas

Papo

Abba　Su「utosの四丁

3：8

1　：　13／．1

　：　10i／2

　：　sl／2

　：　14

二211／12

　：4

　：4

：　31／“一

：　67／s

　？

：　93／4

：　43fs

：　33f4

：　31／4

：　sl／2

：　43／s

2　：　11i／4

12

4i／fi

li／2

11／4

2

1／2

　ti／t8

2ん

1／2．

ll／16

19 ^2．t

l

’J／a

2／3

1／2

s／6

Jr
@／8

’9i／“s

8：17 1　：　61／2

gt／55；・1，

Papnuthiosがエ／2，

“．工akarioS

　　　　　まPapnuthiQS

Herakleiosカ｛1／2，

BiktOr

Makarios

BiktOr

　同　　　上

　同　　　上

Theopllileが1／2

TheophilC．　fJi　i／2

　1：9
Theophile

　1：14

6：7 ：　22 7：5

（後 略）ii

（註）金額の単位はsolidus＝caratで，1solidus＝24　caratである。

（
。
っ
。
っ
）
。
。
。
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遅
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遷
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嗣
畑
む
興
”
＝
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H
e
ど
壇
畷
一
恥
K
や
綴

名会教税納

os．
α
雫
e
s

m
「
m

α
αH
N
Apostolos

Theodolcos

聖瓢aria　（電内）

聖PinutiOnos

Archangelos

ee　30hannes

墾Markos
　　　　？

　　　　？

第M表第15indiction（716／98H）年度納税簿（P．　Lond，1419）Tより教会関係

代表者　名 地所名（旧納税者名） 基準税額 穀物租 土地税 付加税 計（納税額）

執　　　鶏1 6120 ～ 17＝17 2＝14、 20＝7

Menas＆Zacharias司祭
ラ＝ 〔〕1／2 15＝181／2 2＝7黛／3 18：21／6

Psiban6betのanal、 20 ：13／4

Andreas司祭 4：〔〕v2 7 5：31／2 ＝18 5：211／2

執　　　纂 2：8 7：〔〕 1：21／4 ～

？ 3：10 137ん ～ ？ 10：131／2～

Amma　Marias 2：〔〕 85／16

Petre　Tapeu ：10 31／4

Piall　Ethamtei ～ 21ノ弼 Phiめtheos Pane

Psiba110betのanal、 ：237／48 Ph三lotheos Paneの妻、

TePOt（Psiba，の妻） ～ 1／4

Po争ah（同上） ～ 13／4

Bes（同上） ～ 15／2藍

HyiOn　Ta6r P 41／4

執　　　集 〔〕：8 王2 8：10V2 ～

Megiste大工

EnOchの代～ Mazei

Pshonte

David司祭 313／4
12（小麦）1V2（大麦）

8：193／4 1：7 10：23／4

Psiban6betのanaL ：31／2

Theodosios　司祭 2：9 9 6：2 ＝211／4 6：231／4

TePOt 〔〕：19V2 7 τlleodosios 司祭

Piene 〔〕：71／4 1 Johannes Pat自oime
Pshonte 〔〕：61／4 1 Senutllios 司祭

～ 81／8 5：22V2 ：21 6：19▽2

～ 3／8 ：7 ：1 ：8

執　　　寮 ：133／4 ～ P ～ ～

（
㊦
。
Q
）

①
α
D



納税教会名

　　　？

聖Bikt6r　PsilltOros

　　　？

Abba　Psempnuthios
　修道院

Abba　Charisios修道院

代表者名
執　　　事

Psyre

地所名（旧納税者名） 「基鞭額1渤釧土地州

Plamou

1：12　i　’　？

2　：　16i／gi　？

1　：　233／41　？

5　：　12i／2

　：　211／，

11

37／4s

付加税
1計（納税額）

♪
■
，
．
♪
■

p　　　　J　　　　）

）　　　　I　　　　P

）　　　　1　　　　？

13　：　23／，

2　：　61／，

1　：　22ifs　1　15　：　13／s

　：73／4　1　2：　14i／，

第粗表　　第15indiction（716／98H）年度納税簿　（P，　Lond．1419）　より修道院関係

修 道 院 名 土地税 穀物租
i 地 所 名 1 担　当納税者名 同上内訳 同上内訳

聖Maria（丘）修道院 114　soL 12　art．

　　　Piah　Puhol

　　　Piah　Puhol

　　　Piah　Puhol

　　　Psai

　　　同　上

　　　Phaineshoos

　　　Peloole

　　　Charisme

　　　Abba　Gabriel

　　　Premrcs

　　　同　上

B・rba・u修道陣

（1／2）Ehas修道院長 6：16 3／4

（1／4）Bafeu 3：8 3／8

（1／4）洗張屋 3＝8 3／8

（2／3）建築屋

　
8
：
6
3
ん
璽 1

（V3）Abraham＆Psote 4＝33／8 1／2

Herma6s＆Frem 7：8 1

修道院長 4：8

13：9 11／2

5：15

Kolluthos　Boethos 1：4 1

金物屋 57 7

110：8　soL 46　art．

Piah　David

omartes

En6C

sheoTheoclosios

15：18

7：31／，

7

33f4

（
O
α
）

O
①



（
終
楼
）
〉
二
〇
起
斡
養
分
引
ゆ
匁
魯
”
＝
駅
昏
蜻
e
ど
酋
く
1
恥
K
や
鰻

修 道 院 名

r．IIT［i．．．．Lm一．．．．u．．．”．．．．／／．r．．．．　7i．．．．．．．一．…．”

Pshonte

Arsenophinikog．

Pmanblcrre

Sarutsei

Psibanobet

I〈epha

Arsenophinil｛os

Thanac．p

担　 当　融　税　者　名

Philoilieos

共同．保有者

Theodosios

K6nstantinosとその兄弟

同　上

土地税
同上内訳

17：6

13　：　19i／s

11：6

12：9
7　：　173／4

4　：　107／s

14

61133ん

穀物租
同上内訳

gi／2

6Slrd

6

Sf4

3

61／2

23／4

（中 略　）

Tarou 修道　院

Neu　1〈ternates

Phamai

Niah　Chers

I｛yi6n　Kollutlios

emphyteusisに．よる保有者たちを通じて

Hagiu　Phoibammbn

Borra　Ktematos　Tpast6tre

別のNeu　I〈tematos

He116tos　Phoi

Tsemau
Elaiurgu

Pasod6rosの息子たち

z醜obiosの子供たち

Zacharias　＆　PaE　］

Eulottaの息子たち

Maxeiの共同保有者たち

修逆院長iを通じて，

Zenobiosの息子たち

Andreas官吏

医者PhoibammOnの子供たち
馬刀ar1【os　δ乙　P】ユne

　自作分～

，
．

，
，
，
，
P
，
P
．
，
，
P
．
診
．

，
．

｝
．

♪
，

P
■

P
．
♪
9
）
，
♪
’
♪
p
♪
・
｝
．

P
．
　
》
．

，
■

（後 略　）

（
州
①
）

H
Φ



　　を　　　　　　　　

第慣表　第15indiction（716／981－1）年度納税簿（P．　Lond．1419）より無主地（adespota　kt壱mata）関係

地 所 名 代　理　納　税　者　名

Ermugene

Ji［ ）et

Jeremias　PI〈na

Bilgt6r　Ptauas

Georgios　Patj6

　Sabinosの息子たちが1／2，

基準税額 穀物租 土地税

　　　　3＝211／4　　　　115／G

　　　　　　　　　　　　　　75／6

　　　　　　　　　　　　　　311ん

　　　　1：12　　　　　　　　　　51／3

Georgios　PatjoがV2〔を負担〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ

　　1（　　　　　’　　　略　）；
　　…

　　　　　　　　　　　　　　51／12

9：223ん

6：15
3　：　73／，

3：21

付加税

Dukai

Sarat6kei

Kaspitu

Thelheilei

Jak6b　Apo116nos
Thelhellei

Laban

ThersOpnam

Lamporse

（）asitOn　修道院

KhOremataによるOasitOll

Hermaos　＆　Philem6n

　Philem6n　＆　Herma6s

　Abraha皿

　Christophoros

　Peb6

陶器組合

陶器組禽

HermaOSの子＆“lakarioS

（
¢
（

　
　
P
r

中　　．

1：8

　：　20

　：4

　：4

　：4

1　：　13i／，

1：6
　：　142／，

2

1；4
　：　13／3

1　：　14i／2

1：12

中

4：10i／2

　
り
幽　

1
／115

3／0凹

　
盗

／ユ2

6

　
4

　
り
凹／互3

　
り
饅／15

　
｛

／35

5

各闘

61

3：10

3＝71ん

1：工3

5　：　21／fi

2：11

5：5

4＝21ん

3：19

）1

　1　11 1o3ん

1：11
：　233／s

：　115／s

：　133／，

12

：　11r／2

：7ユん

：　173f4

：　s3／｛

：18エん

：　141／4

1131ム

1　161ん

　うち宮吏Andreasによる2ケR）；の土地の納税分として5sQl，従って残りは8　3

Pile〔　　〕の子　　　　　　　　　　　　？　　　1　　4　　　1　3：101／2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後　　　i　　　略　）i　　　　　　　　・

計（納税額）

11：93／4

7　：　143／s

3　：　193／s

4　：　12i／，

3：22

3　：　183k

1　：　20i／2

5　：　20i／4

2　：　193／4

5：　23Y4

4　：　16i／2

4　：　8i／4

13；3

3：10ワ2

八
斜
）

eq
@



初期イスラーム晴代のエジプトにおける土地所有について（森本）

第K表　第15indiction（716／98H）年度納税簿（P．　Lond．1419）より

　　　　官吏（dioiketes）Andreasの土地保；有情況

行

84

89

116

491

612

735

739

756

815

904

　1210

　1213

　1257

　1308

1．ほ315

納税代蓑者　名

〔
〔
〔

♪
．
　
り
．

）　．　Abraham

）　Herma6tos

）6mau6t

Johannes　Apo116s

Joseph　Talotei

［　）poros
Mariam　Athanasios同左の夫，不
　在者Stefanosの代

Johannes　1〈oTnelios

同上駅内不在一9　1〈allinikosの子の代

Andreas保有地所名

Kapooje

Gratianu

Parash

　？

Parash

Piah　Selselsir

Pdia工ζone

Piah　Sacho　＆　Erikone

Abba　Makarios　＆

　Psemre
Patuoore

Niah　T6bias

Phet

Oasit6n．修道院に吸収されし無主地2ケ所

Tarou修道院　　　　　　　　　　　　　　　Hel16tos　Phoi

〔　　　　　　〕　修道院　　　　　　　　　　　　　　　］冥iah　Esou

茶臼税額

　：　11f’2

　　？

：　93／s

　　？

　：　111，／2

1：3
1　：　21i／2

1：12

5

：　23／4

：　95／s

：　41／’2

：61／2

♪
，

　
9

　
「
■　

3

穀物租

1ん

　？

1ifs

　？

2

5

7

51f12

1／3

15／12

1
1

P
，

第X表　Samawa村地租割当査定簿（8－9世紀：APEL　n。223）

哩

コ

ゴ
　
　
週
　
　
澗

納 税 者 名

一

り

Sanrtda，　Hu首ayr出＝身Baderm亘deのブドウ闇主

Maq註re　Abaqire

黒人lIaymttn
漁師Apollo　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

a1－Sawda　Ma互ak
　　　　レIilira§，　Garirのmawla通称Dawas

Mar6n，　Asmar負sの子

MUsa　b．　Qurra　　　　　噛

Basinna　Asmak

Mu1ヌammad　b．　al－A§ba9通称tAli

Mina　Qoma，通称Mila
り

SanUda　BalUte

Isaac　NastoS

警吏Chael，耳iyarのもとに同屠の通称Chael　Damttne

B鮭at6s　Batas

〔　　　〕nre

Boqtor〔　　　　　〕

播種地
　faddan

税
dinar

額

41／8

223／4s

73／s

［　）

77／4s

31／4

26i／3

2930／1s

　23／4s

3245／4B

21ん8

23み8

　2／sC　）

11ん〔〕

　13ん4〔〕

　5／4s（　）

（　）

　31／24

　223／4s

　73iXs　’

（　］if．t

　7？／4s

　3i／4

26i／3

（2939／4g）

　C23／，s）

（32iS／4s）

（2i／4B）

（23／4s）

〔
〔
〔
〔
〔

〕
〕
〕
〕
〕

〔註〕12名のコプト人に混じって，アラブ人2名，ギリシア人（Mar6n）1名，黒人ムスリム
　1名，それにアラブ人のmawlaとなっている改宗コプト人～　1名がいる。これらのうち，
　2名のアラブ人とギリシア人の地積は他のコプト人たちの荊蟹に比して圧倒的に多い。

：93　（93）



第M表地租割当査定簿 （3H／9世紀：APEL　n。222）

納 税 者 名

Ibrahlm　Hermnhとその母

Ishaq　Butrus　Psote

Ibgaye　Mrtsa　Pilatos

Abana（　）　Qalik

lbrahim　Basil　Postolos

Antanas，　Butrus　al－FarUb

Homiseの2人の息子
Apa　B田e，　Alotの子

Epime（Ablme）とその子

小 計

〔
〔
〔
〔
〔
〔
〔
〔

　　　　　　）
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納 税 者 名

Ismatll　b．　Mu－sa

Stephen（　）
Ibrahlm　b．　C．　］　al－Iluwayrl

Stephenとその弟Abrt　Qosta

Abime　Dem6si
Abit　Abime　Papostolosとその弟Abn
　Ilasyllos．
Isl）aq　b．　Girig

Abit　Yolnc　nnes　Abahdr

AndUne，　Damiyaの子

、」！ 計

Merq且re，　Dahnaの弟

A〔　〕sBafsane

Ablide　BOIos　Niqita

Boq㌻or　Antanas　Ibgade

Bab邑Boqtor，　Baba　Pqamの子
　　　　　ソ
Boqtor　Girge乾酪商

Boqtor〔　　〕，　Alh6rの弟

Boqtor　Quzman　Bqam
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〔註〕各納税者について，「昨年も彼の手あったところの〔土地〕」という備考が付記されている。
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初期イスラーム時代のエジプトにおける土地所有について（森本）

第短表　249H／863年度a1－U蓉mttnayn’．闇闇概工：事特別賦課割当簿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（APEL　ne　237＞．

納 税 者 名

’Abd　al－Rabim〔b，　　〕，　An§in＆出＝身

識謡豊’器n｝・n・i・囎

〔　　　〕，An＄ina出身

説bas　b’a㌻Wa1’d｝

Sisinna〔　〕，　a1一〔　〕出身

耳assan，私領地出身

Balbos，　An＄in乱出身

M丘sa　b．〔　〕，〔Ugman〕市出身

　　　　ソZikri　b。　Sablb

　　　　　　　レRemiye，　Abti　Girge出身

Ahrnad　b．〔　〕，〔ugmin〕市出身

Isma‘ll，　Sifaの案内人

1・hiq・1－A・raq，・1－Miniy・出身

Slfaの一農夫（muzari’）

Sawiros　b．　M6ne，〔U首mtin〕市出身・

A・bat．@b，　al一耳・・d・1，　A・5i・a出身

al－Fa舘aI

農場管理人Merqtire，〔Ugmtin〕市出身

Darr罐，　Qalandiyttn出＝身

教父Abmad，　Qalandiyfin出身

農場管理人Yohannes，　Sirrpyn出身

Ab丘Mu＄lih，　Azhar　b．　Siwarの残額のため

　　　　　　　ソ　　　　　　ぐ
H・mi・e・Abit　Gi・9・出身

　　　　　りAlrnas　b．　Sabib

249年度灌概工事のために徴収せる額

Maq樋1の一農夫，警吏Girきeを通じてB96deの
住民のa1－Fath，　Sulayman　b．　Bana

Zikri，　Hdr出身・

　　　　　　（後 略　）
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第XHI裏　地租hara鳶1劉墨査定鯵　　（3H／9世紀＝APEL　n。22G）

納 税 者 名

LNIuhammad　b．　Abd　’Al］ah　Aqns

Abtt　Qerl　Sane

Saq6re　b．　Zil〈ri　b．　HarUn

水運搬人のため

Balame　Theodor

Muhamrnad　b．　Ilusayn　b．　Sulayrnan
　　　　　　　　　　　　．

IIuhammad　b．　Zufar

al－Ilasan　b，　Bulcayr

Muhammad　b．　lbrahlm

地　積
faddan
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0
0
ー

ユ
　
　
一

｛）

税　額
dinar

正工

15／6

12

　1

40

20

20
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〔註〕最初のMulpammadはおそらく改宗コプト人。
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　　Besides　a　n’umber　of　examples　me”i　tioned’　in　ancient　hagiographies・　（th．e

Lieh－hsien　chuan　and　Shen－hsien　chuan）　，’some　Taoists’who　beloBged　to’the

Mao－shan　schobl　of　Taoism　dominant　duriiig　the　petiod　of　the　South

tried　to　become　shih－chiehlesien　（immortals）　or　so－called　ti－hsia－chu　（underT

ground　agent）　by　taking．a　drug　called　ling－wan　（spiritual　’pills）　or

haVing　a　sword　forged　as　his　substitute．　The　latter　caSe　was　called

chien－chieh　（deliverance　by　a　sword）．

　　Reading　’the　narratives．of　the　shih－chieh．immort41s｛　we　can　find　many

factors　in　common　with　Christian　doctrine　of　fesurrection．　Howeyer，　in

thei　case　of　religious　TaoisM，　immortality　has　been　sought　after　by　magi－

cal　ptactice　which　stronglY　survived　until　recent　times．

Landholding　in　Egypt　in　the　Early　lslam

by

K6sei　Morimoto

　　When・　we　discuss　the　landholding　system　in　the　early　lslamic／history，

the　so－called　landholding　system　by　lslamic　jurists　has　been　generally

prominent，　taking　no　account　of　the　change　in　sPace　and　tim’e．　“The

Islamic　landholding　system”　itseif，　however，　as　in　other　spheres　of　the

Islamic　Law　is．　a　historical　produ’ct　and　is　of　no　importance　without　our

grasp　of　its　process；　moreover，　its　process　was　naturally　to　be　various

in　eqch　part　of　West　Asia，　because　’the　Arabs　succeeded　the　regions

with　different　landholding　systems　of　the．Sasanian　or　Byzqptine　Empire．

　　In　this　article，　considering　this　point，　we　want　to　treat　the　development

of　landholding　system＄　only　in　Egypt　from　the　period　of　Arab

Conquest　to　the　‘Abbaslcls　Dynasty．

（177）




